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ま え が き 

  

急速な高齢化の中で、エイジフリー社会（年齢にかかわりなく能力を発揮して働ける社

会）の実現が議論されている。生涯を通じ、自己の能力を多様な形で最大限に発揮したい

各個人、競争力の維持のため能力管理を強めたい各企業、急速な高齢化の中で、幅広く支

え手を確保しなくてはならない社会全体、それぞれの要請に即応する方向であろう。   

しかし、日本の企業では雇用管理における年齢基準がとりわけ強く、能力・職務重視の

賃金・人事処遇制度が確立していない。年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取

組みは、時間をかけ、段階的かつ着実に行わざるをえない。 

 こうした折、EU（欧州連合）理事会は、2000 年 11 月、「一般雇用機会均等指令」を採

択した。宗教または信条、障害、年齢・性的志向による雇用差別を禁止する全体的枠組み

を設定したもの（性差別や民族差別禁止指令は別途あり。）で、2003 年 12 月までに各国に

法制定ないし全国レベルの労働協約の締結を求めている。ただし、年齢、障害については

３年延長できる。この指令には、年功処遇や合理的最高採用年齢の設定など、年齢を理由

とした取り扱いの相違を正当化する規定がある。EU 各国政府がこの指針にどのように対

応し、従来からの長期雇用慣行と年齢差別のない社会の実現を目指した取り組みとの均衡

が欧州ではどのような姿となるのか、わが国でも大変注目を浴びている。 

 本報告書は、厚生労働省の要請を受け、日欧における高齢者雇用政策を、年齢障壁是正

に向けた取組みを中心として取りまとめたものである。昨年 9 月に取りまとめた白表紙報

告書「労働力の高齢化と日欧政府・企業の対応 －年齢にかかわりなく働ける社会の実現

に向けて社会の実現に向けた取り組みを中心として－」の第 1 部と第 2 部を、EU が設定

した 2003 年 12 月の当初期限を越えた時点で、最新のデータを踏まえ再整理したものであ

る。年齢にかかわりなく働ける社会づくりにご関心をもたれる多くの方々のご参考となれ

ば幸いである。 

 なお、この報告書のとりまとめは、岩田克彦（独立行政法人 労働者健康福祉機構賃金

援護部長（労働条件・就業環境研究部門・前統括研究員））があたった。 

 

2004 年 8 月                      

 

                   独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

    理事長  小 野 旭  



目  次 

 

第１章 調査研究の概要････････････････････････････････････････････････････････ 1 

１．問題意識････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

２．報告書の概要････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

３．今後の課題･････････････････････････････････････････････････････････････ 10 

 

第２章 欧州における高齢者雇用対策･･･････････････････････････････････････････ 12 

１．EU 諸国における 1980 年代以降での早期引退の定着･････････････････････････ 12 

２．高齢化と「活力ある高齢化」の推進･･･････････････････････････････････････ 15 

３．EU 諸国における高齢者雇用就業政策の概要････････････････････････････････ 18 

（１）高齢者等に限定した特別対策とエイジフリー型対策･･･････････････････････ 18 

（２）最近の動向･･･････････････････････････････････････････････････････････ 19 

 

第３章 年齢障壁是正に向けた取組み状況･･･････････････････････････････････････ 21 

１．EU 諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景････････････ 21 

２．EU「一般雇用機会均等指令」の制定 ･･････････････････････････････････････ 21 

３．EU「一般雇用機会均等指令」の内容 ･･････････････････････････････････････ 22 

４．EU 指令（年齢関係）とアメリカ等 EU 諸国以外の年齢差別禁止法制との比較 ･･ 24 

（１）対象範囲･････････････････････････････････････････････････････････････ 25 

（２）例外規定･････････････････････････････････････････････････････････････ 25 

５．定年設定の是非についての議論･･･････････････････････････････････････････ 26 

６．解雇法制との関係･･･････････････････････････････････････････････････････ 27 

７．EU「一般雇用機会均等指令」への各国対応 ････････････････････････････････ 29 

 

第４章 イギリスの状況･･･････････････････････････････････････････････････････ 33 

１．イギリスの高齢者雇用対策の現状 ････････････････････････････････････････ 33 

（１）高齢者をめぐる人口・労働市場の状況 ･･････････････････････････････････ 33 

（２）ニューディール 50 プラス (New Deal 50+) ･･･････････････････････････････ 33 

（３） 労働税クレジット (Working Tax Credit) ･････････････････････････････････ 33 

（４）総合的取組み ････････････････････････････････････････････････････････ 34 

２．社会保障関係（公的年金・企業年金の状況等） ････････････････････････････ 34 

（１）公的年金・企業年金 ･･････････････････････････････････････････････････ 34 

（２） 年金制度等の改革の動向 ･････････････････････････････････････････････ 35 

（３） 失業保険制度 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 36 



３．労働法関係での年齢に関する規定等 ･･････････････････････････････････････ 36 

（１）契約自由の原則 ･･････････････････････････････････････････････････････ 36 

（２）1996 年雇用権法 (Employment Rights Act, 1996) ･･･････････････････････････ 36 

（３）判例の状況 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 36 

４．「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」とエイジ・ポジティブ・キャン 

ペーン････････････････････････････････････････････････････････････････ 37 

（１）年齢差別に関する実態と意識 ･･････････････････････････････････････････ 37 

（２）「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」 ･････････････････････････ 38 

（３）「実践規範」に基づく年齢差別是正政策 ･････････････････････････････････ 39 

５．年齢差別禁止立法に向けた取り組み ･･････････････････････････････････････ 39 

（１）検討の経過と今後の予定 ･･････････････････････････････････････････････ 39 

（２）年齢差別禁止立法に向けた協議案の内容 ････････････････････････････････ 40 

（３）既存の法律の見直し ･･････････････････････････････････････････････････ 44 

（４）年齢差別禁止のコスト・ベネフィット試算 ･･････････････････････････････ 45 

 

第５章 ドイツの状況･････････････････････････････････････････････････････････ 51 

１．ドイツの高齢化と政労使の認識 ･･････････････････････････････････････････ 51 

２．高齢者をめぐる労働市場状況 ････････････････････････････････････････････ 53 

３．年齢に関する法制度 ････････････････････････････････････････････････････ 54 

４．高齢者をめぐる政策状況 ････････････････････････････････････････････････ 54 

（１）年金改革････････････････････････････････････････････････････････････ 54 

（２）労働市場政策 ････････････････････････････････････････････････････････ 55 

５．年齢障壁是正への取り組み ･･････････････････････････････････････････････ 56 

（１）職業生活における年齢差別 ････････････････････････････････････････････ 56 

（２）「50 歳以上、やればできる」キャンペーン･･･････････････････････････････ 56 

（３）優れた実践事例開発のための調査研究プロジェクト ･･････････････････････ 56 

（４）職場における年齢の多様性（AGE DIVERSITY WORKPLACES）の強調 ･････ 57 

（５）EU 指令への対応･････････････････････････････････････････････････････ 58 

６．おわりに･･････････････････････････････････････････････････････････････ 58 

 

第６章 フランスの状況･･･････････････････････････････････････････････････････ 60 

１．雇用における差別防止法 ････････････････････････････････････････････････ 60 

（１）法律の内容 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 60 

（２）本法に関する国内での評価 ････････････････････････････････････････････ 61 

２．その他の年齢に関する法制度（労働法関係） ･･････････････････････････････ 62 



（１）採用広告における年齢制限の禁止 ･･････････････････････････････････････ 62 

（２）職業組合の選択の自由 ････････････････････････････････････････････････ 62 

（３）退職（解雇）に関する取扱い ･･････････････････････････････････････････ 62 

３．社会保障関係 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 63 

（１）年金制度････････････････････････････････････････････････････････････ 63 

（２）失業給付････････････････････････････････････････････････････････････ 64 

４． 最近の高齢者対策 ････････････････････････････････････････････････････ 65 

（１）高齢者の雇用創出/早期引退抑制に関する施策････････････････････････････ 65 

（２）早期引退の促進施策 ･･････････････････････････････････････････････････ 67 

５．政労使の対話の促進 ････････････････････････････････････････････････････ 69 

６．年金制度の改革 ････････････････････････････････････････････････････････ 69 

７．おわりに･･････････････････････････････････････････････････････････････ 70 

 

第７章 オランダの状況･･･････････････････････････････････････････････････････ 71 

１．オランダの高齢者雇用政策 ･･････････････････････････････････････････････ 71 

（１）早期引退文化の定着 ･･････････････････････････････････････････････････ 71 

（２）遅い引退の奨励への転換 ･･････････････････････････････････････････････ 71 

（３）就業率目標と「高齢者と雇用タスクフォース」 ･･････････････････････････ 72 

（４）最近の高齢者雇用促進策 ･･････････････････････････････････････････････ 73 

２．オランダ企業における人事政策 ･･････････････････････････････････････････ 73 

３．政府における年齢差別是正への取り組み ･･････････････････････････････････ 73 

４．EU 一般雇用機会均等指令の年齢関係部分への対応 ･････････････････････････ 74 

[資料] 雇用における均等待遇（年齢差別）法･･････････････････････････････････ 76 

 

第８章 スウェーデンの状況･･･････････････････････････････････････････････････ 82 

１．スウェーデンの「労働第一主義」と高齢者の高い就業率 ････････････････････ 82 

２．最近の就業促進方策 ････････････････････････････････････････････････････ 82 

（１）障害者年金の見直し ･･････････････････････････････････････････････････ 82 

（２）長期病気休暇制度の受給者の減少 ･･････････････････････････････････････ 82 

（３）失業保険、長期失業者対策 ････････････････････････････････････････････ 83 

（４）高齢市民 2005････････････････････････････････････････････････････････ 83 

３．雇用保護規制と退職年齢 ････････････････････････････････････････････････ 83 

４．公的年金制度 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 84 

５．ＥＵ一般雇用機会均等指令への対応 ･･････････････････････････････････････ 86 

 



第９章 アイルランドの状況･･･････････････････････････････････････････････････ 87 

１．年齢差別禁止に関する法規制―― 1998 年雇用均等法･･･････････････････････ 87 

（１）1998 年雇用均等法の内容･･････････････････････････････････････････････ 87 

（２）雇用均等法の運用 ････････････････････････････････････････････････････ 92 

２．その他の年齢に関する法制度等 ･･････････････････････････････････････････ 94 

（１）労働法関係 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 94 

（２）均等地位法 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 94 

（３）企業向けガイドラインの策定 ･･････････････････････････････････････････ 94 

（４）「高齢者に関する均等問題諮問委員会」の開催 ･･･････････････････････････ 95 

（５）広報・啓発活動 ･･････････････････････････････････････････････････････ 95 

３．EU 一般雇用機会均等指令への対応･･･････････････････････････････････････ 95 

４．社会保障関係 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 96 

（１）公的年金････････････････････････････････････････････････････････････ 96 

（２）職域年金ないし個人年金 ･･････････････････････････････････････････････ 96 

（３）失業給付・雇用政策 ･･････････････････････････････････････････････････ 97 

５．その他の高齢者雇用政策 ････････････････････････････････････････････････ 97 

 

第１０章 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた日本の課題･･･････････････ 99 

１．日本における高齢者雇用就業政策の体系 ･･････････････････････････････････ 99 

（１）65 歳までの継続雇用の推進･･･････････････････････････････････････････ 100 

（２）中高年齢者の再就職者の援助・促進 ･･･････････････････････････････････ 100 

（３）就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保 ･･･････････････････････ 100 

（４）年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組み ･････････････････ 101 

（５）「高年齢者等雇用安定法」の 2004 年改正 ･･･････････････････････････････ 101 

２．関連する社会保障制度 ･････････････････････････････････････････････････ 101 

（１）雇用保険制度 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 101 

（２）公的年金制度 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 102 

３．日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題 ･････････････････････････････････ 103 

（１）日本では、高齢化がとりわけ急激で、高齢者の就業促進がきわめて重要 ･･･ 103 

（２）高齢者の就業率は高いが、就業内容面では課題が多い ･･･････････････････ 104 

（３）高齢者に限定した特別対策が多く、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け

た取り組みが課題 ･･･････････････････････････････････････････････････ 106 

４．年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題 ･････････････････････ 107 

（１）３つの転機と年金受給開始年齢との「橋渡し」対策 ･････････････････････ 107 

（２）年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題 ･･･････････････････ 108 



（３） EU 一般雇用機会均等指令と日本･････････････････････････････････････ 113 

５．８つの政策提案 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 115 

 

（参考資料） 

１．「雇用及び職業における均等取扱いのための一般的枠組みの設立に関する EU 指令」 

  （2000 年 11 月制定） 

２．ＥＵ指令原文（欧文） 

３．アメリカの年齢差別禁止法について 

４．ＥＵ各国の高齢者雇用就業政策と EU 一般均等指令への対応表 

５．雇用における年齢差別禁止法制の比較表 



 1

第１章 調査研究の概要 

 

１．１．１．１．    問題意識問題意識問題意識問題意識    

日本においては､公的年金の受給開始年齢の引き上げに伴い、65 歳までの高齢者の就業の

場の確保はもちろんのこと、年齢にかかわりなく働ける社会の実現が大きな政策課題となっ

ている。一方、ヨーロッパ諸国をみると、人口高齢化という日本とよく似た問題状況の中で、

高齢者の雇用就業が推進されるとともに、2000 年 11 月に EU 理事会で、「一般雇用機会均等

指令」（雇用及び職業における均等取扱いのための一般的枠組みの設立に関する理事会指令）

が採択され、年齢障壁是正に向けた取り組みも進んでいる。この指令は、宗教または信条、

障害、年齢・性的志向による雇用差別を禁止する全体的枠組みを設定したもの（性差別や民

族差別禁止は別途指令あり。）で、2003 年 12 月までに各国に法制定ないし全国レベルの労働

協約の締結を求めている。ただし、年齢、障害については３年延長できる。 

 従来、日本ではアメリカの「雇用における年齢差別禁止法（Age Discrimination in Employment 

Act,ADEA）」の研究は盛んに行われてきたが、EU での年齢障壁是正への取組みについては

情報が大変不足している。このため、本研究においては、欧州諸国の年齢障壁是正に向けた

取り組みを、各国の高齢者雇用就業政策と関連付けて調査するとともに、今後の日本の課題

についての検討を行った。 

 なお、対象年齢を 40 歳以上に限定しているアメリカ等を除き、「年齢差別禁止法制」は他

の年齢、特に若年者をも対象としている。EU での議論では、若年者の雇用を促進するため

の特別最低賃金規定（通常の最低賃金より低く設定されている）の是非なども問題とされる

（上記 EU 指令では許容される）1。しかし、本調査研究では上記の調査趣旨を踏まえ、高齢

者に重点を置いて分析している。 

調査対象国としては、イギリス、フランス、ドイツの主要３カ国とともに、欧州の中では

高齢者就業がとりわけ進んでいるスウェーデン、高齢者の早期引退路線から就業促進路線へ

の転換が比較的円滑に進んでいるオランダ、総合的な雇用差別法を欧州で最初に策定し、EU

委員会が指令作成に当たり大いに参考にしたといわれるアイルランドを取り上げた。なお、

その他の EU 諸国（2004 年拡大前の１５カ国）についても、EU 指令への対応など第３章で

簡単ながらまとめた。 

 

２．２．２．２．    報告書の概要報告書の概要報告書の概要報告書の概要    

第２章 欧州における高齢者雇用対策 

近年の人口高齢化は、税及び年金等社会保障負担の増大の見通しとあいまって EU 各国の

                                                   
1 フレッドマンは、年齢差別の主要問題は高齢者に関わるもので、年齢差別禁止立法の主要な受益者が高齢者で

あることは確かだが、高齢者だけを対象とする政策や立法は世代間の衡平（equity）の問題を無視するリスクを

おかすことになる、と論じている（Fredman,et.al, 2003,p24、第 3 章参考文献参照）。 
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政策転換を促している。早期退職促進プログラムは若年失業の改善策として効率的でないこ

とが多くの研究で明確になった（早期退職により空いたポストが若年者で補充された職場は

非常に少なかった。）こともあり、各国政府は、早期引退を容易にしている諸プログラムの廃

止ないし参入制限を始めるとともに、労使及び高齢者個人に対する意識啓発キャンペ－ンを

試みている。 

こうした政策努力もあり、55～64 歳の男性就業率を見ると、各国とも 1990 年代前半ない

し半ばに最低水準に落ちこみ、その後平均してやや微増となっている。国別にみると大きく

異なり、スウェ－デン等では高位を保ち、オランダ、フィンランドでは大きく回復している

が、フランス、ベルギーなどでは低水準が続いている（第１表）。 

 EU（欧州連合）としても「活力ある高齢化」（アクティブ・エイジング）を大きな政策目

標として掲げている。1997 年以降、EU は、EU 理事会による雇用ガイドラインの策定→各国

での雇用行動計画の策定→各国の EU 委員会への実施状況報告→EU 理事会による各国に対

する改善勧告、という一連の総合的雇用政策改善手続きを毎年繰り返してきた。この雇用ガ

イドラインの中でも、活力ある高齢化と、社会保障・税制、生涯教育等との関係が重視され

ている。 

 

第１表第１表第１表第１表    1971197119711971----2002200220022002 年の年の年の年の 55555555----64646464 歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化                            （％）（％）（％）（％）    

 1971 1975 1985 1989 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

オーストリア   47.7     40.5 39.6 41.6 41.4 37.9 38.1 

ベルギー   43.1     32.2 32.1 35.1 35.1 35.1 35.1 

デンマーク   63.4     61.0 58.5 59.9 61.9 63.0 64.2 

フィンランド   48.7 45.2 44.2 43.3 36.1 37.8 38.3 40.1 43.7 46.7 48.3 

フランス 73.0 67.1 46.7 43.3 42.0 40.3 38.7 38.4 37.9 39.0 38.5 41.4 38.4 

ドイツ 77.1 66.7 53.6 51.7 49.9 48.0 48.0 47.9 47.6 46.9 46.4 46.4 47.0 

アイルランド 82.4 76.1 64.7 59.9 60.2 59.1 59.1 57.8 59.6 61.7 63.0 64.6 65.1 

イタリア   53.6 49.6 51.5 47.3 42.3 41.5 41.5 41.2 40.9 40.4 41.2 

オランダ 79.3 69.9 44.2 44.2 41.8 40.5 41.0 43.0 46.2 47.3 50.0 51.0 54.7 

ポルトガル 82.1 77.l 64.9 63.9 66.5 59.9 59.1 58.2 64.2 61.5 62.1 61.3 61.2 

スペイン 82.7 76.7 59.1 56.7 56.2 51.6 48.0 50.5 52.1 52.4 55.2 57.9 58.6 

スウェーデン 82.8 80.7 73.2 73.9 73.7 65.9 64.4 64.7 65.8 67.1 67.8 69.6 70.7 

イギリス 82.9 82.0 59.4 61.6 61.5 55.9 56.0 58.6 58.3 59.4 59.8 61.6 62.1 

EU 計   54.3     47.7 47.9 48.2 48.5 49.4 50.5 

              

アメリカ 77.3 71.4 64.4 64.3 63.9 63.1 63.6 65.5 66.2 66.1 65.7 66.0 66.3 

日本 85.3 83.2 78.9 79.2 82.0 82.1 80.8 80.9 79.8 79.5 78.4 77.5 76.8 

*ドイツは 1989 年より統一 

資料出所: OECD Employment Outlook 2003 (1997-2002)、Eurostat Labour Force Survey など 
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高齢者雇用就業を一層推進するため、2001 年のストックホルム欧州サミットで、高齢者（5

5 歳から 64 歳、男女計）の EU 平均就業率を 2010 年までに 50％にまで引上げる目標が設定

された。2001 年時点で目標を達成していたのは、デンマーク、ポルトガル、スウェーデン、

英国の４カ国のみであった。一方、就業率が３分の１を割っていたのが、ベルギー、フラン

ス、イタリア、ルクセンブルグ、オーストリアの５カ国であった。最近の増加が著しいのは、

フィンランド、オランダ、デンマーク、アイルランド、スペイン、スウェーデンである。 

 

 一方、2002 年のバルセロナ欧州サミットでは、労働市場からの平均退職年齢を 2010 年ま

でに５歳引上げるという野心的な目標設定がされた。2001 年時点での平均退職年齢は、 

EU 平均で 59.9 歳で、国別には、最低位グループのルクセンブルグの 56.8 歳、ベルギーの 5

7.0 歳から、最高位グループのアイルランドの 62.9 歳、スウェーデンの 62.1 歳、イギリスの

62.0 歳まで差が大きい（第 1 図）。 

欧州の高齢者雇用就業施策は国により相違が大きいが、従来の早期引退促進から近年高齢

者就業促進に転じており、高齢者の雇用就業促進の必要性を強く感じていることや雇用保護

を維持しながら年齢による雇用差別の是正に乗り出したこと、などについては、日本と類似

した状況にある。 

 

 

    

ＥＵ委員会の発行する“European Employment Observatory Review: Spring,2003”は、各国の

第１図  バルセロナ目標とストックホルム目標（2001年時点） 
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高齢者対策を特集しているが、その中で、以下のようなまとめが行われ、高齢者の就業率向

上を目指した包括的な取組みの強化が必要としている。 

 

（１）早期引退を減らし、就業を継続させるための各国政府の取組みはまだ十分ではない。 

（２）調査によると、労働市場からの漸進的引退の概念は労働者の興味をそそっているが、

労働者は完全引退の選択を続け、漸進的引退制度の利用率は低い。問題の一つは、多く

の事業主が、現行の職務をパートタイム的業務に転換させることを渋っているである。 

（３）高齢者を雇い入れるための助成金は、意図された結果を残さず失敗している。一つの

例外は英国のニューディール 50 プラスで、これは事業主でなく労働者に助成している。 

（４）事業主に対する意識啓発キャンペーンが大きな効果をもたらしたとのデータはほとん

どない。 

（５）フィンランドの包括的な取組みは、高齢者の就業率向上に一定の成功を生んでいるよ

うに見える。    

 

第３章 年齢障壁是正に向けた取組み状況  

 EU 諸国において、年齢障壁是正に向けた取り組みが積極化した背景としては、（１）EU 委員

会が組織したプロジェクトによる EU 各国調査から、使用者の高齢者に対する偏見が明確に

なったこと、（２）社会保障財政の悪化から公的年金受給開始年齢の引上げの動きがあるが、

年齢差別を不問にしたまま受給開始年齢を引上げることは、高齢労働者を排除し、低所得世

帯を増やすことにつながりかねないこと、（３）グッドプラックティス（高齢者雇用関連の好

事例）の開発や企業への啓発、そして教育訓練が強化されたが、こうした取組みだけでは年

齢差別はなくならず、欧州においてもアメリカと同様立法化が必要との声が広がったこと、

などが挙げられる。 

 こうして、EU では、2000 年 11 月に「一般雇用機会均等指令」が採択されたが、この中に

年齢が加わった。本指令の特徴は、対象範囲が広い一方で、例外規定が多いことである。 

対象範囲については、自営業、ボランティアも含み、対象企業規模の制限もない。雇用へ

のアクセス、職業訓練、雇用就労条件、組織への参加資格など広範に対象となる。これに対

し、例えば、アメリカでは、40歳未満の者、従業員20人未満の企業、職業訓練提供機関、自

営業主はそれぞれ対象となっていない。 
例外規定としては、（１）真性の職業資格、（２）ポジティブアクション、（３）職域年金で 

の年齢基準の容認、（４）社会保障または社会保護制度を含む国による給付、（５）例示とし

て明示されている３つの事項（①若年者、高齢労働者及び介護責任を有する者について、そ

の職業的統合を促進しまたはその保護を確保するために、雇用ならびに職業訓練へのアクセ

ス、雇用及び職業の条件（解雇及び賃金を含む）に特別の条件を付すこと、②雇用へのアク

セスまたは雇用とリンクした特定の便益について、年齢、職業経験または年功の最低条件を
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設定すること、③採用について、問題のポストに要求される訓練または退職の前に合理的な

雇用期間が必要であることを根拠として、最高年齢を設定すること）などがある。こうして、

本ＥＵ指令は「現行の年齢差別禁止法制にあるほとんど全ての例外規定、差別的取扱いの正

当化措置 を収 集 し 、 さ ら に い くつ か の新たな 規定を 付 け加えて いる」（ Zmira 

Hornstein, ”Options for the UK: Implementing the EU Directive”(Hornstein ed, “Outlawing age 

discrimination – Foreign lessons, UK choices”(2001)、p8)と、評されている。 

この指令への各国の取り組み状況にはかなりの差異があり、例えば、ほとんどの国で、公

的年金受給開始年齢での強制退職は容認されることになりそうであるが、年齢差別禁止法制

に直接記載する国とそうでない国とがある。なお、イギリスは、公的年金受給開始年齢は 65

歳であるが、強制退職可能年齢を 70 歳とする可能性がある。 

本年５月新加盟国を除く旧 EU 加盟国での対応状況をみると、2004 年７月時点で、①EU

指令への対応を表明しているのは、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、イ

タリア、オランダ、アイルランドの７カ国、②対応期限の延長を申請したのが、デンマーク、

ドイツ、スウェーデン、イギリスの４カ国、③EU 委員会に延長申請をしていないが、法制

定が遅れているのが、ギリシャ、ルクセンブルグ、スペイン、ポルトガルの 4 カ国である（第

２表参照）。EU 委員会は、実施状況の審査を 2004 年秋に予定している。 

 

第２表第２表第２表第２表    EUEUEUEU 一般雇用機会均等指令への対応状況等一般雇用機会均等指令への対応状況等一般雇用機会均等指令への対応状況等一般雇用機会均等指令への対応状況等    

                                                                        （年齢関係）（年齢関係）（年齢関係）（年齢関係）                                （アルファベット順）    

国名 対応状況等 

オーストリア 男女均等待遇法を EU 指令の障害者を除く全ての差別を対象

とする改正法が 2003 年末に成立（障害者は別法で対処）。 

ベルギー 1998 年 2 月制定法で、採用・選抜での年齢差別を禁止。2003

年 2 月制定法で EU 指令に適応。 

デンマーク 2004 年 12 月に法制定を予定。 

フィンランド 2000 年改正の憲法、2001 年施行の改正雇用契約法、1995 年

施行の改正刑法で年齢を含む差別は広範に禁止。総合的な高

齢者雇用促進戦略と年齢差別是正措置とがミックスし、高齢

者の就業率も大きく改善している。年齢の上限・下限は憲法

等に規定がないが、公的年金受給開始年齢での強制退職は許

容されている。EU 指令批准のため一部残った事項は、2003

年 12 月施行の新法で対処。 
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フランス 2001年 11月制定の法令で、EUの中で最初の全面対応を表明。

もともと非差別重視の伝統があったこと、早期引退志向が極

めて強いこと、等から本法令への社会的関心はあまり高くな

い。 

ドイツ 人口の高齢化は EU の中でもとりわけ急速。EU 指令（年齢

関係）の実施猶予を申請。ドイツで年齢差別是正への取組み

が遅れているのは、自由よりもむしろ連帯を重視し、雇用保

護が他の EU 諸国と比べても大変強い社会であるためと言わ

れている。 

ギリシア EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。

アイルランド 

 

男性高齢者の就業率は高い。1998 年制定の雇用平等法で年齢

を含め広範な雇用差別禁止が行われている。EU 指令自体、

この法草案を大変参考にしており、EU 指令に概ね対応して

いるが、2004 年 7 月成立の改正で、全面対応。なお、2000

年制定の均等地位法で、雇用以外の物品購入、サービス受給、

宿泊・施設入所、教育機関の受講、の差別も禁止。 

イタリア 人口の高齢化はドイツと並んで急速。EU 指令に対しては、

2003 年７月の法令により、フランスに次いで全面対応を表

明。しかし、この法令が EU 指令を十分取り込んでいるかど

うかについて議論がある。①挙証責任の使用者側への転換が

なされているか（使用者側、労働者側双方に挙証責任がある

とする。）、②均等原則に反するいかなる法、規則、行政条項

も廃止されることが担保されているか、③EU 指令が年齢関

連だけに認める「許容される正当化措置」が全ての差別事由

に適用されているのは問題ではないか、などである。 

ルクセンブルグ EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。

オランダ 1990 年代後半以降、高齢者の就業促進への取組みが進み、高

齢者の就業率も大きく改善している。年齢差別禁止法の制定

の試みは、1997 年以降何度も挫折したが、2003 年 12 月に成

立。65 歳以上の雇用終了など幾つかの例外規定がある。 

ポルトガル EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。

スペイン 1980 年就業者法で年齢による雇用差別も禁止。が明確な禁止

立法ではなかった。EU 委員会に延長申請をしていないが、

法制定は遅れている。 
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スウェーデン 教育・訓練などの積極的雇用政策による公的年金受給開始年

齢までの就業継続（福祉より就労、労働第一主義）が戦後一

貫した政策。高齢者の就業率は、EU 諸国の中では飛びぬけ

て高い。雇用労働者の年齢に関する問題は、通常の雇用保護

と労働協約の枠組みで対応するのが一番いいとの考えがい

まだ強く、EU 指令（年齢関係）については、実施の 3 年延

長を申請。2005 年夏に政府提案のスケジュールを組んでい

る。 

イギリス 高齢化は比較的緩やかで高齢者の就業率も比較的高い。EU

指令への対応は慎重で、2004 年末の法制定を目指し、公開協

議を経て政府規則草案の提示に向け準備中である。公的年金

受給開始年齢は 65 歳であるが、公開協議では、標準退職年

齢(使用者が強制退職年齢の必要性を立証しなくても、その

年齢に達すれば強制退職できるよう国が定めた年齢)を 70 歳

とすることの是非が問われた。これについての合意形成がで

きず、政府規則草案の提示が遅れていると言われている。 

 

第４章 イギリスの状況  

イギリスでは現在のところ雇用上の年齢差別に関する規定は存在しないが、EU 指令に対

応して年齢差別是正立法を行うことは、重要な政策の柱の一つとして位置付けている。 

現在は、2006 年 10 月に施行予定の年齢差別禁止規則の具体的な内容について協議が行わ

れている。協議では、強制退職年齢の設定を一般に違法とするものの、70 歳以上の労働者に

対しては、正当な理由なく強制退職させることを認めることの是非も問われた。 

 その他、年齢差別是正に向けて、1999 年に「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」

を策定し、現在はこの実践規範に基づく年齢差別撤廃キャンペーンを展開している。 

 イギリスにおける年齢差別への取り組みの方向性を示した「雇用における年齢の多様性に

関する実質規範」に対する評価、年齢差別禁止規制に向けた事前便益費用分析など、政策評

価事例などは、日本でも大いに参考となろう。 

 

第５章 ドイツの状況  

ドイツ政府は急速な高齢化の進展に対する危機意識を持っているが、高齢者の雇用保護が

厳しいため企業は高齢者を雇いたがらず、労働者の早期引退志向は強い。 

年齢差別是正に向けた政策としては、①「50 歳以上、やればできる」キャンペーンや、②

優れた実践事例開発の調査研究プロジェクトなどが行われているが、EU 指令への対応につ

いては、欧州諸国で対応が一番遅れていると言われている。自由よりむしろ連帯を重視し、
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雇用保護が他の EU 諸国と比べても強い経済社会であることが大きいと思われる。ドイツで

は、多くの法律、労働協約に年齢の相違に基づく解雇、報酬、福利厚生規定があり、こうし

た規定をどこまで変えるべきか、政労使の意見調整に時間がかかると予想されている。ドイ

ツ政府も、年齢関連については、EU 指令の適用延長を EU 委員会に申請済みである。 

 

第６章 フランスの状況   

フランスでは2001年11月、雇用における差別防止法が可決された。従来の差別禁止要因リ

ストに、年齢等を付け加えた改正だが、国民の関心は低い。 

労働法典においては、同法の制定以前から、①採用広告における年齢制限の禁止、②職業

組合への加入に関する年齢差別禁止、③年齢（又は年金受給開始）を契約終了の条件とする

ことの禁止、といった年齢差別禁止規定がある。公的年金満額受給権者の強制退職は年齢差

別とはならないと考えられている。 

 

第７章 オランダの状況 

オランダは、1990年代後半、政府は長年の早期引退促進政策から、引退を延期する方向に

政策を大転換し、高齢者の就業率も1990年代半ば以降上昇に転じた。 

年齢差別禁止に関しては、政治家や国民の間での認識の高まりを背景に、1997 年以降何度

か法案が国会に上程された末、2003 年 12 月にやっと成立した。新法では、公的年金受給対

象年齢（65 歳）や、労働協約や個々の労働契約で決められた年齢（65 歳以上）での強制退職

が許容されている。 

①高齢者雇用政策の大きな転換の内容、②採用選考面に限定されていた第一回目の法案か

ら包括的な 2003 年制定法までの法制定経緯、そして③2003 年制定法の内容（特に例外規定）

など、日本でも参考となろう。 

 

第８章 スウェーデンの状況  

スウェーデンでは、金銭給付より、教育・訓練などによる通常引退年齢までの就業促進が

戦後一貫した政策となっている。雇用保護も強く、勤続年齢の短い順での解雇が原則となっ

ている。2001 年５月には、法定定年年齢が 65 歳から 67 歳に変更された(2002 年末より全面

発効)。 

年齢差別関係では、政府、労使の対応が遅い。スウェーデン労働市場庁の各種調査では、

使用者は55歳以上の者の採用に一般的に消極的である、との結果が出ている。一方で、高齢

者の雇用は他国以上に進んでいるとの自負もある。そして、被用者の年齢に関する問題は、

現行の雇用保護と労働協約の枠組みで対応するのが一番いいとの考え方が未だ強いという。

結局、2003年中のＥＵ指令対応は困難なため、対応の延長をＥＵ委員会に申請し、国会に設

置された委員会で検討し、2005年夏までに報告を出すことになった。 
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第９章 アイルランドの状況  

アイルランドでは、1998 年雇用均等法において、年齢を含めた包括的な雇用上の差別禁止

が行われ、2000 年の EU 指令発出時点ですでにほぼ指令内容を実行していた。年齢差別に関

しては、①適用対象者が、原則 18 歳以上 65 歳未満に限定されている、②被用者間での異な

った退職年齢の設定が年齢差別の対象外とされている、③相対的年功（又は勤続年数）によ

る取扱いが年齢差別の対象外とされている、等の例外が認められていた。2004 年の改正（7

月国会成立）で、①対象が雇用労働者だけでなく、自営業者や「専門的パートナー」にも拡

大され、②間接差別是正請求が容易になる他、③多くの場合、18 歳未満、65 歳以上も対象と

なった（但し、65 歳以上の退職年齢の設定は許容）。 

その他の年齢差別是正に向けた取り組みとしては、①企業向けガイドラインの策定、②高

齢者に関する均等問題についての政策の検討、③広報・啓発活動、などが行われている。 

 

第１０章 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた日本の課題  

(1) 日本における高齢者雇用就業政策の体系 

日本における現在の高齢者雇用就業政策は、高年齢者雇用安定法に基づき、①定年の引上

げ、継続雇用制度の導入などによる 65 歳までの雇用の確保、②中高年齢者の再就職の援助・

促進、③就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保などを柱として展開している。 

(2) 関連する社会保障制度 

雇用保険制度、公的年金制度が高齢者雇用就業政策と密接につながっている。 

(3)日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題 

日本と欧米諸国を比較すると、日本では高齢化が急激なため、欧米各国以上に、できるだ

け多くの高齢者が社会を支える側へ回ることが必要となっている。また、日本は欧米諸国に

比べ、高齢者の就業が進んでいるように見えるが、実際は 60 歳前後で賃金、職種、就業形態

などが大きく変化しており、就業内容面を含めた高齢者の本格就業の実現が長期的課題とい

える。但し、現段階では、各個人の就業ニーズを活かした、多様な形での雇用就業（雇用形

態、働き方、賃金形態）の継続が喫緊の課題となっている。 

日本の高齢者雇用就業政策は、「高齢者に限定した施策」が中心で、「就職困難者など対象

を広く取った中で高齢者も扱う施策」が補完している。ただし 2001 年以降は、「年齢差別の

是正を目指す施策」も重視されつつある。 

(4) 年齢にかかわりなく働ける社会の必要性と課題 

今後、公的年金の受給開始年齢の引き上げに伴い、60 歳定年と受給開始年齢との「橋渡し」

を行うことが高齢者雇用就業政策における大きな課題となる。主な選択肢としては、①（上

限無し、または 65 歳までの）エイジフリー化、②65 歳までの定年延長、③65 歳までの継続

雇用の推進や再就職の円滑化が考えられるが、いずれも実現のためには、年功賃金・処遇シ
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ステムの大きな見直しが必至である。 

思考実験として、日本において EU 一般雇用均等指令に準じた雇用における年齢差別禁止

法の制定を試みるとした場合、以下のような問題点が挙げられる。 

• 能力・職務重視の賃金・人事処遇制度が確立していない。 

• 「職場における年齢の多様性」への取り組みがほとんどない。 

• 差別是正に対する独立した本格的救済機関がない。 

• 複線型の人生設計を可能とする社会保障制度、外部労働市場となっていない。 

• 年齢以外の均等待遇も含め、人権意識が弱い。 

(5)８つの政策提案 

今回の調査研究の成果も参考としつつ、今後の政策課題を８つの提案としてまとめると以

下のとおりである。 

① 「年齢にかかわりなく働ける社会づくり戦略」では、アメリカだけでなく、欧州の事

例も十分参考にすること。 

② 新たに「日本モデル」(雇用保障と年齢障壁是正とのバランスが取れ、かつ、漸進的引

退を含みながら、平均的引退年齢が高い社会)の構築をめざして数回に分けた段階的改革

を考えること。 
第１局面 雇用と年金とが接続する仕組みの構築 

（今回の高年齢者雇用安定法の改正に基づく、喫緊の課題） 
 

第２局面 ６０歳から７０歳までにおける漸進的引退の仕組みの構築 
 

第３局面 「現役としての」６５歳までの就業継続が一般化する仕組みの構築 

すなわち、上限付き（さらに、育成期を配慮した下限付きも考えられる）、

雇用保障を一定の範囲で残しながらの年齢にかかわりなく働ける雇用システ

ムを法制化する。 

③ 多様な形での雇用延長を推進すること。 

④ 総合的アプローチを取ること。 

⑤ 若年雇用との両立を積極的に考えること。 

⑥ 実践的なグッド・プラクティスの作成と普及を図ること。 

⑦ 国民の間で幅広いコンセンサス形成を図ること。 

⑧ 政策評価を積極的に実施すること。 

 

３．今後の課題 

 EU「一般雇用機会均等指令」への各国対応の最終期限は 2006 年末である。日本において、

団塊の世代が 60 歳に到達し、基礎年金の受給開始年齢が６３歳になるのが、その翌年の 2007

年である。高齢者雇用対策が再び注目を浴びることが予想され、EU 各国の立法内容、運用

状況、労働市場への具体的影響などが日本でも関心を集めることとなろう。 
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本 EU 指令が、具体的にどのような形で運用されるかは、各国の立法内容だけでなく、そ

れを受けた各国執行機関（行政および司法当局）、最終的には欧州裁判所の判決、を待たなく

てはならない。こうした動向にも今後十分注意していく必要があろう。 
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第２章 欧州における高齢者雇用対策 

 

欧州における高齢者雇用政策を概観する。EU 諸国における 1980 年代以降での早期引退の

定着、最近における「活力ある高齢化」の推進、EU 諸国における高齢者雇用就業政策の概

要、の順に記述する。報告書末の[参考資料４ －EU 各国の高齢者雇用就業政策と EU 一般均

等指令への対応]もご参照いただきたい。 

 

１．１．１．１．EUEUEUEU 諸国における諸国における諸国における諸国における 1980198019801980 年代以降での早期引退の定着年代以降での早期引退の定着年代以降での早期引退の定着年代以降での早期引退の定着    

EU 諸国では、経済不況、若年労働者の過剰供給を背景に、特に 1980 年代以降、政労使が

一体となって早期引退を促した。その結果、特にドイツ、フランス等の欧州大陸諸国では、

早期引退が文化として定着してしまった。 

第２－１図（上図）は 50 歳以降の男性の、条件付き引退率（その年齢まで在職していた者

の中での引退率）と労働力率を示している。図中には早期引退による年金、企業年金、失業

保険の支給年齢、通常の年金支給年齢も表示している。また第２－１図（下図）には就業者・

失業者・障害者（とみなされた者）・引退者の割合が示されている。これらの図から、フラン

スでは、公的年金による 60 歳での引退が多く、ドイツ・オランダについては引退率が高まる

時期（つまり多くの者が引退する時期）が、2 度（ドイツについては、高齢者障害給付や失

業給付、そして年金の 2 回、オランダについては、企業年金と公的年金の 2 回）あることが

わかる。引退率が高まる時期は、いずれの国についても早期引退による年金支給年齢と通常

の年金支給年齢にほぼ対応している。つまり年金制度のありようと、高齢者の引退プロセス

には密接な関連があるということが読み取れる。なお、イギリス、オランダについては高齢

期の障害者給付受給者が多いことも特色である。EU 諸国に比べて、日本・アメリカは、引

退率が急激に上昇する時期（上図）、就業者の割合が急激に減少する時期（下図）ともにみら

れず、両国の高齢男性は比較的ゆるやかな引退プロセスにあるということができる。 
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＊その年齢まで在職していた者の中での引退率
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第２-１図 条件付き引退率 
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２．高齢化と「活力ある高齢化」の推進２．高齢化と「活力ある高齢化」の推進２．高齢化と「活力ある高齢化」の推進２．高齢化と「活力ある高齢化」の推進 
第２－２図は各国高齢化率の趨勢を示す。日本の高齢化率の伸びは急激で、2010 年には EU

諸国を抜いて最も高くなることが予測されている（ただし、2030 年以降はイタリアの高齢化

率が再び日本を抜くことが予測されている）。ＥＵ諸国の中では、イタリアの他、ドイツ、オ

ランダの高齢化も急速である。 

第２－２図　各国高齢化率
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（資料出所）日本の統計は、1990 年までは総務省『国勢調査』、2000 年以降は国立社会保障・

人口問題研究所『日本の将来推計人口（2002 年 1 月推計）』（中位推計）。その他の国は、UN, 

World Population Prospects: The 1998 Revision （中位推計）より。高齢化率は、全人口のうち、

65 歳以上の人口が占める比率。 

 

 近年の人口高齢化は、税及び年金等社会保障負担の増大の見通しとあいまって EU 各国に

おいて、政策転換を促している。早期退職促進プログラムは若年失業の改善策として効率的

でないことが多くの研究で明確になった（早期退職により空いたポストが若年者で補充され

た職場は非常に少なかった。）こともあり、各国政府は、早期引退を容易にしている諸プログ

ラムの廃止ないし参入制限を始めるとともに、労使及び高齢者個人に対する意識啓発キャン

ペ－ンを試みている。 

こうした政策努力もあり、55～64 歳の男性就業率を見ると、各国とも 1990 年代前半ない

し半ばに最低水準に落ちこみ、その後平均してやや微増となっている。国別にみると大きく

異なり、スウェ－デン等では高位を保ち、オランダ、フィンランドでは大きく回復している

が、フランス、ベルギーなどでは低水準が続いている（第２－３表）。 
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第２第２第２第２----３表３表３表３表    1971197119711971----2002200220022002 年の年の年の年の 55555555----64646464 歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化歳男性の就業率の変化                                （％）（％）（％）（％）    

 1971 1975 1985 1989 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

オーストリア   47.7     40.5 39.6 41.6 41.4 37.9 38.1 

ベルギー   43.1     32.2 32.1 35.1 35.1 35.1 35.1 

デンマーク   63.4     61.0 58.5 59.9 61.9 63.0 64.2 

フィンランド   48.7 45.2 44.2 43.3 36.1 37.8 38.3 40.1 43.7 46.7 48.3 

フランス 73.0 67.1 46.7 43.3 42.0 40.3 38.7 38.4 37.9 39.0 38.5 41.4 38.4 

ドイツ 77.1 66.7 53.6 51.7 49.9 48.0 48.0 47.9 47.6 46.9 46.4 46.4 47.0 

アイルランド 82.4 76.1 64.7 59.9 60.2 59.1 59.1 57.8 59.6 61.7 63.0 64.6 65.1 

イタリア   53.6 49.6 51.5 47.3 42.3 41.5 41.5 41.2 40.9 40.4 41.2 

オランダ 79.3 69.9 44.2 44.2 41.8 40.5 41.0 43.0 46.2 47.3 50.0 51.0 54.7 

ポルトガル 82.1 77.l 64.9 63.9 66.5 59.9 59.1 58.2 64.2 61.5 62.1 61.3 61.2 

スペイン 82.7 76.7 59.1 56.7 56.2 51.6 48.0 50.5 52.1 52.4 55.2 57.9 58.6 

スウェーデン 82.8 80.7 73.2 73.9 73.7 65.9 64.4 64.7 65.8 67.1 67.8 69.6 70.7 

イギリス 82.9 82.0 59.4 61.6 61.5 55.9 56.0 58.6 58.3 59.4 59.8 61.6 62.1 

EU 計   54.3     47.7 47.9 48.2 48.5 49.4 50.5 

              

アメリカ 77.3 71.4 64.4 64.3 63.9 63.1 63.6 65.5 66.2 66.1 65.7 66.0 66.3 

日本 85.3 83.2 78.9 79.2 82.0 82.1 80.8 80.9 79.8 79.5 78.4 77.5 76.8 

*ドイツは 1989 年より統一 

資料出所: OECD Employment Outlook 2003 (1997-2002)、Eurostat Labour Force Survey など 

 

 EU（欧州連合）としても「活力ある高齢化」（アクティブ・エイジング）を大きな政策目

標として掲げている。1997 年以降、EU は、EU 理事会による雇用ガイドラインの策定→各国

での雇用行動計画の策定→各国の EU 委員会への実施状況報告→EU 理事会による各国に対

する改善勧告、という一連の総合的雇用政策改善手続きを毎年繰り返してきた。この雇用ガ

イドラインの中でも、活力ある高齢化と、社会保障・税制、生涯教育等との関係が重視され

ている。 

高齢者雇用就業を一層推進するため、2001 年のストックホルム欧州サミットで、高齢者（5

5 歳から 64 歳、男女計）の EU 平均就業率を 2010 年までに 50％にまで引上げる目標が設定

された。2001 年時点で目標を達成していたのは、デンマーク、ポルトガル、スウェーデン、

英国の４カ国のみであった。一方、就業率が３分の１を割っていたのが、ベルギー、フラン

ス、イタリア、ルクセンブルグ、オーストリアの５カ国であった。最近の増加が著しいのは、

フィンランド、オランダ、デンマーク、アイルランド、スペイン、スウェーデンである（第
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２－４表）。 

 一方、2002 年のバルセロナ欧州サミットでは、労働市場からの平均退職年齢を 2010 年ま

でに５歳引上げるという野心的な目標設定がされた。2001 年時点での平均退職年齢は、 

EU 平均で 59.9 歳で、国別には、最低位グループのルクセンブルグの 56.8 歳、ベルギーの 5

7.0 歳から、最高位グループのアイルランドの 62.9 歳、スウェーデンの 62.1 歳、イギリスの

62.0 歳まで差が大きい（第２－４表）。 

 

第２－４表  バルセロナ目標とストックホルム目標（2001） 

ストックホルム目標（2010 年に 50％） バルセロナ目標 

2001 年高齢労働者就業率 1997-2001 年同増減率 
2001 年労働市場からの 

平均引退年齢 
  

計 男 女 計 男 女 計 男 女 

ベルギー 25.1 35.1  15.5 3.0 3.5 2.5 57.0  57.8  55.9 
デンマーク 58.0 65.5  49.7 6.2 2.8 9.4 61.8  62.1  61.0 
ドイツ 37.9 46.5  29.5 -0.2 -1.1 0.7 60.7  60.9  60.4 
ギリシア 38.0 55.0  22.5 -3.0 -4.1 -2.2 59.6  61.2  57.7 
スペイン 39.0 57.9  21.8 5.2 6.7 3.6 60.6  60.7  60.2 
フランス 31.9 36.2  27.8 2.9 2.9 2.8 58.1  58.2  58.0 
アイルランド 46.8 64.7  28.8 6.5 5.9 7.2 62.9  63.1  62.0 
イタリア 28.0 40.4  16.2 0.1 -1.6 1.4 59.4  59.6  59.2 
ルクセンブルグ 25.6 35.9  15.2 1.7 0.5 2.4 56.8  57.5  55.3 
オランダ 39.6 51.5  28.0 7.6 6.7 8.1 61.0  61.1  60.8 
オーストリア 28.9 40.1  18.4 0.7 -0.3 1.5 59.5  59.9  58.5 
ポルトガル 50.1 61.3  40.2 1.8 -1.7 4.4 62.1  62.1  61.6 
フィンランド 45.7 46.6  45.0 10.1 8.5 11.6 61.5  61.5  61.3 
スウェーデン 66.7 69.4  64.0 4.1 4.3 3.6 62.1  62.2  61.9 
英国 52.3 61.7  43.1 4.0 3.4 4.6 62.0  63.0  61.0 
EU 計 38.8 48.9  29.1 2.4 1.6 3.0 59.9  60.5  59.1 

（資料出所）「２００３年 EU 雇用白書」 

 

EU2003 年版雇用白書によると、いわゆるバルセロナ目標とストックホルム目標の補完性

は高い。すなわち両者とも労働力率（労働市場参加率）の上昇を必要とする（第２－５図）。 
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３．３．３．３．EUEUEUEU 諸国における高齢者雇用就業政策の概要諸国における高齢者雇用就業政策の概要諸国における高齢者雇用就業政策の概要諸国における高齢者雇用就業政策の概要    

（１）高齢者等に限定した特別対策とエイジフリー型対策（１）高齢者等に限定した特別対策とエイジフリー型対策（１）高齢者等に限定した特別対策とエイジフリー型対策（１）高齢者等に限定した特別対策とエイジフリー型対策    

高齢者雇用就業政策は、 

Ａ 高齢者に限定した施策 

Ｂ 就職困難者など特別な政策対象を広く取った中で高齢者も扱う施策 

Ｃ 年齢差別の是正により高齢者の雇用促進を目指す施策 

に分類できる。 

アメリカは、市場メカニズムと機会均等を重視し、高齢者雇用就業政策でも C、すなわち

前述の「雇用における年齢差別禁止法」が中心である。なお、低所得高齢者にパートタイム

の仕事を提供する「高齢者地域社会サービス雇用プログラム」は A の高齢者に限定した施策

に相当するし、職探しの支援や技能訓練を包括的に提供する「1998 年労働力投資法」はＢに

相当する。 

欧州は国により相違が大きいが、従来の早期引退促進から近年高齢者就業促進に転じてい

ること、雇用保護を維持しながら年齢による雇用差別の是正に乗り出したこと、など日本に

類似した状況にある。しかし、失業者が日本より多い（多かった）欧州では、むしろＢが中

心で 90 年代後半以降Ａが補完し、21 世紀に入り､C の検討も本格化した、とまとめられよう。 

第２－５図 バルセロナ目標とストックホルム目標（2001 年時点） 
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さて、Ａに相当するのは、イギリスの「ニューディール 50 プラス」やドイツの「50 プラ

ス－彼らにはできる」プロジェクト、スウェーデンの 67 歳以下の強制退職を無効とする雇用

保護法、フランスの「デラランド分担金」（50 歳以上の労働者を解雇する場合、失業補償基

金に拠出が必要）などがある。Ｂは、欧州各国の雇用政策の多くがこれに相当する。C も、

近年欧州でも取り組みが盛んになっている。特に、EU 委員会が 2000 年 11 月に採択した「一

般雇用機会均等指令」の影響が大きい。 

 

（２）最近の動向（２）最近の動向（２）最近の動向（２）最近の動向    

    2002 年 3 月ベルギーのブラッセルで「第９回日本・ＥＵ労働シンポジウム」が開催された。 

第９回のテーマは、「高齢労働者の雇用機会促進」であり、基調講演を担当した一人が、ケン

ブリッジ上級研究員のフィリップ・テーラー氏であった。テーラー氏は、この講演用ペーパ

ーの中で、ＥＵ諸国の高齢者雇用政策を第２－６表のようにまとめている。 

 

第２－６表  ＥＵ各国の高齢者雇用政策 

高齢者の雇用・引退に対し戦略的アプローチ オーストリア、フィンランド、英国     

年齢と雇用の問題につき研究プログラム フィンランド、ドイツ、英国 

早期引退の誘因を取り除き、引退を遅らすことを奨

励することを狙いとした年金改革 

オーストリア、デンマーク、フィンランド、フラン

ス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポルトガル、ス

ウェーデン、英国 

漸進的引退制度 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、オランダ、スペイン 

年齢差別禁止法制、解雇規制、採用・募集時の年

齢制限の禁止、定年年齢の廃止 

オーストリア、ベルギー、フィンランド、フラン

ス、アイルランド、イタリア、スペイン、英国 

事業主や一般に対する意識啓発キャンペーン デンマーク、フィンランド、ドイツ、オランダ、英

国 

高齢者を対象とした雇用、訓練プログラム オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、

オランダ、英国 

助言援助、訓練、職業紹介などの事業主援助 デンマーク、フィンランド、英国 

賃金助成金や他の雇用インセンティブ オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ルク

センブルグ、オランダ、スペイン、英国 
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自国である英国を高く評価し、高齢者だけでなく生涯を通じた積極的雇用政策を展開して

いるスウェーデンに対する評価が低い印象があるが、各国施策の鳥瞰図として参考となろう。 

ＥＵ委員会の発行する“European Employment Observatory Review: Spring,2003”は、各国の高

齢者対策を特集しているが、その中で、以下のようなまとめを行い、高齢者の就業率向上を

目指した包括的な取組みの強化が必要としている。 

（１）早期引退を減らし、就業を継続させるための各国政府の取組みはまだ十分ではない。 

（２）調査によると、労働市場からの漸進的引退の概念は労働者の興味をそそっているが、

労働者は完全引退の選択を続け、漸進的引退制度の利用率は低い。問題の一つは、多く

の事業主が、現行の職務をパートタイム的業務に転換させることを渋っているである。 

（３）高齢者を雇い入れるための助成金は、意図された結果を残さず失敗している。一つの

例外は英国のニューディール 50 プラスで、これは事業主でなく労働者に助成している。 

（４）事業主に対する意識啓発キャンペーンが大きな効果をもたらしたとのデータはほとん

どない。 

（５）フィンランドの包括的な取組み（1998 年から 45 歳以上の年齢層の雇用を促進し、早

期退職を阻止することを目的とした、フィンランド高齢就業者全国プログラムを開始。）

は、高齢者の就業率向上に一定の成功を生んでいるように見える。    

    

    フィンランドや英国における総合性を重視した取組み、各国の引退年齢を遅らすための年

金改革など、日本でも参考となろう。 
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第３章  年齢障壁是正に向けた取組み状況 

 

 EU 諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景、EU 雇用一般機会均等

指令」の内容、EU 指令(年齢関係)とアメリカ等 EU 諸国以外の年齢差別禁止法制との比較等

を整理するとともに、同指令に対する EU 各国政府の対応状況をまとめた。 

 

１．１．１．１．    EUEUEUEU 諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景諸国において、年齢障壁是正に向けた取組みが積極化した背景    

 EU 諸国において、年齢障壁是正に向けた取り組みが積極化した背景としては、（１）1993
年の欧州高齢者・世代間連帯年( European Year of Older People and Solidarity between the 
Generations)において、EU 委員会が組織したプロジェクトによる EU 各国調査から、使用

者の高齢者に対する偏見が明確になったこと、（２）社会保障財政の悪化から公的年金受給開

始年齢の引上げの動きがあるが、年齢差別を不問にしたまま受給開始年齢を引上げることは、

高齢労働者を排除し、低所得世帯を増やすことにつながりかねないこと、（３）高齢者雇用関

連のグッドプラックティス（好事例）の開発や企業への啓発、そして教育訓練が強化された

が、こうした取り組みだけでは年齢差別はなくならず、欧州においてもアメリカと同様立法

化が必要との声が広がったこと、などが挙げられる1。すなわち、年齢差別が、活力ある高齢

化（アクティブ・エイジング）を妨げる大きな要因であるとの認識が広がり、EU 諸国にお

いて、年齢障壁是正に向けた取り組みが積極化したのである。 
 
２．２．２．２．EUEUEUEU「一般雇用機会均等指令」の制定「一般雇用機会均等指令」の制定「一般雇用機会均等指令」の制定「一般雇用機会均等指令」の制定 
人権として差別禁止を推進するため、1997 年のアムステルダム条約によるローマ条約（欧

州経済共同体設立条約）改正時に、新 13 条が設けられた。この 13 条で、欧州理事会は、欧

州委員会の提案に基づき、「性、人種または民族的出身、宗教または信条、障害、年齢、性的

志向を理由とする差別と闘うため適切な行動」を取ることができることとなった。この規定

に基づき、EU 理事会は、2000 年 11 月に、「雇用及び職業における均等取扱いのための一般

的枠組みの設立に関する理事会指令」（Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation; 以
下「一般雇用機会均等指令」という。）を採択した。この指令は、宗教または信条、障害、年

齢・性的志向による雇用差別を禁止する全体的枠組みを設定したもの（性差別や民族差別禁

止指令は別途指令あり。）で、2003 年 12 月までに各国に法制定ないし全国レベルの労働協

約の締結を求めている。ただし、年齢、障害については３年延長できる。この EU 指令に年

齢が加わった背景には、NGO の Euro-link Age の活発な活動などにより、年齢差別が人権

問題の一つとして位置づけられたこともあるが、社会保障財政悪化の懸念から高齢者の雇用

                                                
1 日本労働研究機構（2002）のウォーカー論文 p66-8,p72 を参照。 
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就業の促進が大きな政策課題となったことが何と言っても大きい。人権問題自体も、高齢者

の労働市場からの排斥防止の色彩を有している2。 
 
３．３．３．３．EUEUEUEU「一般雇用機会均等指令」の内容「一般雇用機会均等指令」の内容「一般雇用機会均等指令」の内容「一般雇用機会均等指令」の内容    

 ここでＥＵ「一般雇用機会均等指令」の内容を箇条書き的に紹介する。 

（１）差別理由（（１）差別理由（（１）差別理由（（１）差別理由（groundgroundgroundground））））    

・宗教ないし信条  

・障害  

・年齢  

・性的志向 

 

（２）適用範囲（第３条第１項）（２）適用範囲（第３条第１項）（２）適用範囲（第３条第１項）（２）適用範囲（第３条第１項）    

        ・選抜基準、採用条件、全ての段階での昇進を含む、雇用、自営、又は職業へのアクセス 

 ・就労体験を含む、全ての形態、全ての水準の職業指導、職業訓練、再訓練へのアクセス 

 ・解雇、賃金を含む雇用・就業条件3 

 ・いかなる労働者組織、使用者または職業団体への加入ないし当該団体による関与 

 

（３）禁止される差別の種類（第２条）（３）禁止される差別の種類（第２条）（３）禁止される差別の種類（第２条）（３）禁止される差別の種類（第２条）    

（直接差別） 

   ある者が、他の者より不利に扱われること。 

 （間接差別） 

   外見上は中立的な規定、基準又は慣行がある者に不利になりがちな場合に、当該規定、

基準または慣行が、合法的な目的により客観的に正当化されかつそれを達成する手段が

適当かつ必要でない限り間接差別が発生したとみなされる。 

 （ハラスメント） 

   脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的または攻撃的な環境を作り出す目的または効果を有

するような、人への嫌がらせ（ハラスメント）は差別とみなされる。但し、ハラスメン

トの正確な定義は、各国の法、慣行に従う。 

 （その他） 

差別のそそのかしも差別とみなされる。 

 

                                                
2 EU 指令の前文第 25 条にも、「年齢差別の禁止は、（EU の）雇用ガイドラインに設定された目的をかなえ、職

場の多様性を促進する本質的な（essential）部分である」と書かれている。 
3 雇用・就業条件（employment and working condition）に何が含まれるか、例えば、超過労働、異動（transfer）、
福利厚生などが含まれるかどうか、は未定で、各国の立法者、その後の各国裁判所、最終的には欧州裁判所の判

決を待たなくてはならない（Hornstein,2001）。 
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（４）例外と取扱いの相違の正当化（４）例外と取扱いの相違の正当化（４）例外と取扱いの相違の正当化（４）例外と取扱いの相違の正当化    

・ 間接差別に関わる規定、基準又は慣行は、合法的な目的により客観的に正当化されかつそれ

を達成する手段が適当かつ必要である場合は、弁護できる（第２条第２項（ｂ））。 

・ 本指令は、民主社会において、公共の安全、公共の秩序の維持、犯罪の予防、健康の保護及び他

の人々の権利と自由の保護のために必要な国内法に基づく措置を妨げない（第２条第５項）。 
・ 本指令は、社会保障又は社会保護制度を含む国による給付には適用しない（第３条第３項）。    

・ 加盟国は、年齢と障害に基づく差別に関しては、軍隊には適用しないことが出来る（第３条第４

項） 
・ 国籍の違いによる取扱いの相違は、本指令は対象と関知しない（第３条第２項）。 
・ 関係する特定の職業活動の性質またはそれらが遂行される文脈の理由により、宗教、信条、障碍、

年齢、性的志向といった特徴が純粋かつ決定的な職業的要請を構成する場合には、その目的が合法

的でかつ要請が相当であることを条件として、それらの特徴に基づく取り扱いの相違が差別を構成

しないと規定することができる（第４条第１項）。 

・ ポジティブアクションにつき、本指令は、不利益を防止し又は補償するための措置を維持し又は

採用する加盟国の権利を妨げない（第７条第１項）。 
・ 本指令は、関連する職務の基本的機能を果たす力量、能力がなく、役に立たない（be not competent , 

capable, and available )個人の採用、昇進、雇用継続、訓練を要請するものではない。但し、障害

者に合理的な便宜（reasonable accommodation）を提供することを妨げるものではない（前文第１

７項）。 
・ 本指令は軍隊、警察、刑務所、緊急サービスの業務に、必要な能力を有しない個人の採用、雇用

継続を求めるものではない（前文第１８項）。 
 
（５）年齢を理由とした取扱いの相違の正当化（第６条）（５）年齢を理由とした取扱いの相違の正当化（第６条）（５）年齢を理由とした取扱いの相違の正当化（第６条）（５）年齢を理由とした取扱いの相違の正当化（第６条）    

・ 加盟国は、年齢に基づく取り扱いの相違が、国内法の文脈において、合法的な雇用政策、労働市

場及び職業訓練目的を含む合法的な目的によって客観的かつ合理的に正当化され、かつその目的を

達成する手段が適切で必要なものである場合には、差別を構成しないものとすることができる。そ

のような取り扱いの相違には次のものが含まれる4。 
（a）若年者、高齢労働者及び介護責任を有する者について、その職業的統合を促進しまたはその

保護を確保するために、雇用ならびに職業訓練へのアクセス、雇用及び職業の条件（解雇及び

賃金を含む）に特別の条件を設定すること 
（b）雇用へのアクセスまたは雇用とリンクした特定の便益について、年齢、職業経験または年功

の最低条件を設定すること 
                                                
4
 ＥＵ委員会の当初案では、列挙された３ケース以外では年齢差別は禁止されるのに対し、理事会の修正で「含

まれる」（include）となり、年齢による他のいかなる取扱いの相違も年齢差別とならない可能性があるわけであ

る（濱口、2001）。 
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（c）採用について、問題のポストに要求される訓練または退職の前に合理的な雇用期間が必要であ

ることを根拠として、最高年齢を設定すること （以上第６条第１項） 
・ 加盟国は、職域社会保障制度において、退職給付または障害給付への加入要件または受給資格に

年齢を設定することが、そのことが性を理由として差別する結果とならない限り、年齢を理由とす

る差別を構成しないと規定することができる。これには、労働者、グループまたは労働者カテゴリ

ーによって異なった年齢を設定すること、年金計算において年齢基準を用いることが含まれる。 
（第６条第２項） 
 
（６）年齢制限ないし強制退職（６）年齢制限ないし強制退職（６）年齢制限ないし強制退職（６）年齢制限ないし強制退職    

いかなる年齢制限も付けられていない。第６条第１項と前文第 14 項は、強制退職（定年）

は例外として許されると解釈できる。 

 

（７）救済と執行（７）救済と執行（７）救済と執行（７）救済と執行    

加盟国は、司法的又は行政的手続きが、均等待遇原則が適用されないことによりその権利が侵害さ

れたと考える全ての者（個人も団体も）に、たとえ雇用関係が終了した後であっても、利用可能であ

るように確保するものとする（第９条）。 

権利が侵害されたと考える者が、直接又は間接の差別があったことがそれによって推定される事実

を立証するときに、均等待遇原則のいかなる侵害もなかったことを証明するべきは被告となるべきで

ある。但し、刑事手続きには適用しない。また、事件の事実を調査するのが裁判所または権限ある機

関である場合には挙証責任を転換する必要はない（第１０条）。 

 
（８）指令遵守（８）指令遵守（８）指令遵守（８）指令遵守    

均等待遇原則に反するいかなる法律、規則及び行政規定も廃止すべきである。労働協約、個別雇用

契約、各組織の規則などに含まれる均等待遇原則に反するいかなる規定も無効であると宣言され、か

つ修正されるべきである。（第１６条） 
 

（９）施行（９）施行（９）施行（９）施行    

加盟国は、2003年12月2日までに、本指令に適合する法律、規則及び行政規定を採択するものとす

る。加盟国は、年齢及び障害差別に係る規定の施行を、2003年12月2日からさらに3年間延期すること

が出来る。延期を選択した国は、毎年EU委員会に、施行に向けた進展状況を報告しなくてはならな

い。（第１８条） 
    

４．４．４．４．EUEUEUEU 指令（年齢関係）とアメリカ等指令（年齢関係）とアメリカ等指令（年齢関係）とアメリカ等指令（年齢関係）とアメリカ等 EUEUEUEU 諸国以外の年齢差別禁止法制との比較諸国以外の年齢差別禁止法制との比較諸国以外の年齢差別禁止法制との比較諸国以外の年齢差別禁止法制との比較    

ここで、本 EU 指令とアメリカ等 EU 諸国以外の年齢差別禁止法制を簡単に比較してみよ
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う5。EU 以外の国で年齢差別禁止法制があるのは、ニュージーランド、オーストラリア、カ

ナダとアメリカで、アメリカ以外は幅広い理由の中に年齢も入れた法制を取っている。 
ニュージーランド以外は、州法もある。本 EU 指令に基づく各国法制はどちらの形態も取り

得るが、包括法制を採用ないし検討している国が多い（年齢差別の単独法制は、オランダ、

イギリスなど一部）。 
さて、本 EU 指令の特徴は、対象範囲が広い一方で、例外規定が多いことである。 

    

（１（１（１（１））））対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲    

    EU 指令の特徴は、対象範囲が広いことである。自営業、ボランティアも含み、対象企業規

模の制限もない。雇用へのアクセス、職業訓練、雇用就労条件、組織への参加資格など広範

に対象となる。これに対し、例えば、アメリカでは、40 歳未満の者、従業員 20 人未満の企

業、職業訓練提供機関、自営業主はそれぞれ対象となっていない。 
    

（２）例外規定（２）例外規定（２）例外規定（２）例外規定    

        他の理由による差別法制と比べ、年齢差別禁止法制には、通常多くの例外規定が置かれる。

ある種の職務に取って、年齢は職務遂行と密接な関連を有しているからである。 
まず、年齢がその事業の正常な運営に欠かせない「真性の職業資格」（オーストラリアで

は”genuine occupational qualification”、アメリカ、カナダでは、”bona fide occupational 
qualification”である場合、年齢差別には該当しないとされている。但し、この解釈は、法廷

で狭くも広くもなりうる。ＥＵ指令では、前文 23 条で、「真性の職業資格」は大変狭く解釈

すべしとしている。ただし、「公共の安全、公共の秩序の維持、犯罪の予防、健康の保護及び他の

人々の権利と自由の保護のために必要な措置」（第２条第２項）については、アメリカが「真性の職

業資格」と絡めて規定しているのに対し、ＥＵ指令では直接に例外としている。 
ＥＵ指令では、ポジティブアクションを認めている。カナダ、オーストラリアでも規定し

ている。間接差別についても、「間接差別に関わる規定、基準又は慣行は、合法的な目的によ

り客観的に正当化されかつそれを達成する手段が適当かつ必要である場合は、弁護できる。」と例外

規定を明文化している。 
指令にある職域年金での年齢基準使用の容認は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ア

メリカにもある。 
「社会保障又は社会保護制度を含む国による給付」（第３条第３項）については、ＥＵ指令特有の

規定である（但し、他の国でも、ポジティブアクション規定で正当化されうる、と Hornstein6は

言う）。 

                                                
5 本節の記述は、主として、Zmira Hornstein, ”Options for the UK: Implementing the EU Directive”(Hornstein ed, 
“Outlawing age discrimination – Foreign lessons, UK choices”(2001)に拠る。 
6 Hornstein(2001)p8。 
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年齢につき指令で明示されている３つの例外について、各国はどのように扱っているのだろうか。

第１に、「若年者、高齢労働者及び介護責任を有する者について、その職業的統合を促進しまたはそ

の保護を確保するために、雇用ならびに職業訓練へのアクセス、雇用及び職業の条件（解雇及び賃金

を含む）に特別の条件」（第６条第１項の(a)）は、オーストラリアなど一部にのみ存在する。但し、

他の国でも、高齢者については、ポジティブアクション規定でも対応しうる。 

第２に、「雇用へのアクセスまたは雇用とリンクした特定の便益について、年齢、職業経験また 
は年功の最低条件を設定すること」についてであるが、アメリカを含む多くの国で容認されている。

なおこれは年功賃金を含む。 
第３に、「採用について、問題のポストに要求される訓練または退職の前に合理的な雇用期間が 

必要であることを根拠として、最高年齢を設定すること」については、アイルランドを除き先行事例

はない。 
 なお、多くの年齢差別禁止法で適用除外として規定されているのが、個人家庭での雇用である。オ

ーストラリア、ニュージーランド、アイルランドで規定され、ＥＵ指令では明示はされていない。 
 このように、ＥＵ指令は「現行の年齢差別禁止法制にあるほとんど全ての例外規定、差別的取扱い

の正当化措置を収集し、さらにいくつかの新たな規定を付け加えている」（Hornstein、p8）。この

ように、広範な例外規定を設定できるがゆえに、本指令への年齢規定の挿入に、各国政府、

とりわけ使用者団体から同意が得られたと考えられる。 
    

５．定年設定の是非についての議論５．定年設定の是非についての議論５．定年設定の是非についての議論５．定年設定の是非についての議論    

    アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、そしてカナダの一部の州では、法適用の

対象年齢の上限設定がない7。したがって、「真正の職業上の資格に基づく場合」等以外では、

定年制度は違法となる。カナダでは、連邦法で、上限を撤廃すべきか熱い議論が行われてい

るという。 
 ＥＵでの議論では、強制退職年齢の設定には多くの利点が指摘されている。①使用者も被

用者も計画的に行動できる、②若年者の雇用創出につながる、③被用者は、業績低下を理由

に解雇される可能性に直面するより、威厳を持って退職できる、④使用者は、日常的なモニ

タリング、業績評価の必要性が軽減する、⑤ラジアー理論の有効性（傾斜を持った年功賃金

は、労働者から使用者への預金部分と使用者から労働者への引き出し部分を、どこかで必ず

バランスさせなくてはならない。その区切りが定年。）、などである。 
 ＥＵ諸国でも、ほとんど多くの国で、公的年金受給開始年齢などと連動しつつ強制退職年

齢が設定されている。ＥＵ指令の本文には年齢制限への言及はないが、前文で、「この指令は、

定年年齢を設定する国内規定を妨げない」としており、多くの国では、公的年金受給開始年

金と連動していれば、定年年齢設定を容認する規定を制定するものと予想される。 

                                                
7 但し、制定当初は年齢上限があり、その後撤廃された国が多い。アメリカでは、1967 年の ADEA 制定時には

40 歳から６５歳までであり、1978 年の改正で 70 歳まで引上げられ、1986 年の改正で上限が撤廃された。 
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６．解雇法制との関係６．解雇法制との関係６．解雇法制との関係６．解雇法制との関係    

第３－１表のランキング表は，１位から順に，順位が低くなるほど解雇法制が厳しい国で

あることを示すもので、中田（黒田）祥子が、OECD［1999］の指数，解雇予告期間・解雇

手当・不当解雇の場合の手当を各勤続年数別に計算・集計した Heckman and Pagés［2000］
の指数，OECD［1999］の基礎となった OECD［1994］の指数，制定法で定められた解雇

予告期間・解雇手当から算出された Lazear［1990］の指数，Emerson［1988］で示された 
国際比較を加工した Bertola［1990］の指数を示したものである。アメリカは、どの研究で

も最も解雇がしやすい国となっており、英国も、Heckman and Pagés［2000］を除くと解

雇が容易な国に分類されている。逆に、ドイツ、フランスは、Heckman and Pagés［2000］
を除くと解雇が厳しい国に分類されている。イタリアなどの南ヨーロッパの国も解雇が厳し

い国に分類されている。オランダは多くの研究では解雇が比較的容易な国に分類されている

が、解雇審査手続に要する時間などを考量した OECD［1999］の解雇コスト総合指数では

27 カ国中 25 位となっている（以上、中田（黒田）祥子、2001、p49）。 
定年退職制度なしで企業経営を行う場合の条件として、定年以外の理由による雇用調整が

容易に行われることを指摘する者が多い8。ドイツ、フランス、南欧諸国等での、解雇規定の

今後の運用にも注意を払っていく必要があろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 例えば、清家篤・森戸英幸（2000）。 
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（資料出所）中田（黒田）祥子「解雇法制と労働市場」、日本労働研究雑誌 No491,2001.6 

    

    

第３－１表 解雇法制ランキング 
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７．７．７．７．EUEUEUEU「一般雇用機会均等指令」への各国対応「一般雇用機会均等指令」への各国対応「一般雇用機会均等指令」への各国対応「一般雇用機会均等指令」への各国対応    

本年 5 月新加盟国を除く旧 EU 加盟国での対応状況をみると、2004 年 7 月時点で、①EU
指令への対応を表明しているのは、オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、イ

タリア、オランダ、アイルランドの 7 カ国、②対応期限の延長を申請したのが、デンマーク、

ドイツ、スウェーデン、イギリスの 4 カ国、③EU 委員会に延長申請をしていないが、法制

定が遅れているのが、ギリシャ、ルクセンブルグ、スペイン、ポルトガルの 4 カ国である（第

３－２表参照）。EU 委員会は、実施状況の審査を 2004 年夏ないし秋に予定している。 
 

第３－２表 EU 一般雇用機会均等指令への対応状況等 

                  （年齢関係）        （アルファベット順） 

国名 対応状況等 
オーストリア 男女均等待遇法を EU 指令の障害者を除く全ての差別を対象

とする改正法が 2003 年末に成立（障害者は別法で対処）。 
ベルギー 1998 年 2 月制定法で、採用・選抜での年齢差別を禁止。2003

年 2 月制定法で EU 指令全般に適応。 
デンマーク 2004 年 12 月に法制定を予定。 
フィンランド 2000 年改正の憲法、2001 年施行の改正雇用契約法、1995 年

施行の改正刑法で年齢を含む差別は広範に禁止。総合的な高

齢者雇用促進戦略と年齢差別是正措置とがミックスし、高齢

者の就業率も大きく改善している。年齢の上限・下限は憲法

等に規定がないが、公的年金受給開始年齢での強制退職は許

容されている。EU 指令批准のため一部残った事項は、2003
年 12 月施行の新法で対処。 

フランス 2001 年 11 月制定の法令で、EU の中で最初の全面対応を表

明。もともと非差別重視の伝統があったこと、早期引退志向

が極めて強いこと、等から本法令への社会的関心はあまり高

くない。 
ドイツ 人口の高齢化は EU の中でもとりわけ急速。EU 指令（年齢

関係）の実施猶予を申請。ドイツで年齢差別是正への取組み

が遅れているのは、自由よりもむしろ連帯を重視し、雇用保

護が他の EU 諸国と比べても大変強い社会であるためと言わ

れている。 
ギリシア EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。
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アイルランド 
 

男性高齢者の就業率は高い。1998 年制定の雇用平等法で年齢

を含め広範な雇用差別禁止が行われている。EU 指令自体、

この法草案を大変参考にしており、EU 指令に概ね対応して

いるが、2004 年 7 月成立の改正で、全面対応。なお、2000
年制定の均等地位法で、雇用以外の物品購入、サービス受給、

宿泊・施設入所、教育機関の受講、の差別も禁止。 
イタリア 人口の高齢化はドイツと並んで急速。EU 指令に対しては、

2003 年７月の法令により、フランスに次いで全面対応を表

明。しかし、この法令が EU 指令を十分取り込んでいるかど

うかについて議論がある。①挙証責任の使用者側への転換が

なされているか（使用者側、労働者側双方に挙証責任がある

とする。）、②均等原則に反するいかなる法、規則、行政条項

も廃止されることが担保されているか、③EU 指令が年齢関

連だけに認める「許容される正当化措置」が全ての差別事由

に適用されているのは問題ではないか、などである。 
ルクセンブルグ EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。

オランダ 1990 年代後半以降、高齢者の就業促進への取組みが進み、高

齢者の就業率も大きく改善している。年齢差別禁止法の制定

の試みは、1997 年以降何度も挫折したが、2003 年 12 月に成

立。65 歳以上の雇用終了など幾つかの例外規定がある。 
ポルトガル EU 委員会に延長申請をしていないが、法制定は遅れている。

スペイン 1980 年就業者法で年齢による雇用差別も禁止。が明確な禁止

立法ではなかった。EU 委員会に延長申請をしていないが、

法制定はおくれている。 
スウェーデン 教育・訓練などの積極的雇用政策による公的年金受給開始年

齢までの就業継続（福祉より就労、労働第一主義）が戦後一

貫した政策。高齢者の就業率は、EU 諸国の中では飛びぬけ

て高い。雇用労働者の年齢に関する問題は、通常の雇用保護

と労働協約の枠組みで対応するのが一番いいとの考えがいま

だ強く、EU 指令（年齢関係）については、実施の３年延長

を申請。2005 年夏に政府提案のスケジュールを組んでいる。
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イギリス 高齢化は比較的緩やかで高齢者の就業率も比較的高い。EU
指令への対応は慎重で、2004 年末の法制定を目指し、公開協

議を経て政府規則草案の提示に向け準備中である。公的年金

受給開始年齢は 65 歳であるが、公開協議では、標準退職年齢

(使用者が強制退職年齢の必要性を立証しなくても、その年齢

に達すれば強制退職できるよう国が定めた年齢)を 70 歳とす

ることの是非が問われた。これについての合意形成ができず、

政府規則草案の提示が遅れていると言われている。 
 
各国の対応には相違も大きい。例えば、①強制退職可能年齢（ほとんどの国で、公的年金

受給開始年齢での強制退職は容認されることになりそうであるが、年齢差別禁止法制に直接

記載する国とそうでない国とがある。なお、イギリスは、公的年金受給開始年齢は 65 歳で

あるが、強制退職可能年齢を 70 歳とする可能性がある。）、②客観的・合理的に正当化され

る取扱いの解釈（アイルランドは、勤続に応じた給与はいいが年齢に応じた給与は駄目とし

ているが、ＥＵ指令上は、年齢給も認められる可能性がある。）、③各差別理由共通の単一法

を制定するか、年齢差別だけの個別法を制定するか（多くの国では統一法で対処したが、オ

ランダは年齢単独法、イギリスもその方向にある。）、④他の差別との統一的な運用をするか、

別個の運用をするか（アイルランドなどでは統一的な運用、イギリス、スウェーデンなどで

は、年齢はこれからであるが、既存の差別是正機関は、差別理由別に分かれている）、⑤執行

機関の性格（アイルランドなどでは、事業主に対する調査、指示権限を有する独立機関を設

置したが、フランスでは、労働基準監督官が調査等を担当している。）などである。 
 

高齢者雇用政策との関連では、ＥＵ指令にある広範な例外規定の容認を用い、従来からの        
長期雇用慣行と年齢差別禁止の理念を調和させるための均衡点を、EU 各国政府がどのよう

に判断するのかが特に注目される。 
  

本 EU 指令が、具体的にどのような形で運用されるかは、まずは各国の立法内容、そして

その後の各国執行機関（行政および司法当局）、最終的には欧州裁判所の判決、を待たなくて

はならない。こうした動向に十分注意していく必要があろう。 
（追記）EU「一般雇用機会均等指令」への EU 各国対応については、“IDS Employment 
Europe”編集長 Andrea Bronghton 氏をはじめ、各国政府担当者の御協力を得た。記して謝

意を表したい。 
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第４章 イギリスの状況 

 

１．イギリスの高齢者雇用対策の現状１．イギリスの高齢者雇用対策の現状１．イギリスの高齢者雇用対策の現状１．イギリスの高齢者雇用対策の現状    

（１）高齢者をめぐる人口・労働市場の状況（１）高齢者をめぐる人口・労働市場の状況（１）高齢者をめぐる人口・労働市場の状況（１）高齢者をめぐる人口・労働市場の状況    

イギリスにおいても人口の高齢化が進んでいるが、他の EU 諸国に比べるとテンポは緩や

かである。また、15-64 歳の就業率（就業者数÷労働力人口）も EU 諸国の中で第 3 位（デン

マーク、スウェーデンに次ぐ）で、男子 55-64 歳の就業率も第 4 位（スウェーデン、ポルト

ガル、デンマークに次ぐ）であり、公的年金の支給水準も高くないので、公的年金における

財政上の問題は比較的小さい。 

 

（２）ニューディール（２）ニューディール（２）ニューディール（２）ニューディール 50505050 プラスプラスプラスプラス (New (New (New (New Deal 50+) Deal 50+) Deal 50+) Deal 50+)    

引退年齢と平均寿命の間の差が広がることは、公的年金への依存期間を増加させ、社会保

障負担が急上昇する。高齢者をより労働市場および社会に参加させる必要性の認識はイギリ

スでも高く、1977 年から実施されていた高年齢者早期退職勧奨制度(Job Release Scheme)は

1988 年に廃止された。また 1993 年には長期失業者に対する職業訓練の上限を 59 歳から 63

歳に引き上げるとともに、高等教育への奨学金の対象者を近年 50 歳代前半まで広げた。さら

に、2 年以上の失業者を対象とする就職促進プログラム「ニューディール 25 プラス」（カウ

ンセリング、１年以内の訓練給付、半年以内の毎週 75 ポンドの雇用補助金など）の高齢者版

「ニューディール 50 プラス」が 1999 年に実験試行され、2000 年 4 月から全国展開されてい

る。 

 「ニューディール 50 プラス」は、仕事を探している 50 歳以上の者に対し、パーソナル･

アドバイザーが 1 対 1 で相談に応じ、履歴書の書き方を教えたり、採用面接のための交通費

や、訓練･試用の機会を提供するなど、実践的な援助を行うというものである。起業のための

アドバイスも行っている。このプログラムには、50 歳以上の者が、①求職者手当、②所得補

助（いわゆる生活保護）、③労働不能給付、④重度障害手当のいずれかを 6 ヶ月以上受けてい

る場合、自由に参加できる。受給者本人だけでなく、配偶者にも参加資格がある。このプロ

グラムを通じて就業すると、後述する「労働税クレジット」を受けることができるほか、就

業しながら訓練を行うための「訓練補助金(Training Grant)」（上限￡1,500）も利用できる。プ

ログラムの開始から 2002 年 10 月までの間に、約 86,000 人の高齢者がプログラムを通じて就

職した。 

 

((((３３３３) ) ) ) 労働税労働税労働税労働税クレジットクレジットクレジットクレジット (Working Tax Credit) 

 「労働税クレジット」は、一定の要件を満たす低賃金労働者（自営業者も含む）への所得

補助制度で、働かないより働く方が得になる（その結果、就労を促進する）制度として 2003

年 4 月から導入された。この制度は、子供のいる勤労者世帯への税クレジットを、子供のい
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ない勤労者に拡大するという形で設けられており、拡大によって低賃金の 50 歳以上の労働者

がもっとも恩恵を受けるであろうと考えられている。 

「労働税クレジット」の対象者は、基本的には 25 歳以上で週 30 時間以上働いている者で

あるが、16 歳以上で未成年の子供を育てている者や心身の障害を持つ者、また 50 歳以上で

求職者手当等を６か月以上受給した後再就職した者については、週 16 時間以上の仕事に就い

ていれば対象に含まれる。 

支給額は世帯構成や世帯全体の収入額により異なっており、低所得者ほど支給額が高く、

年収水準が一定程度を超えると手当金はゼロになる。週 30 時間以上労働しており未成年の子

供を育てていない場合、最高で独身者は週￡41.0、夫婦は週￡69.7 を受け取ることができる 

(2003~2004 年の額)。 

 

（４）総合的取組み（４）総合的取組み（４）総合的取組み（４）総合的取組み 

ブレア政権となって、各政策分野で、省庁をまたがった総合的取組みが始まった。

高齢者分野でも、「高齢者のためのより良き政府プログラム」に基づき、28 の省庁間

をまたがり、中央政府・地方政府・NGO を巻き込んだパイロット・プロジェクトを

1998 年から 2000 年にかけて実施した。その中には、地域での生涯訓練と雇用を結び

つけるプロジェクトなどが含まれている。また、「世代間競争に勝つ」（Winning the 

Generation Game）と題する報告書が内閣府から 2000 年に発表された。この報告は、

包括的な分析の下、省庁間をまたがる 75 項目の具体的勧告と 4 つの目標を提示した

が、その実施状況を監督する国務大臣からなる省庁間委員会が設置されている。4 つ

の目標とは、第 1 に、文化を変えて高齢者の期待感を高め、真の価値や潜在能力ではなく

年齢に基づいて判断するのをやめること、第 2 に、50 歳以上の人々が働き続けられるように

し、それを奨励すること、第 3 に、解雇された労働者の再雇用を援助・奨励すること、第 4

に、高齢労働者がより幅広い地域社会のために自分の技能・経験を利用するのを手助けする

ことである。こうした、省庁をまたがる積極的な取り組みは大変参考となろう。  

 

２．社会保障関係（公的年金・企業年金の状況等）２．社会保障関係（公的年金・企業年金の状況等）２．社会保障関係（公的年金・企業年金の状況等）２．社会保障関係（公的年金・企業年金の状況等）    

（１）公的年金・企業年金（１）公的年金・企業年金（１）公的年金・企業年金（１）公的年金・企業年金    

        義務教育終了年齢を超えるすべての就業者（所得が一定額以下の者を除く）は退職基礎年

金に加入する義務がある。雇用労働者は、退職基礎年金に加え、2 階部分の年金として国民

保険の国家所得比例年金か、一定の基準を満たす職域年金（企業年金）または個人年金か、

それともステークホルダー年金を選択することになっている。 

イギリスの国民保険制度は、1942 年のベバリッジ報告に基づき、1946 年の国民保険法及

び国民保険（業務災害）法の成立によって確立された。公的年金の部分では、1975 年社会保

障年金法の成立に伴う付加年金（所得比例年金）の導入など数次の改正を経た後、1979 年に
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サッチャー政権が成立すると、大幅な見直しが図られた。すなわち、付加年金給付水準を段

階的に引下げるとともに、適用除外制度の範囲の拡大を図り、拠出建ての職域年金制度及び

個人年金制度についても適用除外が認められるものとなった（適用除外とは、職域年金ない

し個人年金で、一定以上の給付を行えば、見返りに公的年金[所得比例の 2 階部分]への拠出

を減額するものである）。また、個人年金への加入の促進を図るため、政府奨励金による優遇

措置が実施された。この結果、現在では多くのサラリーマンが付加年金から適用除外となっ

ており、職域年金を適用できない零細企業に勤務し、かつ個人年金に加入する余裕のない一

部の者にのみとどまっている。公的年金支給開始年齢は男性 65 歳、女性 60 歳で、繰り上げ

支給制度はない。所得代替率（モデル年金額/労働者の平均給与）は単身者約 50％、夫婦約 6

0％と比較的低い。 

 

（２）年金制度等の改革の動向（２）年金制度等の改革の動向（２）年金制度等の改革の動向（２）年金制度等の改革の動向    

上記に述べた事情から、公的年金財政は将来にわたって比較的安定した運営が見こまれる

が、老後生活保障機能は十分とはいえず、ブレア政権は中・低所得者層の年金充実と高齢者

の就労促進を同時に実現するための改革を進めている1。 

このうち、高齢者の就労促進のための改革としては、2004 年 2 月に提出された年金制度の

改革法案において、年金の繰り下げ支給時の割増を充実することが提案されている(2005 年 4

月実施予定)。具体的には、現行制度では年金受給開始を１年繰り下げることに（最高 5 年ま

で）7.4%ずつ割増支給されていたものを、年 10.4%の割増率で支給する（年数上限なし）か、

繰り下げ支給開始時に今まで受け取らなかった年金額プラスアルファを一時金として受け取

るか、どちらかを選択できるようになる。 

2002 年 12 月に政府から出された緑書2では、今回の法改正案も含め、今後の年金改革の方

向が示されている。このうち、高齢者の就労に影響を与えると思われるものについては、以

下のようなものがある。 

• 「柔軟な引退」（フルタイム労働から完全に引退する前に、パートタイム労働あるいは

責任の少ない仕事への移動すること）の促進：税制改正により、通常退職年齢を超えて

同じ雇用主の下で働く者が職域年金を受給できるようにする。 

• 職域年金の最低支給開始年齢の引き上げ：2010 年までに、企業年金の最低支給開始年

齢を 50 歳から 55 歳に引き上げる。 

 

                                                   
1 中・低所得層に対する年金の充実のために実施された改革としては、①経済性・安全性・柔軟性に長けた私的

年金制度（「ステークホルダー年金」）の創設(2001 年４月より実施)、②付加年金制度の「国家第二年金」制度へ

の改編(2002 年４月実施)、③「年金クレジット」制度創設による 60 歳以上の高齢者に対する所得保障の充実（2003
年 10 月より実施）、などがある。 
2 ”Simplicity, Security and Choice: Working and Saving for Retirement”（雇用年金省、2002 年 12 月） 緑書(Green 
Paper)とは、政府の協議文書の一種である。 
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（３）失業保険制度（３）失業保険制度（３）失業保険制度（３）失業保険制度    

被用者が失業した場合には、４日目から半年を限度に「求職者手当金」が支払われる。 

一方、病気などで働けない場合には、「労働不能給付」が、4 日目から労働不能が続く限り

（年金受給開始年齢まで）支払われる。この給付は、それ以前の「傷病給付」が事実上失業

者や早期引退者への補助になっていたとの反省から、傷病給付に代わり 1995 年に導入された

もので、傷病給付に比べると、仕事ができないかどうかの審査等が厳格になっている。しか

し、実際には未だに早期引退のきっかけになっていることから、2002 年 12 月の政府緑書で

は、労働不能給付の受給者が復職する場合に週￡40、52 週間の復職手当を支給するよう制度

改正を行うことが提案されている。 

 

３．労働法関係での年齢に関する規定等３．労働法関係での年齢に関する規定等３．労働法関係での年齢に関する規定等３．労働法関係での年齢に関する規定等    

（１）契約自由の原則（１）契約自由の原則（１）契約自由の原則（１）契約自由の原則    

 イギリスの雇用関係においては、基本的には制定法に違反しない限り、当事者の合意であ

れば、労働者の選択、契約内容、契約の解約等を自由に行うことができる。このことから、

特に制定法上の規制が行われていない採用年齢･退職年齢の設定に関しては、現在のところ自

由に行うことができると解される。 

 

（２）（２）（２）（２）1996199619961996 年雇用権法年雇用権法年雇用権法年雇用権法    (Employment Rights Act, 1996)(Employment Rights Act, 1996)(Employment Rights Act, 1996)(Employment Rights Act, 1996)    

 一方で、退職年齢を過ぎた高齢労働者の権利が他の労働者よりも制限されるような立法が、

一部に見られる。すなわち、イギリスでは 1996 年雇用権法において、被用者が使用者から不

公正に解雇されない権利を与えられている(第 94 条)が、解雇の時点で被用者が①男女同一の

通常退職年齢がある場合はその年齢、②それ以外の場合は 65 歳に達していたときには、この

不公正解雇制度の適用除外とされている(第 109 条第(1)項)。ただし、制定法上の権利の主張

を理由として解雇された場合などは、適用除外とならない(第 109 条第(2)項)。 

また、使用者が剰員整理解雇を行う場合、一般的には剰員整理手当の支払い義務が生じる

が、高齢者については、不公正解雇制度と同様、通常退職年齢又は 65 歳以上であれば当該手

当の請求権が与えられない(同法第 156 条)。 

 なお、不公正解雇が認められた場合に支払われる基礎裁定(basic award)及び剰員整理手当の

額の計算にあたっては、高齢者ほど有利な計算方法が用いられている3。 

 

（３）判例の状況（３）判例の状況（３）判例の状況（３）判例の状況    

 イギリスでは、労働関係の判例においても、年齢による取扱いの違いが特に問題となった

                                                   
3 例えば不公正解雇制度における基礎裁定額は、21 歳までは勤続 1 年につき 0.5 週分の給与を支払うこととされ

ているが、22 歳から 40 歳までは 1 週分、41 歳から 65 歳までは 1.5 週分となっている。ただし週給額は￡260、
勤続年数は 20 年までという上限がある。 
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ものは少ない。年齢が絡む微妙な判例として、公務員の役職者への採用年齢を 28 歳に制限し

たことが、女性への間接差別であると判断された雇用控訴審判所の判例がある4。 

    

４．「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」とエイジ・ポジティブ・キャンペーン４．「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」とエイジ・ポジティブ・キャンペーン４．「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」とエイジ・ポジティブ・キャンペーン４．「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」とエイジ・ポジティブ・キャンペーン    

（１）年齢差別に関する実態と意識（１）年齢差別に関する実態と意識（１）年齢差別に関する実態と意識（１）年齢差別に関する実態と意識    

2000 年に行われたアンケート調査5によると、イギリスの企業における年齢差別に関する

実態は以下のとおりである。 

• 求人広告：求人広告において、年齢制限や望ましい年齢の表示を行っている企業は、13%

であった。 

• 選考：応募者の採用選考時に年齢を考慮する企業は、13%であった。 

• 昇進：昇進時に候補者の年齢を考慮する企業は、13%であった。 

• 訓練：訓練受講者の決定の際に年齢を考慮する企業は、2%であった。 

• 整理解雇：書面による整理解雇の基準を持っていない企業が全体の 51％であるが、書

面による整理解雇の基準として年齢を用いている企業の割合は、ほぼ０％であった。な

お、一番多い書面上の基準は、勤続期間（調査対象企業全体の 13%）であった。 

• 退職：早期引退制度を持つ企業は 37%であった。一方で、41%の企業が、全ての希望者

が退職年齢を過ぎても働くことが可能であると、また 21％の企業が、労働者は退職年

齢を自由に選べると答えた。 

また、2003 年に行われた別の調査6によると、採用・退職に関する労働者の実態と意識

は以下のとおりである。 

• 調査時点で退職していた者のうち 75％は、60 歳未満で退職していた。また在職者のう

ち 70％が、可能であれば 60 歳未満で退職したいと考えている。 

• 一方で、退職に伴う財政上の問題などを考慮すると、在職者のうち 44％の者が現在の

使用者のもとで定年を超えて働き続けたいと考えている。また回答者全体のうち 59％

は、定年をなくすべきだと考えている。 

• 採用広告において、年齢制限があり採用の申し込みをあきらめたことのある者は全体の

20％であり、50 歳以上の高齢者に限ってみても 21％にとどまっている。また、採用時

の面接で、年齢差別を受けたことがあると感じる者の割合は 16％である。 

 

 
                                                   
4 Price v. Civil Service Commission (1977)   間接差別にあたる理由としては、女性は子供を産むために、仕事を

離れることがあることから、男性に比べ、28 歳までに必要な能力を習得していることが少ないため、とされてい

る。   
5 Evaluation of the Code of Practice on Age Diversity in Employment: Final Report (National Opinion Polls, 2001 年 10
月) 
6 ‘Age, pensions and retirement – Attitudes and expectations’ (Chartered Institute of Personnel and Development, 2003 年

３月) 
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（２）「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」（２）「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」（２）「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」（２）「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」    

 「雇用における年齢の多様性に関する実践規範」(Code of Practice for Age Diversity in 

Employment。以下「実践規範」という。）は、1999 年 6 月に政府により策定されたガイドラ

インで、法律のような拘束力を持つものではないが、年齢差別への取り組みの方向性を示す

ものとなっている。この実践規範は 2002 年 12 月に改定され、現在、規範に解説を加えた「職

場における年齢の多様性：企業の実践ガイド」(Age Diversity at Work: a practical guide for 

business)として配布されている。 

「実践規範」は、採用や昇進については被用者の技術や能力に基づいて行うことや、退職

制度は労働者個人と企業側の必要性を考慮すべきことなどを定めている（次頁の（抜粋）を

参照）。 

 「実践規範」の効果については、民間の調査会社により評価が行われている7。これによる

と、イギリスにおいては、もともと年齢差別的な行動をとっている企業はそれほど多くない

が、実践規範の認知度は、2000 年 10～11 月の時点で調査対象企業の 37％に過ぎず、そのう

ち実践規範によって行動を変えるだろうと考えている企業が 8％、変えないだろうと考えて

いる企業が 63％となっており、実践規範の効果はインパクトに欠けるものとなっている。 

 

「職場における年齢の多様性：企業の実践ガイド」「職場における年齢の多様性：企業の実践ガイド」「職場における年齢の多様性：企業の実践ガイド」「職場における年齢の多様性：企業の実践ガイド」((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))    

    

実践規範実践規範実践規範実践規範    

�� 採用・・・・・・技能（skills）、能力(ability)、素質(potential)に基づいて行う。 

�� 選考・・・・・・技能、能力に基づいて行う。 

�� 昇進・・・・・・能力、素質に基づいて行う。 

�� 訓練及び能力開発・・・・・・全ての従業員に働きかける。 

�� 余剰人員の解雇・・・・・・偏見なしに、従業員の技能で判断する。 

�� 退職・・・・・・個人及び事業上の必要性を考慮に入れる。 
 
 

成功の指標成功の指標成功の指標成功の指標    

�� 採用 

・ 全ての年齢層の人が応募している。 

�� 選考 

・ 新入社員の選考に関わる人は、機会均等について教育を受けている。 

・ 年齢が問題となっていないことが、モニタリングにより明らかになっている。 

                                                   
7 Evaluation of the Code of Practice on Age Diversity in Employment: Final Report (National Opinion Polls, 2001 年 10
月) 
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�� 昇進 

・ 被用者は、昇進とキャリア開発についての企業方針を理解しており、それがうそ偽りで 

はない（honest）であると考えている。 

・ 全ての階層において、いろいろな年齢層の人が働いている。 

�� 訓練及び能力開発 

・ 全ての年齢の人が訓練及び能力開発の機会を生かしている。 

・ 結果はモニターされている。 

�� 余剰人員の解雇 

・ 年齢ではなく、事業上の必要性に基づいた手続きがとられている。 

・ 従業員とその代表者は、リストラ計画の立案に加わる。 

�� 退職 

・ 従業員に合意された、柔軟で公平な退職制度があり、全従業員がそれについて知っている。

（資料出所） ’Age Diversity at Work: a practical guide for business’(雇用年金省､ 2002 年。 

www.agepositive.go.uk より入手可能）  

 

（３）「実践規範」に基づく年齢差別是正政策（３）「実践規範」に基づく年齢差別是正政策（３）「実践規範」に基づく年齢差別是正政策（３）「実践規範」に基づく年齢差別是正政策    

 「実践規範」を基に、政府は現在、エイジ・ポジティブ(Age Positive)と称する年齢差別是

正キャンペーンを展開している。このキャンペーンでは、ウェブサイト上で政府の年齢差別

是正政策や好事例についての情報提供を行ったり、「採用における年齢多様性の優秀賞」の授

与を行い、新聞や業界誌に記事を掲載したり、政府の年齢差別是正政策に賛同・協力し自ら

も積極的に年齢差別是正に取り組む企業を「エイジ・ポジティブ･チャンピオン」と認定し、

その取り組みを広報するなど、使用者への情報提供や説得を重視した活動を続けている。 

 また、「実践規範」の公表にあわせ、政府は、1998 年以降、公共の職業紹介所における求

人広告の中で年齢の上限を定めることを禁止している。 

    

５．年齢差別禁止立法に向けた取り組み５．年齢差別禁止立法に向けた取り組み５．年齢差別禁止立法に向けた取り組み５．年齢差別禁止立法に向けた取り組み    

（１）検討の経過と今後の予定（１）検討の経過と今後の予定（１）検討の経過と今後の予定（１）検討の経過と今後の予定    

 イギリスでは、2000 年 11 月の EU 一般雇用機会均等指令採択以降、指令上の期限である

2006 年 12 月までに年齢差別を禁止するための新しい立法を行う方針を明確にしている。ま

た、高齢化に伴う保険福祉サービスへの公的支出を削減する観点からも、年齢差別禁止立法

は高齢者の就業機会の拡大につながることから、重要な政策の柱の一つとして位置付けてい

る8。このため現在は、EU 指令に対応するため、年齢差別禁止規則の制定に向けた協議9が重

                                                   
8 “Simplicity, Security and Choice: Working and Saving for Retirement”（雇用年金省、2002 年 12 月) 
9 協議（consultation）とは、政策決定や公的サービスの提供に先立ち、政府が(インターネットや出版等により)
協議文書を広く一般に公開し意見を募ることで、より幅広い層からの意見を考慮することを可能にするとともに、
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ねられている。 

 均等問題全般に関する第 1 回目の協議10は、2001 年 12 月から 2002 年 3 月まで行われた。

この協議結果11をもとに、2002 年 10 月、年齢以外（人種、宗教及び信条、性的志向、性及び

障害）に関しては、法改正や規則の草案が示された。 

その後、2003 年 7 月に、今度は年齢差別問題だけに絞った立法方針についての協議が開始

され、10 月まで行われた。今後は、年齢差別禁止に関する規則の草案の提示及び協議が行わ

れた後、2004 年末までには規則案として議会に提出され、2006 年 10 月 1 日12から施行され

る予定である。 

但し、当初は、年齢差別禁止に関する規則の政府案が 2004 年前半に公表される予定であ

ったが、7 月末現在発表されていない。政府案取りまとめに時間がかかっている13。 

 

（２）年齢差別禁止立法に向けた協議案の内容（２）年齢差別禁止立法に向けた協議案の内容（２）年齢差別禁止立法に向けた協議案の内容（２）年齢差別禁止立法に向けた協議案の内容    

年齢差別禁止立法に関する協議文書「平等と多様性：年齢問題（Equality and Diversity: Age 

Matters）」（2003 年７月）において提案された、イギリスにおける年齢差別禁止立法の方向性

は以下のとおりである。なお、年齢差別に関する規制は、1972 年欧州共同体加盟法 (European 

Community Act, 1972) 14 第 2(2)条に基づく規則 (regulation)という形で行う。 

 

 (a)  (a)  (a)  (a) 適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

        年齢差別禁止による保護の対象となるのは、以下の者である。なお、無償のボランティア

労働者は対象外である。 

• 直接雇用される被用者、及び他の形態の契約に基づき働く者（派遣労働者や一部の自営

業者） 

• 求職者 

• 英国王室に指名された役職保持者、及び賃金を支払われる一部の役職保持者（会社役員、

独立行政法人の職員を含む）15 

                                                                                                                                                                   
政策決定の公開性や説明責任を担保するものである。 
10 “Towards Equality and Diversity”(協議文書) (2001 年 12 月)  
11 第 1 次協議の結果及びそれを踏まえた差別禁止立法の大まかな方向性は“Equality and Diversity: the Way Ahead” 
(協議文書) (2002 年 10 月)に示された。しかしながら､この協議文書においては、年齢差別について、問題が広範

かつ複雑であることから別途協議を実施するとされていた。 
12 EU 指令上の国内法取り入れ期限(2006 年 12 月 2 日)と一致していないが、これは、イギリスでは雇用関係立法

の施行期日を将来的に 4 月 6 日と 10 月 1 日の 2 回に集中させるという方針があるためである。 
13 The Financial Times 2004 年 4 月 24-25 日号によると、70 歳の「標準退職年齢」（使用者が強制退職年齢の必要

性を立証しなくても、その年齢に達すれば強制的に退職できるよう、国が定めた年齢）の提案につき、意見の集

約に難航しているという。使用者側は 70 歳では高すぎ 65 歳とすべきとし、高齢者団体は、高齢者本人が望み能

力もあるなら上限なく働けるようにすべきとし、労働組合は、定年年齢撤廃には賛成だが、それが年金受給年齢

の引上げ、年金額の低下、意思に反しての引退延期圧力の手段として使われるのを警戒している、という。 
14 同法においては、政府はＥＵ指令に従う等の理由で、規則･命令を定めることができるとされている(第 2 条第

2 項)。また、その規則･命令は法律と同一の効力を持つとされている（第 2 条第 4 項）。 
15 役職保持者(office holder)とは、特定の役職が財産として認められ、そのため特定の者との雇用関係が認められ
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• 雇用に関する訓練や、高度教育機関(学校を除く)の訓練コースを受けている者、又は志

望している者 

• 一定の場合には、仕事や訓練を離れた者 

• 労働組合、産業･職業団体の会員や参加希望者 

 

一方、差別禁止の義務を新たに負うのは、以下の者である。 

• 使用者 

• 職業訓練の提供者（高度教育機関や民間の訓練会社も含む） 

• 労働組合、職業団体、使用者団体（使用者としての役割のほか、団体への参加資格に関

して） 

 

(b) (b) (b) (b) 規制される差別の内容規制される差別の内容規制される差別の内容規制される差別の内容    

以下に掲げる行為は、年齢差別として禁止される。 

① 直接差別 

直接差別は、個人の暦年齢(chronological age)に基づき判断が行われた場合に起こるもの

とする。また、見た目の年齢(perceived age)に基づき判断が行われた場合にも、直接差別と

なる。 

② 間接差別 

間接差別は、ある方針や慣行が、全ての者に適用されるにもかかわらず、ある特定のグ

ループ(若年者や高齢者など)に不利になり、かつ不利になったことを個人が証明できる場

合に生じる。間接差別はしばしば不慮のものとして生じる。 

③ 嫌がらせ 

体面を傷つけられたか、威圧的･攻撃的・下劣･屈辱的･不快な環境に置かれたかのいず

れかを労働者が立証すれば、嫌がらせとみなされる。イギリスの判例法にあわせ、EU 指

令よりも定義を拡大している。 

④ 見せしめ的行為 (victimization) 

見せしめ的行為とは、ある者が差別についての申し立てに関与したことに対して、不公

平な取扱いをすることをいう。 

⑤ 雇用・訓練後の差別 

 差別的な理由により、以前の使用者等が差別的な証明書を発行したり、証明書の発行を

拒否することは、求職活動の阻害要因となりうるため、違法とする。このような差別は、

職を離れてから何ヶ月もたってから起こることが多いので、以前の雇用と密接なつながり

がある場合にのみ違法とする。 

                                                                                                                                                                   
ていない者である。例としては、聖職者、受託者、組合役員、警察官、会社役員などがある。 
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(c) (c) (c) (c) 異なる取扱いの正当化異なる取扱いの正当化異なる取扱いの正当化異なる取扱いの正当化    

(i) (i) (i) (i) 一般的正当化事由一般的正当化事由一般的正当化事由一般的正当化事由    

 EU 指令では、特定の目的があり、その手段が適切かつ必要なものとして客観的に正当

化できれば、年齢による異なる取扱いを認めている。このため、イギリスにおいては、以

下のような「特定の目的」を規則において規定し、これらの目的に該当する限り、使用者

等が適切かつ必要な取扱いであると証明すれば、年齢によって異なる取扱いを正当化でき

るものとする。 

① 健康、福祉、安全――例えば、若年労働者の保護 

② 人事管理の円滑化――例えば、退職年齢に近づいた労働者が同時に多数出る場合な

ど。 

③ 当該ポストにおける特別な訓練の必要性――例えば、航空管制官は、航空管制カレ

ッジでの 18 ヶ月間の訓練に加え、さらに OJT が必要であるなど。 

④ 企業への忠誠心を高め、それに報いること 

⑤ 退職前に、合理的な雇用期間が残されている必要性――例えば、例外的に 65 歳で

の退職年齢を正当化した使用者が、65 歳までに数ヶ月しかない者について、訓練

の必要性、及び訓練のコストや期間から、雇用期間中に十分生産性を上げられない

場合に、その採用を拒否するなど。 

 上記のほか、法律を遵守するために年齢による異なる取扱いをすることも認められる(例

えば、大型トラックの運転者の採用年齢の下限を、大型免許取得の最低年齢(21 歳。なお

普通免許は 18 歳)にあわせる場合など)。 

 

(ii) (ii) (ii) (ii) 退職年齢退職年齢退職年齢退職年齢    

 強制退職年齢(mandatory retirement age)の設定は、現在多くの使用者が行っているものの、

EU 指令上は、正当化事由がない限り直接差別にあたる。このため、以下のような立法の

提案を行う。 

① 強制退職年齢の設定は違法とする。 

② しかしながら、例外的に、規則に示された特定の目的に該当する場合には、個別の

状況に応じて、強制退職年齢の正当化を可能とする。 

③ 労働者が 70 歳に達した後は、正当化の必要なしに、強制退職させることを可能とす

る「標準退職年齢」の導入の可否につき意見を求める。 

 上記③の標準退職年齢(default retirement age、使用者が強制退職年齢の必要性を立証し

なくても、その年齢に達すれば強制退職できるよう国が定めた年齢)については、他の EU

加盟国であるフランスやオランダの立法動向（適用除外年齢を 65 歳に設定）や、第 1 次

協議の結果（43%が「使用者が一定の年齢で労働者を退職させることができるようにすべ

き」と回答）、第１次協議後の労使との協議の状況（強制退職年齢の完全撤廃への懸念や
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不安が示された）などを考慮して、「ほとんどの労働者が、公的年金や職域年金といった

代替的な収入源を持つ」70 歳に設定したものである。 

 なお、アメリカの年齢差別禁止法では、退職年齢の設定を全面的に禁止する一方で、高

齢者に対し引退のための財政的インセンティブを与えることが可能となっているが、イギ

リスにおいては、そのようなインセンティブは若年者に対する差別となるので認められな

い。 

 

(iii) (iii) (iii) (iii) 年功的処遇年功的処遇年功的処遇年功的処遇    

 勤続期間や経験年数に基づく取扱いは、EU 指令上は間接差別となりうるが、「採用及

び雇用に関する一定の利益へのアクセス」について、年齢や経験年数等の最低基準を設け

ることは、差別の正当化事由として認められるとしている。このため、イギリスにおいて

は特別の規定を設け、規則に示された正当化事由(特に、上記(ⅰ)の④)に該当すれば、年

功的処遇を正当化できるようにする。 

 その理由としては、第１次協議の結果、年功に基づく様々な処遇（追加的年次有給休暇、

長期勤続手当、訓練生手当、年功給、剰員整理手当等）が行われていることがわかったが、

それらの処遇は、①企業への忠誠を認識する手段として受け止められていること、②スタ

ッフのやる気を高めること、③特に年功給は、経験に報いる面があることなどから、使用

者、労働者、労働組合、ロビー団体とも、そのような慣行を維持することをおおむね支持

したためである。 

    

(iv) (iv) (iv) (iv) 職業資格職業資格職業資格職業資格    

まれなケースに限って、年齢が真に必要な職業資格として認められる。例としては俳優

及び洋服のモデルが挙げられている。 

    

(v) (v) (v) (v) ポジティブ･アクションポジティブ･アクションポジティブ･アクションポジティブ･アクション    

職場において不利な立場にある人のグループに対し、昇進への応募を促したり、専用の

訓練を受けさせることは認められる。ただし、面接や選考の場面で差別を行うことはでき

ない。 

 

(d) (d) (d) (d) 他の差別との統一的な取扱い他の差別との統一的な取扱い他の差別との統一的な取扱い他の差別との統一的な取扱い    

イギリスでは、以前から性別・障害・人種による差別禁止立法があり16、EU 指令取り入れ

にあたっては、これら既存の法律を一部見直すとともに、年齢、性的志向、宗教及び信条に

よる差別禁止立法を新たに導入することが予定されている。このような取り入れ作業の中で、

                                                   
16 性差別禁止は Sex Discrimination Act, 1975 及び Equal Pay Act, 1970、人種差別禁止は Race Relations Act, 1976、
障害者差別禁止は Disability Discrimination Act, 1995 により規制されている。 
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できるだけ各差別とも統一的な運用をすることが、第 1 次協議の段階で提案され、おおむね

支持されている。具体的には、規則の適用範囲、見せしめ的行為、ポジティブ･アクション、

間接差別、嫌がらせ、真性職業資格、雇用･訓練後の差別について、年齢と他の差別禁止で統

一的な運用が行われることが提案されている17。救済方法についても、既存の差別禁止立法

においては 3 ヶ月以内に雇用審判所へ訴えることとされていることから、新たな差別禁止立

法についても同じ方法で行うことが提案されている。 

また、均等法制の施行機関としては、現在ある人種平等委員会、機会均等委員会、障害者

権利委員会を統合し、さらに新しい差別禁止の対象も所掌範囲に加えて、単一の施行機関を

新たに設けることが提案されている。施行機関のあり方については、2002 年 10 月から 2003

年 2 月まで別途協議が行われていたが、その結果、単一の施行機関を設けることがおおむね

支持された。新しい施行機関の詳細については、2004 年 5 月に出された白書「万民のための

公正：新たな均等・人権委員会」で政府構想が出され、8 月までの回答を国民各層に求めて

いる。具体的には、1970 年均等給与法、1975 年性差別（禁止）法、1976 年人種関係法、1995

年障害差別（禁止）法、2003 年雇用均等（性的志向関係）規制、2003 年雇用均等（宗教・信

条関係）規制、今後実施される雇用均等（年齢関係）規制すべてを対象とし、かつ上記の多

くの均等を推進し人権の推進にも責任を有する機関設立が提案されている。 

 

（３）既存の法律の見直し（３）既存の法律の見直し（３）既存の法律の見直し（３）既存の法律の見直し    

(a) (a) (a) (a) 不公正解雇不公正解雇不公正解雇不公正解雇    

    1996 年雇用権法においては、一定年齢以上の者は不公正解雇に対する救済を求められない

こととされているが(Ⅰの１(2)参照)、これについては EU 指令に抵触するので見直し、年齢

にかかわらず不公正解雇による救済を認めることとする。ただし、70 歳未満の正当化された

通常退職年齢、または 70 歳を超えた者の退職は、使用者により正当な解雇として主張できる

こととする。 

 また、現行制度では、不公正解雇であると認められた場合に受け取れる基礎裁定の額の計

算に年齢基準が用いられており、高齢者ほど裁定額が多くなる一方で、64～65 歳の間に解雇

された者については裁定額がだんだん減って０になるような計算方法となっているが、これ

を見直し、年齢に関係ない計算方法とする。18 

なお、現行制度において基礎裁定の支払いは勤続 20 年分までという上限があるが、この

上限をなくすと、(高齢者の裁定額が高くなることにより)若年者の解雇の危険を高めるため、

現行制度を維持する。 

 

                                                   
17 以上についてはいずれも、性的志向、宗教及び信条による差別禁止と同じ取扱いにすることが提案されている。

（その結果、性・障害･人種差別禁止のいずれかと同じ取扱いになるものも多い）。 
18 具体的には、勤続１年につき 1 週間分の給与とすることが提案されている。 
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(b) (b) (b) (b) 剰員整理手当剰員整理手当剰員整理手当剰員整理手当    

 不公正解雇とほぼ同様に、権利行使の上限年齢及び手当額の計算における年齢基準の使用

について見直しを行う。手当額の計算における勤続 20 年までという上限は、不公正解雇と同

様に維持する。 

   

(c) (c) (c) (c) その他の法制度の取扱いその他の法制度の取扱いその他の法制度の取扱いその他の法制度の取扱い    

最低賃金制度においては、1998 年全国最低賃金法(National Minimum Wage Act, 1998)に基づ

き、一部の若年者に対して全国最低賃金の権利を与えなかったり、低い賃率を適用したりし

ているが、若年者の職業的統合という観点からの賃金額の違いは EU 指令上も認められてい

ることから、今後とも維持する。 

また、1998 年労働時間規則(Working Time Regulation, 1998)では、若年者に対して特別の労

働時間規制を置いているが、若年者の健康と安全という欧州共同体の要請に対応するもので

あるため、今後とも維持する。 

 

（４）年齢差別禁止のコスト・ベネフィット試算（４）年齢差別禁止のコスト・ベネフィット試算（４）年齢差別禁止のコスト・ベネフィット試算（４）年齢差別禁止のコスト・ベネフィット試算    

貿易産業省は、上記協議文書において、新しい規制導入に伴うコスト及び利益の詳しい試

算をしている（U. K. Department of Trade and Industry; Partial Regulatory Impact Assessment for 

Age Discrimination Legislation, 2003）。それによると、年齢差別の禁止に伴う高齢者の労働参

加の高まりに対し、経済がどう反応するかは不透明であるが、控えめな予測でも、数万人の

労働者が労働市場に残ることにより、税・社会保険料収入の増加や、長期的な経済活力の向

上を通じた利益は大きいものと予測している。（第４－１表） 

試算によると、年齢差別禁止による利益は徐々に積みあがり、立法後 20 年以内のいずれ

かの時点で最高となるが、法の周知のためのコストは一時的で、立法後最初の数年に集中す

る。立法後 20 年間のネットの利益は、現在の価額に換算して￡10 億、最初の 10 年に限って

も￡6 億の利益があるとしている。年齢差別の禁止による雇用率の上昇、個人の仕事や訓練、

昇進とのマッチングの向上などの便益は数量化が困難である。また、上記協議の結果、もし

強制退職年齢（例えば 70 歳）が許容されない立法になった場合は、業績評価など使用者によ

る従業員に対するモニタリング･コストが高くなるが、これについては数量化が困難であると

している。ともあれ、使用者、個人（労働者と採用対象者）、国家財政に分け、便益と費用を

積み上げる方法は、日本でも大いに参考となろう。 
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第４－１表 年齢差別法制に関する費用･便益の要約  

（http://www.dti.gov.uk/er/equality/age.htm より入手可能）  
    

  年間利益年間利益年間利益年間利益    年間費用年間費用年間費用年間費用    1111 回限りの費用回限りの費用回限りの費用回限りの費用    

使用者使用者使用者使用者          

実施（規制の理解と意思決定）   141-155 百万ポンド

雇用審判所への提訴    16-32 百万ポンド   

採用 16-32 百万ポンド 12 百万ポンド   

退職者の就業継続 29-39 百万ポンド     

訓練 29-359 百万ポンド 26-327 百万ポンド   

昇進 43-101 百万ポンド 36-50 百万ポンド   

余剰解雇費用   2.5 百万ポンド   

モニタリング 

  

業績評価や、管理者の決

定記録の保持を含む従業

員へのモニタリングなど、

内部システムの改善が必

要。これは、強制退職年

齢が許容されない退職オ

プションが選択された際に

最も高くなる傾向がある。

これについては数値化し

ていない。 

  

個人個人個人個人          

訓練 2-28 百万ポンド     

昇進                 28-39 百万ポンド     

余剰解雇 2.9 百万ポンド     

国家財政国家財政国家財政国家財政          

雇用審判所   4.3-8.6 百万ポンド   

余剰解雇   0.4 百万ポンド   

概要 マクロ経済の改善は、

税と国民保険料収入の

増加を意味する。これに

ついては数値化してい

ない。 

    

マクロ経済マクロ経済マクロ経済マクロ経済    雇用率の増加とよりよ

い個人の仕事や訓練、

昇進とのマッチングによ

って、現在差別されてい

る人々をよりよく活用す

ると、これらは高い傾向

がある。 

    

    
*１ポンド＝191.95 円 （2003 年 8 月 14 日現在） 
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（注）具体的試算方法は、以下の通りである。（注）具体的試算方法は、以下の通りである。（注）具体的試算方法は、以下の通りである。（注）具体的試算方法は、以下の通りである。 

実施（規制の理解と意思決定）実施（規制の理解と意思決定）実施（規制の理解と意思決定）実施（規制の理解と意思決定） 

    使用者の費用（１回限り）：使用者の費用（１回限り）：使用者の費用（１回限り）：使用者の費用（１回限り）： 

① 訓練・昇進・採用関連 ・・法規制の含意を理解するのに小企業で 3.5 時間かけ、中

規模企業から大企業では 7 時間かけると仮定する。小企業の場合は、管理者の平均時給

（残業を除く）を 17.93 ポンドとすると、総費用は、17.93 ポンド×1.3 （間接人件費

30％）×3.5 時間×1.14 百万企業= 93 百万ポンド。中規模企業から大企業では、人事マ

ネジャーの平均時給（残業を除く）を 18.59 ポンドとすると、総費用は、18.59 ポンド×

1.3 （間接人件費 30％）×7 時間×37,250（企業数）= 6.3 百万ポンド。 

総計で、93 百万ポンド+ 6.3 百万ポンド＝ 99.3 百万ポンド・・約 100 百万ポンド。 

 ② 退職関連・・同様の計算で、41 百万ポンド（定年の設定はできず、解雇は不適格ない

し不品行のような正当理由がある場合のみ可能なケース）から 55 百万ポンド(他のケー

スの場合・・「退職者の就業継続」の説明を参照されたい。)と想定。 

 ③ 総計で、141～155 百万ポンド。 

 

雇用審判所（労使関係に係る事雇用審判所（労使関係に係る事雇用審判所（労使関係に係る事雇用審判所（労使関係に係る事案での簡易裁判所）への提訴案での簡易裁判所）への提訴案での簡易裁判所）への提訴案での簡易裁判所）への提訴 

使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用：性差別 10,092 件、人種差別 3,183 件、障害差別 2,642 件から、年

齢差別に関して年間平均約 8,000 件が雇用審判院に申請されると仮定。使用者の平均

的な申請コストは、2,000 ポンドであるが、この分野の事例については、年齢差別の

客観的基準の正当化など、かなり複雑となると思われるので、平均コストの 2 倍かか

ることもあると考える。（2,000 ~ 4,000 ポンド）× 8,000 件 ＝ 16 ~ 32 百万ポンド。 

 

国家財政上の費用国家財政上の費用国家財政上の費用国家財政上の費用：ETS（雇用審判所）が負担する平均的審判費用は 540 ポンド。年

齢差別関係は 2 倍かかる可能性があるので、（540 ~ 1,080 ポンド）× 8,000 件 ＝ 4.3 ~ 

8.6 百万ポンド。 

 

採用採用採用採用 

使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益：採用で年齢による問題が生じると思われるのは、英国全体の 1.18

百万人の使用者×0.35（採用時に問題が生じる割合）× ( 0.13 ~ 0.26 )((使用者の

13~26％が求人・採用時に年齢を考慮している))＝ 54,000 ~ 108,000 人。新規の労働者

の採用コスト（訓練含む）は平均 3,500 ポンド。潜在的応募者が７％（現在全人口の

5％の高齢者、2％の若年者が採用差別を被っている）増えることで、約 10％もしくは

1 人の欠員当たり 300 ポンドのコスト低減となる。したがって、300 ポンド×（54,000

－108,000 人）＝16.2－32.4 百万ポンド。 
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使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用：約 300,000 人の欠員について、人事担当者が法規制を遵守するよ

う求められると思われる。人事担当者がそれぞれの欠員について 2 時間を追加的に費

やすと仮定する。人事担当者の平均賃金は 11.19 ポンド。全体のコストは、11.19 ポン

ド×1.3（間接人件費 30％）×2 時間×300,000 人＝8.7 百万ポンド。また、年齢差別の

解消に伴う応募人員の増加を考慮すると、100 万人の応募者のふるい分けのためさら

に 15 分を人事担当者が費やすとすると、11.19 ポンド×1.3×0.25 時間×1,000,000 人

＝3 百万ポンド。合計すると（8.7+3＝11.7）、12 百万ポンドとなる。この費用は年間

のものであるが、2011 年までに約 7.5 百万ポンドへと徐々に減少する。 

 

訓練訓練訓練訓練 

使用者の事業利益使用者の事業利益使用者の事業利益使用者の事業利益：（110,000 ~ 275,000 人）((5％の使用者が若年者のみに訓練を実施、

2％の使用者が訓練対象者選定に当たり年齢を考慮、との調査から、高齢就業者の 2 ~ 

5％が追加訓練される、と仮定)) ×（0.01 ~ 0.05）（訓練による利益上乗せ) × 20,098

ポンド（2002 年平均給与額）× 1.3（間接人件費 30％を含めた労働コスト総計） 

 ＝ 29 ~ 359 百万ポンド。 

年間費用：通常、訓練コストの約 10％の利益率が要求される → （29 ~ 360 ）× 0.9  

＝ 26~ 327 百万ポンド。 

 

個人の年間利益個人の年間利益個人の年間利益個人の年間利益：（110,000 ~ 275,000 人）×（0.01 ~ 0.05）((訓練による利益上乗せ)) × 

0.1 (労働者への還元分) × 20,098 ポンド＝ 2.2 ~ 27.6 百万ポンド。 

 

昇進昇進昇進昇進 

使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益： 平均給与（2002 年）は約 20,098 ポンド。全体の労働コストは、

20,098 ポンド×1.3＝26,130 ポンド。昇進に伴う生産性上昇を 5％と仮定すると、昇進

による平均的な生産性の増加は、労働者 1 人につき約 1,300 ポンド。したがって年間

利益は、1,300 ポンド×（275,000 ~ 385,000 人）((高齢労働者 5.5 百万人、そのうち昇

進差別者を 5~7％と想定))＝35.8 ~ 50.5 百万ポンド・・①。  

 年齢が昇進の過程に組み込まれないことからより効率的に人的資源が配置される

ことによる利益が加わる。(275,000 ~ 385,000 人）×20,098 ポンド×1.3（労働コスト）

×（0.001 ~ 0.005）((生産性上昇分を労働コストの 0.1~0.5％と仮定))＝7 ~ 50 百万ポン

ド・・②。 

総計で、（①35.8 ~ 50.5 百万ポンド）＋（②7 ~ 50 百万ポンド）＝43 ~ 101 百万ポン

ド。 

 

使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用：①の利益（35.8 ~ 50.5 百万ポンド）は単に賃金増や関連する非労
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働コストという形で労働者に還元される。 

個人の年間利益個人の年間利益個人の年間利益個人の年間利益：50歳以上の高齢労働者の 5％から 7％が昇進を拒否されるとすると、

5.5 百万人×（0.05 ~ 0.07）＝275,000 ~ 385,000 人。2002 年のイギリスでの平均賃金は

約 20,098 ポンド。したがって、年間利益は、（275,000~ 385,000 人）×1,005 ポンド（生

産性上昇を平均給与の５％と仮定）×0.1（昇進に伴う賃金上昇の９割は、年齢差別存

続の下でも昇進した他の者の単なる代替と仮定） ＝27.6 百万ポンド～38.7 百万ポン

ド。 

退職者の就業継続退職者の就業継続退職者の就業継続退職者の就業継続 

使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益使用者の年間利益：退職年齢としては、以下の 3 つの選択肢がありうる。①定年の設

定はできない、解雇は不適格( incompetence)ないし不品行( misconduct)のような正当理

由がある場合のみ可能、②法定許容退職年齢は設定しないが、新立法で示される特定

の目的に該当する場合には、定年の設定を可能とする、③法定許容退職年齢を 70 歳

に設定する、また、新立法で示される特定の目的に該当する場合には各事業主が独自

の定年設定を可能とする。 

Pam Meadows の調査結果(“Mandatory Retirement: A review of the Literature on key 

issues” DTI Research Series no 18 see www.dti.gov.uk )によると、60 歳から 64 歳の退職

者の 5％の者、65 歳から 69 歳での退職者の 4％の者、70 歳以上退職者の 3％の者が、

定年年齢に達したことだけを理由として退職している。新規の労働者の採用コスト

（訓練を含む）は平均 3,500 ポンドであることから、①の選択肢の場合は、39 百万ポ

ンドの費用節約となる。また、②､③の場合は、25％の使用者が 60 歳の定年年齢を設

定すると仮定すると、29 百万ポンドの費用節約となる。これらの費用節約（利益）は

年間のものであるが、2014 年までに約 6-8 百万ポンドへと徐々に減少する。 

 

余剰解雇余剰解雇余剰解雇余剰解雇 

使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用使用者の年間費用：現行の余剰解雇手当に関する法規制は、余剰解雇者に対し、18 歳

から 21 歳の場合は勤続年数 1 年あたり半週分の給与、22 歳から 40 歳の場合は勤続１

年あたり１週間分の給与、41 歳から 65 歳の場合は 1.5 週分の給与を支払うことが使

用者の義務である。年齢上限は通常退職年齢、それがない場合は 65 歳とされている。

この上限 65 歳の除去で、65 歳以上の解雇に追加負担がかかる。64 歳以上の者に支払

われている手当額と 65 歳以上対象者数予測から 2 ないし 3 百万ポンドと想定。 

国家財政国家財政国家財政国家財政：使用者が必要な手当の支払いを拒否した場合、ないし支払い不能となった

場合は、被解雇者は雇用大臣に対して手当の支払いを請求できる。この額を 0.3 から

0.5 百万ポンドと想定。 
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第５章 ドイツの状況 

 

１．ドイツの高齢化と政労使の認識１．ドイツの高齢化と政労使の認識１．ドイツの高齢化と政労使の認識１．ドイツの高齢化と政労使の認識    

 ドイツでも、少子化などから急速な高齢化の進展が予測される。第５－１表は、各国の合

計特殊出生率の推移である。1980 年では各国とも 2.0 を下回る水準まで低下している。2000

年時点で合計特殊出生率が 2.0 を上回るのはアメリカのみであるが、ドイツは 1.34 と日本と

並んで大変低い水準にある。こうした数字を踏まえ、政府はかなりの危機意識を持っている。

しかし、高齢者本人、使用者、労働組合の危機意識は弱い。 

 

第５－１表第５－１表第５－１表第５－１表    各国別合計特殊出生率の推移各国別合計特殊出生率の推移各国別合計特殊出生率の推移各国別合計特殊出生率の推移    

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

日本 3.65 2.00 2.13 1.75 1.54 1.36 

アメリカ 3.02 3.64 2.46 1.84 2.08 2.06 

イギリス 2.19 2.57  1.90 1.85 1.64 

フランス 2.92 2.72 2.47 1.99 1.78 1.89 

ドイツ  2.34 2.01 1.46 1.45 1.34 

オランダ 3.10 3.11 2.58 1.60 1.62 1.72 

スウェーデン 2.32 2.17 1.94 1.68 2.13 1.54 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所編、2000、『2000 人口の動向 日本と世界－人口統計資料

集－』厚生統計協会．1980 年のイギリスおよび 2000 年 EU 諸国およびアメリカのデータは、

Eurostat の HP から。2000 年日本は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平

成 14 年 1 月推計）』から。 

 

 最近の IAB（ドイツ雇用市場研究所）における企業調査（2000 年）では、「従業員の高齢

化」は、「熟練労働力の不足」（39.6％）、「追加訓練の緊急性」（27.4%）の次に来ている（23.0％）。

高齢化への対処は、中長期的課題と考えられており（第５―２図）、むしろ、コスト削減の対

象と考えられている。また、長年の政府・労使による早期引退政策もあり、労働者の早期引

退志向も依然として強い。2000 年では、平均引退年齢は、男性で、62.4 歳（旧西ドイツ）、

61.２歳（旧東ドイツ）、女性で、62.8 歳（旧西ドイツ）、60.5 歳（旧東ドイツ）となっている。 



 52

ドイツ企業における現時点の雇用管理上の問題
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 こうした労使の意識の背景として、日本と比べ、高齢化の深刻性がいまだ顕在化していな

いことがある。というのも、1990 年代は、20 歳代が減少したが、30 歳代は増加した。そし

て、21 世紀に入っても、初めの５～10 年は 50 歳代の増加はすぐには起こらず、2010 年前後

から深刻化すると見込まれている（第５－３図）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５-２図

第５－３図 ドイツ労働力人口の年齢構成
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（資料出所）Fuchs/Thon: Nach 2010 sinkt das Angebot an Arbeitskräften, IAB-Kurzbericht 
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２．高齢者をめぐる労働市場状況２．高齢者をめぐる労働市場状況２．高齢者をめぐる労働市場状況２．高齢者をめぐる労働市場状況    

 ドイツでは、在職者、特に高齢者に対する雇用保護は強く、企業は高齢者を雇いたがらな

い。また、企業の求める技能と高齢者が身に付けている技能とのミスマッチがあることや失

業保険、障害者給付制度の影響もあり、いったん高齢者が失業すると、長期化しがちである。

とくに、過去 10 年間をみると、高齢者の失業は、絶対数でも相対的にも増加している（第５

－４、第５－５図）。 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

第５－４図 ドイツの年齢別失業率
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（資料出所）Fuchs/Thon: Nach 2010 sinkt das Angebot an Arbeitskräften, IAB-Kurzbericht 

（資料出所）Fuchs/Thon: Nach 2010 sinkt das Angebot an Arbeitskräften, IAB-Kurzbericht 

 
 

第５－５図 ドイツの年齢別長期失業者の割合（2001 年）
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ドイツでは、上述のように、雇用労働者、労働組合、事業主団体いずれも、早期退職制度

による職業生活の短期化に肯定的であった。しかし、公的年金の財政問題には近年敏感とな

っている。一方で、早期退職制度は、失業を防ぐ手段ともなっている。特に東ドイツでは未

だかってないリストラクチュアリングの影響が、この早期退職制度により緩和されている。

また、何度も予測が出される労働市場における供給不足による隘路（ボトルネック）の存在

は、今まで顕在化していないし、隘路の在否にかかわらず、高失業率の継続を予想する者が

多い。ボッシュによると（European Employment Observatory Review: Spring 2003, p85）、「ドイ

ツの早期引退のメンタリティからすると、完全雇用が実現してさえも、技能労働者不足の顕

在化に対して、ドイツは高齢労働者の増加よりはむしろ移民労働に頼ることがありうる

（conceivable）」。 

 

３．年齢に関する法制度３．年齢に関する法制度３．年齢に関する法制度３．年齢に関する法制度    

現行各法は、年齢差別禁止以外の方法で高齢者の雇用維持・促進を図っている。但し、「年

金改革法」で 65 歳以後の定年は実施可能とされている。 

• 不当解雇禁止法（Kuendigungsschutsgesetz, KSCHG）：50 歳以上・55 歳以上の労働者を

解雇する際、退職金を多く支払うなど、若年者より解雇が難しい。 

• 社会法典（Sozialgesetzbuch,SGB）: 55 歳以上の失業者を雇い入れた場合の給付金支給や

職業訓練措置の提供 

• 事業所組織法（Betriebsverfassungsgesetz BETRVG）：高齢者に関し以下の条項がある。 

（a）使用者および労使協議会は、一定年齢以上の労働者が不当に解雇されないよう努め

なければならない（75 条 1.2） 

（b）労使協議会は一般的に、企業内で高齢者の雇用を促進するよう努めなければならな

い（80 条 1.6） 

（c）使用者および労使協議会は職業訓練の実施において、高齢者の利益を考慮しなけれ

ばならない（96 条 2.2） 

• 連邦職員代表法（Bundespersonalvertretungsgesetz, BPERSVG）：労使協議会が障害者、高

齢者を含む保護を要する者の職業的統合と発展に努める義務。 

• また、多くの産業別労働協約において 55 歳以降、又は一定の勤続年数後（5 年か 10 年）、

解雇ができなくなる規定を設けている。 

 

４．高齢者をめぐる政策状況４．高齢者をめぐる政策状況４．高齢者をめぐる政策状況４．高齢者をめぐる政策状況    

（１）年金改革（１）年金改革（１）年金改革（１）年金改革    

 1992 年の年金改革法により、一般的年金支給開始年齢は段階的に、60 歳から 65 歳に引上

げられ（65 歳になるのは、男性 2003 年、女性 2005 年）、また、失業を理由とした先行的年

金受給はしにくくなった。しかし、以下のような選択肢が存在した。 
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（１）１２ヶ月の失業後、失業者は６０歳で年金受給できる。 

（２）３５年以上保険料を支払っていれば、６３歳で年金を受給できる。 

（３）障害者ないし長期疾病者で働けない者は、６０歳か６５歳で通常の年金に切り替わる

前、障害年金を受給する。 

2004 年 3 月の新年金改革法で、さらに、次のような改革がなされた。 

① 年金計算に「年金制度の持続可能を考慮した要素」、すなわち、受給者人員と現役世代

人口との比率を入れる。 

② 失業ないし段階的な早期引退を理由とした早期引退年金の受給開始年齢を、2006 年か

ら 2008 年の間に 60 歳から 63 歳に引上げる。 

この結果、平均受給金額の対平均収入比率は、現在の 53％から 2020 年には 46%、2030 年

には 43％に低下することになる。一方、保険料率は現在の 19.5%から、2020 年には 20%を超

え、2030 年には 22%となる。また、個人積立の補足年金を一層奨励するため、税優遇を現在

の保険料率４％分から８％分まで今後引上げられる予定となっている。 

なお、連邦政府は、今回の改革で結論が出なかった年金支給開始年齢の 65 歳からの引上げ

を、2008 年に再度議論したい、としている。 

 

（２）労働市場政策（２）労働市場政策（２）労働市場政策（２）労働市場政策    

 ドイツでは、高齢者は、以下のような積極的ないし受動的雇用政策の対象者である1。 

（１）55 歳以上の者は、雇用創出プログラムの優先対象となる。 

（２）失業給付は年齢が上昇するにつれ大きく増える。被保険者期間が５年あれば、57 歳の

失業者は、44 歳の者に比べ、２０ヶ月長く失業給付を受けられる。 

（３）1996 年部分引退法で、55 歳以上の者は、１年から５年の部分引退の時期 50％まで労

働時間を減らすことができる。事業主は従来の最低７０％の給与と年金保険料の 90％を 

  支給する。国は、労働時間の減少分が、失業者か訓練生のために使われた場合、部分引

退者への支払い分と実際の稼動分との差額を補填する。なお、多くの利用者は、期間の

前半をフル就業、後半を引退扱いとする「ブロック（塊）モデル」を選択し、国の狙い

通りには進んでいない。 

（４）ハルツ委員会報告に基づく 2003 年 1 月の労働市場改革で、次のような高齢者雇用促進

方策が打ち出された。 

  ① 失業者ないし失業のおそれがある５０歳以上の高齢者が、低賃金雇用に就労した場

合、一定の賃金等が補填される。 

   ・失業前の就労賃金と失業後の賃金の差額の５０％ 

   ・かさ上げされた年金保険料の補填 

                                                      
1 Gerhard Bosch（2003）参照。 
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  ② 55 歳以上の失業者を雇用した事業主は、事業主負担分の失業保険料（3.25％）    

   を免除される。 

  ③ 期間雇用労働者の採用年齢の下限が 58 歳から 52 歳に, 2006 年末までにかけ段階的

に拡張される。 

 

５．年齢障壁是正への取り組み５．年齢障壁是正への取り組み５．年齢障壁是正への取り組み５．年齢障壁是正への取り組み    

((((１１１１) ) ) ) 職業生活における年齢差別職業生活における年齢差別職業生活における年齢差別職業生活における年齢差別    

 ネゲレ教授は、ドイツでの職業生活における年齢差別は根強いとして、その理由として、

以下のよう項目を挙げている。（日本労働研究機構、2002、ｐ179）。 

① 年齢により、選択的な人事採用政策 

② 働きすぎ、誤った職務割当と不適切な雇用のローテーションにより、心身の業務遂行能

力が早期に損なわれること 

③ 年齢別の作業割当 

④ 企業内の技能向上訓練、教育機会や企業の昇進制度における高齢労働者に対する差別 

⑤ 経験を通じた知識習得、従業員間の知識が世代間継承する必要性の軽視 

⑥ 人事評価の対象が短期間であること 

 

((((２２２２) ) ) ) 「「「「50505050 歳以上、やればできる」キャンペーン歳以上、やればできる」キャンペーン歳以上、やればできる」キャンペーン歳以上、やればできる」キャンペーン    

 高齢者の排除につながるこうした人事管理を変えようと、2000 年にドイツ連邦雇用庁は、

長期キャンペーン「50 歳以上、やればできる」を開始した。技能を持つ 50 歳台の高齢失業

者の再就職を促進するため、①高齢求職者のためにインターネットを使った求人情報プール

を設置する、②個人面談による職業適性分析を行う、③的を絞った職業紹介、賃金助成、職

業訓練、④高齢者の雇用をテーマにした雇用庁と使用者の協議、⑤高齢者と使用者の出会い

の場の設定（ジョブフェア）、⑥企業に高齢労働者の持っている潜在的可能性、高齢者を雇う

利点を周知するためのマスコミへの発表、宣伝パンフレットの作成、などである。このキャ

ンペーンは、英国の取り組み――1993 年からの「雇用継続」ゲッティング・オン・キャンペ

ーン、1997 年労働党政権発足以降の年齢多様性キャンペーン（2001 年からエイジ・ポジティ

ブ・キャンペーンに名称変更）――を大いに参考としている。 

 

((((３３３３) ) ) ) 優れた実践事例開発のための調査研究プロジェクト優れた実践事例開発のための調査研究プロジェクト優れた実践事例開発のための調査研究プロジェクト優れた実践事例開発のための調査研究プロジェクト    

 日本においても、2000 年度と 2001 年度の２ヵ年にわたり、ミレニアム・プロジェクトと

称し、「年齢にとらわれることなく意欲と能力を活かして働ける経済・社会」の実現のための

政策課題を明らかにするとともに、その具体的取り組みを提示するため、総合的で、かつ実

証性の高い 12 のテーマで調査研究が行われた。EU 諸国でも、近年、同様な趣旨からなる調

査研究プロジェクトが公的機関の資金により盛んに行われている。 



 57

 ドイツにおいても、連邦教育研究省（BMBF）が音頭を取るプロジェクトが進行している。 

1996 年から 2000 年にかけ、「ドイツの人口変動と雇用の将来」に関する５つの学際的研究

プロジェクト・ネットワークに資金援助がされた。1999 年からは、国民の意識啓発を重視し

たプロジェクトが始まった。2002 年からは、連邦教育研究省は、”Demography-initiative”（人

口主導）と称する別のプロジェクトを開始した。このプロジェクトには３つの職業団体（エ

ンジニアリング、電機、手工業）が参画し、優れた実践事例開発のため 127 企業に資金提供

がされている。年齢均衡の取れた職場づくりや高齢化に適した仕事・人事政策などがテーマ

となっており、このプロジェクトに中心メンバーの一人として参画し筆者が 2003 年 2 月に意

見交換した研究者（Hartmut Buck 氏）によると、今後は、このプロジェクトで得られた事例

を詳しく分析し他の企業でも実施可能な形で提供できるようにしたい、とのことであった。 

 

((((４４４４) ) ) ) 職場における年齢の多様性（職場における年齢の多様性（職場における年齢の多様性（職場における年齢の多様性（AGE DIVERSIAGE DIVERSIAGE DIVERSIAGE DIVERSITY WORKPLACESTY WORKPLACESTY WORKPLACESTY WORKPLACES）の強調）の強調）の強調）の強調    

 ドイツにおいても、多国籍企業を中心に、職場における年齢の多様性が重視されるように

なってきている。政府による「50 歳以上、やればできる」キャンペーン、優れた実践事例開

発のための調査研究プロジェクトも影響している。例えば、GFAH（ドイツの著名研究所）

のアネット・ケヒリング氏は、企業は、中（高）年と若年層をともに配慮しなくてはならず、

①若年者への企業内での就業継続奨励、②従業員の引退までの就業能力維持が重要と主張す

る。（第５－６図） 
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 そして、単純な解決策はないとして、人事政策を立案する際には、従業員の年齢均衡を図

ることが重要として、次の４方策――①年齢・世代間の相違に注意を払うこと、②年齢に基

づくあらゆる排斥的措置を除去すること、③地位の平等と相互の尊重からなる職場文化を創

造すること、④高齢者と若年の長所と弱点をつり合わすこと――を勧めている（第５－７図）。 

 

((((５５５５) EU) EU) EU) EU 指令への対応指令への対応指令への対応指令への対応    

        EU 指令への対応では、年齢関係がドイツでは一番の問題と考えられている。第３章の第

３－１表でみるように、多くの研究でドイツは解雇がし難い国に分類されている。このよう

に、ドイツでは、多くの法律、労働協約に年齢の相違に基づく解雇、報酬、福利厚生規定が

あり、こうした規定をどこまで変えるべきか、政労使の意見調整に時間がかかると予想され

ている。ドイツ政府も、年齢関連については、EU 指令の適用延長を EU 委員会に申請済みで

ある。 

ドイツで、年齢差別是正への取り組みが遅れているのは、自由よりむしろ連帯を重視し、

雇用保護が他の EU 諸国と比べても強い経済社会であることが大きいと思われる。こうした

ドイツが、EU 指令に対しどのような対応をするのか大変注目される2。 

 

６．おわりに６．おわりに６．おわりに６．おわりに    

 藤村博之は、以下のように職場の年齢管理に関する日独の類似点と相違点を指摘している。

類似点としては、（１）企業は、高齢者をコスト高で使いにくい労働力だと見る傾向が強いこ

と、（２）高齢者の賃金については、何らかの見直しが必要だと考えていること、（３）高齢

者雇用を進めるためには、高齢者に適した仕事の開発が必要だと考えていること、などを、

                                                      
2 現在ドイツでは、EU 指令に対応するために家庭・高齢者・女性・若年省にプロジェクトチームが組織されてい

る。その担当者（Gisbert Schlichtmann）からの７月末時点のメールでは、各差別共通の単一法制定の方向で検討

されている。 
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らゆる排斥的措

置を除去する 
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第５－７図第５－７図第５－７図第５－７図    年齢均衡の取れた人事政策年齢均衡の取れた人事政策年齢均衡の取れた人事政策年齢均衡の取れた人事政策    
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相違点としては、（１）日本では従業員は、働けるうちは働きたいと考えているのに対し、ド

イツでは、職業生活からできるだけ早く引退したいと考えていること、（２）日本企業で、高

齢者の継続雇用において企業が用意する条件のうち、労働時間に関しては柔軟性があまりな

い場合が多いのに対して、ドイツ企業には短時間正社員の仕組みがあり、高齢者が持ってい

る多様な要望に応える条件が整っている、などを指摘している（日本労働研究機構、2003、

p131-5）。 

 野川忍も、「日本のコンセンサス社会の根強さを踏まえれば、高齢者雇用の推進にあたり、

ドイツ型の政労使による協力体制は不可欠であろう。」（日本労働研究機構、2002、p211）と

述べている。 

ドイツは、他の欧州諸国と比べ、相対的に日本との共通点がより多い社会であると考えら

れる。相違点に十分留意しつつ、年齢障壁是正への取組みにしても、高齢者雇用政策全般で

の取り組みにしても、大いに参考になるものと思われる。 
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第６章 フランスの状況 

    

１．雇用における差別防止法１．雇用における差別防止法１．雇用における差別防止法１．雇用における差別防止法    

フランスでは、2001 年 11 月、「差別防止に関する法律」(Loi relative à la lutte contre les 

discriminations) が成立した。フランスは、もともと非差別重視の伝統があるが、この法律は、

当時の社会党政権による、一連の職場における差別禁止の推進の一環として制定されたもの

で、判例法と EU の一般雇用機会均等指令に基づき、求職者及び労働者に、職業生涯を通し

て差別に対するより広範な保護を提供することを目的とするものである。しかしながら、本

差別禁止立法自体、国内的にはあまり注目されることなく成立しており、特に、年齢差別に

対する社会的関心はあまり高くない。 

この法律により、労働法典中の差別禁止に関する一般規定である L.122-45 条はその適用範

囲を拡張され、挙証責任もより労働者に有利な方向に改正された。 

 

(1) (1) (1) (1) 法律の内容法律の内容法律の内容法律の内容    

(a) (a) (a) (a) 差別をしてはならない理由のリストの拡大差別をしてはならない理由のリストの拡大差別をしてはならない理由のリストの拡大差別をしてはならない理由のリストの拡大    

労働法典 L.122-45 条においては、従来の差別を行ってはいけない理由（出身、性別、風俗、

家族状況、特定の民族・国籍・人種への帰属、政治的信条、組合活動や共済活動、宗教的信

条、障害又は健康）に、新たに肉体的外見（身長、体重等）、苗字、性的志向、および年齢が

追加された。 

さらに同条は、労働者の全職業人生をカバーするべく適用範囲が拡張され、採用や企業内

職業訓練へのアクセスをはじめ、給与、職業訓練、配置及び再配置、資格認定、評価、昇格、

転勤、契約更新に適用されることとなった。 

また、間接差別も加えられた。 

 

(b) (b) (b) (b) 年齢差別に関する適用除外年齢差別に関する適用除外年齢差別に関する適用除外年齢差別に関する適用除外    

 年齢に基づく異なる取扱いについては、雇用政策上、客観的かつ合理的であると正当化さ

れ、その手段が適切かつ必要な場合には、差別とはみなされないこととされた(労働法典

L.122-45-3 条)。そのような取扱いは、特に、①若年者あるいは高齢者の保護を目的として当

該人の採用を拒否したり、特別な労働条件を設定すること、②一定の訓練の必要性や、退職

までに通常予想できる就労期間を確保することを理由として、採用の上限年齢を設けられる

こと、といった形をとりうる(同条)。定年制は、例外事項として言及されていないが、公的

年金満額受給権者の強制退職は年齢差別とはならないと考えられている。満額年金の受給権

者を使用者側から一方的に退職させることが認められる規制のあり方がその後も維持されて

いるからである（後述２（３）参照）。 
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((((ｃｃｃｃ) ) ) ) 挙証責任の転換挙証責任の転換挙証責任の転換挙証責任の転換    

本法の成立により、挙証責任の転換に関する規定も新たに置かれた。具体的には、被差別

者は、「直接的、あるいは間接的差別が実際あったと信じさせるに足る証拠を示す」ことがで

きれば、使用者側が「採られた措置が、客観的に正当性があり差別とは無関係であった」こ

とを証明しなければならなくなった(労働法典 L.122-45 条)。これは破毀院(Cour de Cassation)1

及び欧州裁判所の判例法を法制化するとともに、性差別における挙証責任の転換に関する EU

指令(97/80/EC)及び EU 一般雇用機会均等指令（2000/78/EC）を取り入れたものである。 

 このほか、差別訴訟への手助けとなるよう、労働基準監督官の調査権限が拡張され、監督

官は差別の証明となると思われるあらゆる文書その他の情報へのアクセスが可能となった

(労働法典 L.611-9 条)。 

 

(d) (d) (d) (d) 労働者組織による訴訟労働者組織による訴訟労働者組織による訴訟労働者組織による訴訟    

 また、本法の成立により、労働組合等の団体が、労働者本人に代わって訴訟を起こすこと

もできるようになった。 

全国レベル、又は企業レベルないし企業内の部門レベルで代表権を有する労働組合は、係

争の当事者である労働者に「訴訟手続きを行う意思を書面で通知し、その通知がなされた日

から起算して 15 日以内に当人が反対の意思を表明しないときには、労働組合は、当人からの

委任を受けなくても訴訟手続きを行うことができる」(労働法典 L.122-45-1 条)。また、労働

組合以外でも、差別是正を活動目的とし、正規に設立されてから 5 年以上経過している団体

(association)は、当該労働者の書面による合意を得ていることを条件に、当該労働者に代わっ

て係争を行うことができる (同条)。  

 

（（（（eeee）その他）その他）その他）その他    

 労働者の権利の侵犯を、労働裁判所（Le Conseil de prud’hommes）に警告する労働者代表組

織の権利を、全ての差別案件に拡大し、産業別労働協約は、延長時に差別に関する事項を含

まなくてはならない、と規定された。 

 

(2) (2) (2) (2) 本法に関する国内での評価本法に関する国内での評価本法に関する国内での評価本法に関する国内での評価    

 主要労働組合（CGT, CFDT, CGT-FO, UNSA）は、まだ改善の余地はあるとしながらも、お

おむね評価している2。しかし、本法については審議過程から成立に至るまでほとんど報道さ

れず、社会的関心は低かった3。 

特に年齢差別に関しては、フランス国内での意識は未だ薄く、本差別禁止法自体も、（苗

                                                      
1 フランスの最高司法裁判機関。 
2 ‘France: New anti-discrimination law adopted’ (EIROnline, 2001.12.15.)、European industrial relations observatory 
on-line “Thematic feature – implementation of the EU framework equal treatment Dorective –France”(2003.8) 
3 JIL 欧州事務所ニュースレターNo.01-013 (2001.12.26.) 
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字などが加えられたことにより）主に人種差別に関する効果が期待されているとも言われて

いる。 

 

２．その他の年齢に関する法制度（労働法関係）２．その他の年齢に関する法制度（労働法関係）２．その他の年齢に関する法制度（労働法関係）２．その他の年齢に関する法制度（労働法関係）    

(1) (1) (1) (1) 採用広告における年齢制限の禁止採用広告における年齢制限の禁止採用広告における年齢制限の禁止採用広告における年齢制限の禁止    

 新聞、雑誌又は定期刊行物に、年齢制限を含んだ求人広告を載せることは、従来から禁止

されている。ただし、法令により課された年齢条件を定める場合はこの限りでない(労働法典

L.311-4 条)。 

    

(2) (2) (2) (2) 職業組合の選択の自由職業組合の選択の自由職業組合の選択の自由職業組合の選択の自由    

 全ての被用者は、性､年齢､国籍にかかわらず、自分の所属する職業組合4を選択する自由を

有する(労働法典 L.411-5 条)。 

 

(3) (3) (3) (3) 退職（解雇）に関する取扱い退職（解雇）に関する取扱い退職（解雇）に関する取扱い退職（解雇）に関する取扱い    

(a) (a) (a) (a) 年齢を理由とする解雇の取扱い年齢を理由とする解雇の取扱い年齢を理由とする解雇の取扱い年齢を理由とする解雇の取扱い    

 従来からフランスでは、一般に解雇を行う際には「現実かつ重大な事由」(cause réelle et 

sérieuse) が必要であるとされており5、年齢は、それのみで「現実かつ重大な事由」となると

は司法上解されてこなかった6。1995 年 12 月 6 日の破毀院判決7は、バレエ団の従業員の年齢

制限を 39 歳と定めた労働協約に基づいて従業員を解雇した使用者に対し、年齢制限を定める

労働協約の規定は無効であり、当該解雇は年齢のみによっては正当化できないとしている。 

しかしながら、「退職とは、･･･老齢年金の受給開始という条件、又は、もし存するなら、

労働協約、集団協定又は労働契約に規定された基づく年齢条件を満たした場合における、･･･

老齢年金を満額で受給できる者の労働契約の破棄と解される。退職の条件が満たされていな

い場合には、使用者による契約の終了は解雇とみなされる」（労働法典 L.122-14-13 条）。つ

まり満額年金の受給権者8を、使用者側から一方的に退職させることは認められる。 

 なお、被用者の年齢又は老齢年金の受給権が生じたことを理由に労働契約を完全に終了さ

せることを予定する労働協約又は集団協定中の規定や、労働契約中の条項は無効とされてい

る（労働法典 L.122-14-12 条）。ただし、本条により労働契約等が無効となっても、労働法典

L.122-14-13 条に基づき満額年金の受給権を有する被用者を退職させることは可能である9。 

                                                      
4 同一､又は関連する職業の者たちにより自由に設立される団体。労働組合と使用者団体の双方を含む概念。 
5 労働法典においては、解雇の適法性を判断するため、裁判所が「現実かつ重大な事由」の存否及び解雇手続き

の適法性を審査することとされている(L.122-14-3 条)。 
6 ‘Discriminations, libertés indivuelles et harcèlements’ (Liaisons Sociales Quotidien, 2002.7.26 号) 
7 Cass. soc., 6 décembre 1995, no92-40.389, Bull. Civ. V No331 
8 一般的には、①公的年金の保険料拠出期間（40 年）を満たしており、かつ②公的年金の支給開始年齢（60 歳）

に達している者。 
9 Cass. soc., 1er février 1995, no90-42.635, Dr. social 1995 p.233 



 63

 

(b) (b) (b) (b) 整理解雇時における高齢者の保護整理解雇時における高齢者の保護整理解雇時における高齢者の保護整理解雇時における高齢者の保護    

 このほか、労働法典は、高齢者に関して、整理解雇時における雇用保護への企業配慮を求

めている。すなわち、企業は経済的な理由による解雇を行う際、解雇の順番についての基準

を定めなければならないが、その基準においては、扶養家族の状況のほか、職業的再統合が

特に難しい高齢者や障害者の状況を特に考慮しなければならないとされている(労働法典

L.321-1-1 条)。また、従業員 50 人以上の企業が 30 日以内に 10 人以上の整理解雇を行う際に

は、解雇対象者、特に高齢者その他の職業的再統合が特に難しい者について、解雇の回避や、

解雇者数の削減、復職の実施等に関する社会計画を立てなければならない (労働法典

L.321-4-1 条)。 

 

３．社会３．社会３．社会３．社会保障関係保障関係保障関係保障関係    

 フランスにおいては早期引退志向が強いと言われているが、このような志向は高齢者に対

する手厚い社会保障制度に拠るところも大きいと考えられる。EU 諸国の中で、公的年金を

60 歳で満額受給できるのはフランスだけである。 

    

(1) (1) (1) (1) 年金制度年金制度年金制度年金制度    

 フランスの民間被用者の年金制度は、1 階部分の「基礎制度」(公的年金)、２階部分の「補

足制度」(強制加入の企業年金)、３階部分の「付加制度」(任意加入の企業年金)の 3 層構造と

なっており、いずれの制度も産業別･職種別等に分立して運用されている。 

また、これらの拠出制年金のほかに、社会扶助としての「老人最低保障」制度(所得審査つ

きの非拠出制老齢年金制度)があり、65 歳以上の者すべてに一定額以上の所得が保障されて

いる10。 

(a) (a) (a) (a) 基礎制度基礎制度基礎制度基礎制度    (Les régimes de base)    

 フランスの公的年金である「基礎制度」は、社会保障法に基づき、他の特別制度に属さな

いすべての一般被用者について強制適用となっている。最高の年金支給率(平均賃金の 50％)

を得るためには 40 年の拠出期間が必要であり、拠出期間が不足すると減額支給となる。 

 年金の支給開始年齢は 60 歳である。なお、60 歳以上でパートタイム労働者として働き続

ける場合は、「部分年金」が労働時間又は収入の削減分に応じて(満額年金の 30～70％)支給さ

れる。 

  

                                                      
10 2002 年 1 月 1 日現在の最低保障額は、単身者 335.40 ユーロ、夫婦の場合 553.46 ユーロである。 
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(b) (b) (b) (b) 補足制度補足制度補足制度補足制度    (Les régimes complémentaires)    

 「補足制度」は経営者協議会(CNPF)と労働組合の間の協約年金であるが、被用者に対して

強制加入となっており、準公的年金としての性格を持っている。 

 「補足制度」においては、基礎制度の加入期間（40 年）を満たせば、60 歳から拠出額に応

じた年金が減額なしに支給される。また 65 歳からは、加入期間の長さにかかわらず、無条件

で満額の年金が受け取れる。なお、雇用に基づく所得がある場合は、年金は支給停止又は減

額される。 

 60 歳以前に早期退職した場合、一般的には減額年金が支給されるが、支給額等の条件は事

業主が加入する制度によって異なる。 

 

(2) (2) (2) (2) 失業給付失業給付失業給付失業給付    

フランスにおいては、労働協約に基づく失業保険のほか、公的扶助である「連帯制度」が

あり、いずれも高齢者に対してはより長期にわたる所得補助を行うことが可能となっている。 

(a) (a) (a) (a) 失業保険失業保険失業保険失業保険    (Régime d’asuurance chômage)    

 労働協約に基づく保険制度であるが、すべての賃金労働者が適用対象となる。失業給付の

給付期間について、50 歳以上の高齢者への優遇措置がある(表１参照)。 

また、失業給付は、一般的には老齢年金の支給開始となる 60 歳までしか支給されないが、

60 歳以上で老齢年金の満額受給に必要な保険料納付期間を満たしていない者には、一定の条

件のもとに11、65 歳まで失業保険が支給される12。 

失業給付の額は、就労時の月収額に応じ、従前の給与日額の 57.4～75％である。 

なお、完全失業者でなくても、求職者として登録しつつ短期あるいは短時間の就労をする

者は、部分的な失業保険給付を受け取ることができる。この場合の失業保険給付の給付期間

は 18 ヶ月間を上限とするが、50 歳以上の者にはこの上限が適用されない。 

 

第６－１表 失業保険の給付期間      

就労期間 給付期間 

離職前 22 ヶ月中に 6 ヶ月間         7 ヶ月 

離職前 24 ヶ月中に 14 ヶ月間         23 ヶ月 

離職前 36 ヶ月中に 27 ヶ月間 （かつ 離職日に 50 歳以上）   36 ヶ月 

  （かつ 離職日に 57 歳以上で   42 ヶ月 

  公的年金に 100 四半期以上加入）     

資料出所：UNEDIC 

                                                      
11 ①最低 365 日間失業給付を受けていること、②100 四半期以上（うち 12 年は被用者として）老齢年金に加入

していることが要件となる。 
12 ただし必要な納付期間(160 四半期)に達した場合は、65 歳前でも給付が打ち切られる。 
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(b) (b) (b) (b) 連帯制度連帯制度連帯制度連帯制度 (Régime de solidarité)    

「連帯制度」は失業保険の補足的な意味合いを持つ公的扶助制度で、「特別連帯給付」(ASS: 

Allocation de solidarité spécufique)13、「参入給付」(AI: Allocation d’insertion)14、「老齢年金相当

給付」(AER: Allocation equivalent retraite) の３つの制度がある。このうち、「老齢年金相当給

付」は、2002 年 4 月から待機特別手当(ASA)に代わり導入された制度で、公的年金の保険料

を 40 年間拠出した失業者を対象に、年金支給開始まで月額 890 ユーロ15の収入を保障してい

る。 

        

４．４．４．４．    最近の高齢者対策最近の高齢者対策最近の高齢者対策最近の高齢者対策    

フランスでは長期にわたり高失業率が続き、政府は多様な雇用政策を展開してきた。特に

若年者の失業率の高さは深刻で、若年者の雇用対策を最重要視するとともに、高齢者に対し

ては、若年者の雇用機会を増やすために、早期引退を奨励する政策がとられてきた。1983 年

に公的年金の支給開始年齢が 65 歳から 60 歳に引き下げられたことは、そのもっとも象徴的

な例であろう。 

しかしながら、このような早期引退施策はコストが高くつく一方で、失業率の低下につな

がらなかった。このため、1990 年代前半以降、年金財政の健全化を目的として、高齢者の就

業期間を引き延ばす方向へ政策を転換する兆候が見られる16。 

また、1998 年以降 EU レベルで行われ始めた「総合的雇用政策改善手続」への対応の中で、

活力ある高齢化（アクティブ･エイジング）という政策課題への対応も余儀なくされている。 

しかし、フランスの労使は、長年にわたる企業のリストラの結果深く根付いた早期引退の

慣習を考慮すると、EU によるアクティブ･エイジング政策への対応は非常に困難だとの共通

認識を示している。また、現在の引退年齢を維持することも明確に示している17。このよう

に、現時点では高齢者の就業促進をすること自体について労使の支持が得られておらず、様々

な矛盾した施策が混在する結果となっている。 

 

(1)(1)(1)(1)高齢者の雇用創出高齢者の雇用創出高齢者の雇用創出高齢者の雇用創出////早期引退抑制に関する施策早期引退抑制に関する施策早期引退抑制に関する施策早期引退抑制に関する施策    

(a) (a) (a) (a) 雇用主導契約雇用主導契約雇用主導契約雇用主導契約    (CIE: contrat initiative-emploi) 

労働市場への参入が困難な特定カテゴリーの者を支援するため 1995 年に導入されたもの

で、2003 年 7 月には高齢者をより優遇する方向へ改正されている。50 歳以上の高齢者等特定

の対象者18が、職業安定所(ANPE)を通じて就職すると、国から採用企業に対し最大 2 年間の

                                                      
13 主に失業保険給付が終了した長期失業者に対する扶助制度。 
14 必要な保険料拠出に達せず失業保険の適用を受けられない者に対する扶助制度。 
15 2003 年 7 月現在の額。 
16 「諸外国における高齢者の雇用･就業の実態に関する研究 報告書」(日本労働研究機構、2002 年) 
17 このような労使の見解については‘National Action Plan for Employment 2001 and Overview of 2000, France’ (2001
年5月)を参照。  
18 他には障害者、扶養家族を持つ片親、就職困難な出獄者、長期失業者(過去 36 ヶ月間に 18 ヶ月以上職業安定
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賃金補助が行われる。賃金補助は定額制で、通常の場合は月 330 ユーロ19であるが、50 歳以

上 65 歳未満の高齢者で、かつ一定の条件20を満たしている者については、月 500 ユーロ支払

われる。 

 

(b) (b) (b) (b) 連帯雇用契約連帯雇用契約連帯雇用契約連帯雇用契約 (CES: contrat emploi solidarité) 

 1989 年に導入された制度で、50 歳以上の長期失業者等特定の対象者21に対し、主として公

共事業におけるパートタイムの雇用機会(3～12 ヶ月の有期雇用)を提供するものである。雇用

機会を提供した使用者には、国から最低賃金の 65％に相当する賃金補助や、労災・家族給付

の使用者負担分の免除等が行われる。 

 

(c) (c) (c) (c) 高齢者の解雇時の追加負担制度（デラランド分担金）高齢者の解雇時の追加負担制度（デラランド分担金）高齢者の解雇時の追加負担制度（デラランド分担金）高齢者の解雇時の追加負担制度（デラランド分担金） 

 民間企業において 50 歳以上の従業員を解雇する場合、企業は ASSEDIC22に特別に拠出金

を支払わなければならないという制度である(労働法典 L.321-13 条及び D.321-8 条)。ただし、

50 歳を超えてから採用された者の解雇等一定の場合23には、本制度の適用除外となる。追加

負担金額は、従業員の解雇時の年齢及び当該従業員の給与額によって異なる(表２を参照)。 

 

第６－２表 高齢者解雇時の追加負担金の額 (2003年1月現在）      

(従業員50人未満の企業）          

解雇時の従業員の年齢 50-51歳 52-53歳 54歳 55歳 56歳以上     

負担金額（従前給与との比

率） 
1ヶ月分 2ヶ月分 4ヶ月分 5ヶ月分 6ヶ月分     

（従業員50人以上の企業）          

解雇時の従業員の年齢 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56-57歳 58歳 59歳以上

負担金額（従前給与との比

率） 
2ヶ月分 3ヶ月分 5ヶ月分 6ヶ月分 8ヶ月分 10ヶ月分 12ヶ月分 10ヶ月分 8ヶ月分 

資料出所：UNEDIC Ｗｅｂサイト 

本制度は高齢者の解雇の抑止をねらいとしているが、かえって企業における高齢者の採用

                                                                                                                                                                          
所に求職登録している者)、各種の生活補助(社会参入最低所得(RMI),特別連帯給付(ASS),片親手当(API))の受給者

が CIE の対象とされている。 
19 35 時間フルタイム労働の場合。パートタイム労働の場合には時間比例で減額される｡ 
20 過去 18 ヶ月間に 12 ヶ月以上職業安定所に求職登録しているか、障害者である、又は各種の所得補助(RMI, ASS)
の受給者であること。 
21 他には障害者、18～26 歳で家庭の事情により就職困難な者、各種の生活補助(RMI, ASS, API)を受けている者、

その他特に就職困難な者が CES の対象者とされている。 
22 商工業雇用協会(Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce)：失業保険の運営機関。 
23 具体的には、①(被用者の)深刻かつ重大な非行を理由とする解雇、②労働協約又は集団協定に基づく労働時間

削減につながる労働契約の更改についての被用者の拒否、③健康又は引退を理由とする使用者の事業活動の停止

による解雇、③個人による家事使用人の雇用契約の終了、④作業場の閉鎖、⑤配偶者の就職又は退職に伴う転居

を理由とする被用者の辞職、⑥コントロール不能な雇用契約の終了、⑦採用時に 50 歳以上で求職者として 3 ヶ

月以上登録していた被用者の雇用契約の終了、⑧従業員 20 人以下の企業における 12 ヶ月間で初めての 50 歳以

上の被用者の雇用契約の終了、⑩産業医により職務に対し肉体的に不適当とされたことを理由とする雇用契約の

終了、のいずれかに該当する場合は、追加負担金を支払わなくてよい。 
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意欲がそがれる結果となっており、その効果は限られたものとなっている24。 

    

(d) (d) (d) (d) 新たなスタートのための個別行動計画新たなスタートのための個別行動計画新たなスタートのための個別行動計画新たなスタートのための個別行動計画(PAP-ND: Programme d’Action Personnalisée pour un 

Nouveau Départ) 

 2001 年 7 月以降、失業者が失業保険給付を受けるためには、求職者として登録するととも

に、「雇用復帰支援計画」(PARE)に同意しなければならなくなった。この計画に同意すると、

職業安定所(ANPE)の指導のもとに再就職活動のための個別行動計画(PAP)が作成され、個人

の状況に合わせた再就職支援や職業訓練が行われる。長期失業を阻止し、社会的統合を進め

ることを目的として、失業保険給付と再就職活動を一体化させた施策であり、特に高齢者向

けというわけではないが、本制度の運用を通じて、労働市場から排除されがちな高齢者の再

統合に対する効果も期待されている25。 

 

(e) (e) (e) (e) 労使による高齢者の採用助成制度労使による高齢者の採用助成制度労使による高齢者の採用助成制度労使による高齢者の採用助成制度    

 これは、「雇用復帰支援計画」(PARE)に同意してから 3 ヶ月以上たつ 50 歳以上の求職者を、

期間の定めのない契約又は 12～18 ヶ月の有期契約により雇用した企業に対し、当該求職者の

失業給付の残存期間に相当する期間、ASSEDIC から賃金助成を行うという制度である。助成

額は、採用後 1 年目は賃金の 40％、2 年目は 30％、3 年目は 20％（期間の定めのない雇用の

場合）である。 

 

(2)(2)(2)(2)早期引退の促進早期引退の促進早期引退の促進早期引退の促進施策施策施策施策    

 下記に示すように様々な早期引退施策があるが、1997 年 7 月の省令により、早期引退給付

は重大な経済的困難にある中小企業や恵まれない雇用環境にある人々に対し、企業内部の配

置転換が失敗したときに限り行われるべきとのガイドラインが示されて以降、国及び労使に

よる早期引退への支出は抑制する方針がとられている。 

 

(a) (a) (a) (a) 国による早期引退施策国による早期引退施策国による早期引退施策国による早期引退施策    

(i) (i) (i) (i) 漸進的早期引退制度漸進的早期引退制度漸進的早期引退制度漸進的早期引退制度(PRP：：：：Préretraite progressive) 

 この制度は、55 歳以上 65 歳未満の労働者が労働時間を削減(最大 50%)して就業を続ける場

合に、給与減少分を補填するため、月額給与の 30％を FNE26から支給するというものである。

1982 年に設けられたが 1993 年の改正で大幅に適用対象が拡大された。高齢者の柔軟な引退

を可能にする制度として、今後も継続的に実施される予定である。 

                                                      
24 ‘Industrial relations and the ageing workforce: a review of measures to combat age discrimination in employment: the 
case of France’ (EIROnline, 2000.10.) 
25 National Action Plan for Employment 2002, France 
26 全国雇用基金(Fond national pour l’emploi)：国の失業基金制度。企業が国との協約に基づき支払う拠出金を財源

とし、被用者の一時的収入補償や再就職支援の援助などを行う。 
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(ii) FNE(ii) FNE(ii) FNE(ii) FNE 特別給付制度特別給付制度特別給付制度特別給付制度(ASFNE: L’allocation spéciale du fonds national pour l’emploi) 

 この制度は、経済的な理由によって解雇された 57 歳以上 65 歳未満の労働者で、再就職が

特に困難な者に対し、年金満額受給開始年齢まで、FNE から所得保障を行うものである。保

障額は従前所得の 65％である。上記の 1997 年 7 月の省令に基づき、継続的に利用者数を減

らす方向で運用されている。 

 

(iii) (iii) (iii) (iii) 特定給与労働者期限前活動停止制度特定給与労働者期限前活動停止制度特定給与労働者期限前活動停止制度特定給与労働者期限前活動停止制度(CATS: Cessation anticipée d’activité de certains 

travailleurs salariés) 

  この制度は 2000 年 2 月に導入された措置で、産業別・企業別の労働協約を基礎に、厳しい

労働条件（流れ作業やシフト勤務、夜勤）に 15 年以上就いている 55 歳以上の労働者に対し

て早期退職を認め、年金の満額支給が受けられるまで手当を支給するというものである。手

当額は従前所得の 65％であるが、部門ごとにそれ以上の額を定めることも可能である。手当

金は、57 歳以上の者に限り国が一部(最大 50％)負担し、残りは企業が負担する。 

この新しい制度の特徴は、①国による早期引退への支出対象が非常に限定的であること、

②早期引退制度導入の権限と負担を産業･企業レベルに下ろすことにより、年齢管理に対する

企業の認識を高めてもらうことが期待されていること、にある。しかし利用者数は着実に増

えており、2002 年 12 月には 266 の産業別･企業別協約が結ばれ、約 21,000 人が手当金の受

給資格を得ている。 

 

(b) (b) (b) (b) 労使による早期引退施策労使による早期引退施策労使による早期引退施策労使による早期引退施策    

 1990 年代後半に、下記のような広範な早期退職制度が創設されたが、現在はいずれも廃止

が決まっている。 

 

(i) (i) (i) (i) 雇用代替給付制度雇用代替給付制度雇用代替給付制度雇用代替給付制度(ARPE: L’allocation de remplacement pour l’emploi) 

 公的年金の保険料を 40 年間拠出した高齢者を 60 歳前で退職させることができるという制

度である。ただし退職者と同数の従業員を新規採用することが条件となる。退職した高齢者

には、ASSEDIC から従前所得の 65％が 60 歳まで支給される。1995 年に導入されたが、2003

年１月以降、新規受給申し込みは受け付けられていない。 

 

(ii) (ii) (ii) (ii) 高齢失業者給付高齢失業者給付高齢失業者給付高齢失業者給付(ACA: L’allocation chômeurs âges)  

 公的年金の保険料を 40 年間拠出した失業者に、60 歳まで ASSEDIC から給付を行う制度で

ある。1997 年に設けられたが、2002 年 1 月以降に失業した者については利用できないことと

されている。 
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５．政労使の対話の促進５．政労使の対話の促進５．政労使の対話の促進５．政労使の対話の促進    

 先にも述べたように、フランスにおける高齢者の早期引退志向は労使ともに根強いものが

あるが、高齢者の就業率向上に向けて、政府主導の対話が進められている。 

2000 年に政府は、退職制度のあり方と高齢者の就業率向上の問題について考え、対話を進

める場として、退職オリエンテーション委員会 (COR: Le Conseil d’Orientation des Retraites) 

を設置した。この委員会は、労使代表者及び議員、その他の有識者により構成されている。

2001 年 4 月には「引退まで働ける社会と高齢者の経験の評価」と題する全国的シンポジウム

を開催し、2001 年 12 月には最初の報告書「退職：世代間の社会的契約の革新」を出してい

る。 

 また、経済社会諮問院(Conseil économique et social)27でも 2001 年 11 月、「活力ある人口と

雇用の動態－2010 年までの先見的な年齢管理」と題する報告書兼意見書を発表している。 

 

６．年金制度の改革６．年金制度の改革６．年金制度の改革６．年金制度の改革    

 フランスの公的年金制度の財政状況は深刻な状況にあり、早急な対策の必要性が従来から

認識されていたが、既得権の維持を狙う労働組合の強い抵抗などにより、改革は遅々として

進んでいなかった。しかし 2003 年 7 月、ついに年金改革法案が可決、成立した。その主な内

容は以下のとおりである28。 

• 保険料拠出期間の延長 

 2009 年から 2020 年にかけて、保険料の拠出期間(現行では公務員 37.5 年、民間 40 年)

を官民とも 42 年に延長する。 

• 低額の年金受給者への保護の引き上げ 

 民間の労働者について、拠出期間の不足 1 年ごとに 10％年金の減額支給を行っていた

ものを、5％に縮減する。また、低賃金労働者に対する年金支給の最低保障額を、全産業

一律スライド制最低賃金の 85％とする。 

• 官民格差の是正 

 公務員の年金保険料の拠出期間を、2008 年までに現行の 37.5 年から民間と同じ 40 年

にする。また、公務員の年金支給額を民間と同様、物価にスライドさせるほか、拠出期

間不足の場合の支給額について、民間と同じ減額システムを取り入れる。 

 このほか、労働組合側は 60 歳以前に年金を受給できる権利の確立を要求していたが、全面

的には受け入れられず、16 歳以下で就労した者に限り、60 歳以前の早期退職が認められるこ

ととなった。 

                                                      
27 憲法により設置された、経済的社会的問題について政府の諮問に応える機関。 
28 「経営タイムス」2003 年 7 月 31 日号 



 70

７７７７．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

2004 年 2 月フランス政府は、従来分割されていた差別関係の政府機関を一つに統合するこ

とを発表した。すべての差別に対応する独立の機関を首相府の下に置くというもので、フラ

ンス政府は 2004 年中の設立を目指している。政府案のポイントを整理すると以下の通りであ

る29。 

① 11 人の執行役員と、様々な領域を代表する約 80 人で構成される。 

② 民族、宗教、性、信仰、障害、年齢、健康、性的志向に関わる全てのタイプの直接、

間接差別と闘う権限を有する。 

③ 情報提供、助言、差別事案の原告が適切な訴訟手続きを見出すような助力を行うとと

もに、ガイドラインや好事例の公表などにより平等化を推進する。 

④ 今後の差別是正立法策定や差別是正施策の立案、に当たっての助言、具体的事案にお

ける調停、企業における警告、調査も行う。 

⑤ 新機関は、差別者への制裁は行わないが、各法的手続において差別の証拠を提出する

権限を有する。 

 

この政府案については、一つの機関ですべてに対応できる、と歓迎する意見と、個々の差

別への取り組みが弱まるのではとの反対意見がある。ともあれ、この新機関が最終的にどの

ような形で成立し、年齢差別問題にどのように取り組むのかが大変注目される。 
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29 European Industrial Relations Review, April,2004,ｐ７。 
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第７章 オランダの状況 

 

１．オランダの高齢者雇用政策１．オランダの高齢者雇用政策１．オランダの高齢者雇用政策１．オランダの高齢者雇用政策    

（１）早期引退文化の定着（１）早期引退文化の定着（１）早期引退文化の定着（１）早期引退文化の定着    

1982 年、オランダの政労使は、当時の深刻な経済状況（失業率の増加、財政赤字など）に

対応し、「ワッセナウ合意」を締結し、ワークシェアリングを本格的に導入した。①労働組合

は賃金抑制に協力する、②企業側は雇用確保と時短を実施する、③政府は財政支出を抑制し

減税を実施する、というものである。こうした経済社会情勢の下、若年者の雇用が優先され、

高齢者の早期引退も奨励されたが、次の 3 つの制度が早期引退ルートとして利用された。 

・任意早期引退ルート 

産業別労働協約に基づく任意早期引退制度（VUT）で、税制上の優遇が受けられる。

表面的には個々の労働者の選択による自主的な制度である。給付開始年齢は産業により

異なるが、従来賃金の 8 割から 10 割の給付を提供する。 

・失業ルート 

失業保険などにより、公的年金受給開始年齢まで最終 勤労所得の 7 割の給付を受け

られるというものである。「高齢者指針」（整理解雇の際、高齢者を優先させていいとす

る政府規則）と「57.5 歳規則」（57.5 歳以上の者は求職活動せずに 65 歳まで失業給付を

受給できる）により、企業にも高齢者にも魅力的な選択肢であった。 

・障害給付ルート 

１年間継続的に障害状態にあり、少なくともなお 15％障害が残る 65 歳未満の者に支

給される。受給者の半数以上が 50 歳以上である。公的な疾病給付、障害給付は最終勤労

所得の各 80%、75%であり、多くの使用者が上乗せ給付をしている。従来、障害が原因

で適当な仕事が見出しえないのであれば、部分的な障害であっても満額給付が出るなど

緩い運用をしていた。 

早期引退促進により、オランダでは、1970 年代以降 90 年代前半にかけて男性高齢者（55

歳～64 歳）の就業率（就業者数を人口で割った数字）は、1971 年には 79.3％の水準から、

1993 年には 40.5％まで低下し、欧州でも最低レベルとなった。 

 

（２）遅い引退の奨励への転換（２）遅い引退の奨励への転換（２）遅い引退の奨励への転換（２）遅い引退の奨励への転換    

オランダは、1990 年代後半、政府は長年の早期引退政策から、引退を延期する方向に政策

を大転換し、高齢者の就業率も 1990 年代半ば以降上昇に転じた。55～64 歳男性の就業率は、

1993 年の 40.5％から 2002 年には 54.7％に大きく上昇した（第２章表１を参照のこと）。 

産業別労働協約に基づく任意早期引退制度（VUT）については、近年の見直しで、賦課方

式から各自の積立分を増やす方式に変更され、給付額の計算も最終賃金ではなく平均賃金を

基礎になされることとなった。事業主にとってはコスト削減、労働者にとっては選択の拡大
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ではあるが、引退延期につながっている。 

失業保険については、「57.5 規則」の早期撤廃を狙っているが、オランダでは大変流動的

な政治情勢が続いているため、改定が中々実現しない。 

障害保険（WAO）については、1990 年代に入り、この制度による早期引退を困難にする

ため、数回制度改正が行われた。まず、労働市場要因が除去（まだまだ要件が緩いとの批判

が多いが）された。さらに、労働能力の低下と病気・傷害に「直接かつ客観的な関係」が必

要とされた。さらに 1998 年改正で、障害者の新規認定実績に基づき、産業・企業ごとに保険

料に差をつける（障害者が多く出ると保険料が高くなる）システムが導入された。 

 

（３）就業率目標と「高齢者と雇用タスクフォース」（３）就業率目標と「高齢者と雇用タスクフォース」（３）就業率目標と「高齢者と雇用タスクフォース」（３）就業率目標と「高齢者と雇用タスクフォース」 

オランダ政府は、ＥＵのストックホルム目標（EU 平均で 55～65 歳の高齢者就業者を 2010

年 50％にする。第２章参照。）に呼応し、毎年高齢者を 3.4%増加させ、2010 年までに 50%と

する目標を打ち出している。ＥＵ委員会もオランダについては十分可能性があるとしている。    

オランダ政府は、2001 年６月、高齢者雇用政策を政労使その他のトップレベルで協議する

「高齢者と雇用タスクフォース」を設立した。この「高齢者と雇用タスクフォース」の議長

は、フリースランド州知事エッド・ナイペルス氏で、オランダ経団連、オランダ労働組合総

連合（FNV）など政労使のリーダーや有力マスメディア関係者などがメンバーとなっている。 

第１回中間報告”Rather honey than vinegar（強制よりは誘導で）”を 2002 年４月に、第２回

中間報告”Count yourself lucky”（自分を幸福と思え）を 2003 年 2 月に出し、2003 年秋に最終

報告を予定している。第１回中間報告（強制よりは誘導で）では、①厳しい年齢制限の除去、

②選択肢を減らさない前提での、年金受給開始年齢到達時での強制退職の是正、③高齢者を

より目に見える形に、④情報コミュニケーション技術（ICT）の重要性、⑤訓練の重要性、

⑥健康投資の確保、⑦経済誘導措置の効果を明確に、⑧モデル事例の広汎な開発を、⑨労働

力の高齢化に対する金融機関の助言の重要性、⑩高齢者問題全般にむらのない研究の推進、

⑪高齢者問題は多くの省庁の連携で、の 11 項目からなる提言が出されている。付言すると、

①の年齢制限の除去では、特に、高齢者に働きやすい就業環境の改善と漸進的引退の奨励が

挙げられている。②の強制退職の是正では、本人が希望すれば、65 歳の時点で、使用者との

間で雇用継続するか新たな契約に入るか協議できる労使合意を結ぶべきだ、との提案をして

いる。但し、現在 65 歳時点で就労継続する者は 11％に過ぎず長期的な効果を期待するとし

ているのが面白い。 

第 2 回中間報告（自分を幸福と思え）では、より長く働くことの重要性が強調されている

（Dutch people will have to work longer.）。マネー、健康、認識（理解）、個人的能力開発、自

由の５つの分野にまたがり、28 の問題提起をしている。例えば、これまで試みられていない

才能を開発せよ、誰もがいつでも好奇心豊かに、などの指摘は興味深い。 

最終報告は、2003 年 12 月に出され、次のような目標が提示されている。 
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①企業の年齢構成をバランスさせること（年齢の多様性の管理）。 

②高齢者にキャリアを継続させるよりよい可能性を提供すること。 

③４５歳以上の労働力率を高めること。 

④好事例(good practice)、最良の実践事例(best practices)作りを促進し、広め、意識を喚起し、

議論を活発にし、世論を新しい考え方に向けること。 

 

（４）最近の高齢者雇用促進策（４）最近の高齢者雇用促進策（４）最近の高齢者雇用促進策（４）最近の高齢者雇用促進策    

 近年、高齢者の雇用促進にオランダ政府は大変力を入れており、多くの手段が導入されて

いる。2002 年 4 月には、58 歳以上のすべての在籍者について、事業主負担分の社会保険料を

免除し、一方高齢者自身には税控除を実施した。労働協約についても、60歳以上の高齢者に

ついて、時間短縮、特別年次休暇の付与、残業・深夜勤務の減少などを規定したものが増え

ている。 

 

２．オランダ企業における人事政策２．オランダ企業における人事政策２．オランダ企業における人事政策２．オランダ企業における人事政策    

 オランダ・ナイメヘン大学のデルスン教授によると、オランダでは、35 歳から 40 歳にな

ると、使用者の関心が非常に下がり、もはや職務評価面接はなくなり、訓練機会も少なくな

る。そして、加齢につれ、職務経験の量は増えるが経験の幅は狭まる、と言う1。 

 デルスン論文で面白いのは、オランダにおいても、賃金カーブは年齢とともに上昇するが

労働生産性のピークは 45 歳前後である。そして、この仕組みは若年者（長期雇用されるとメ

リットが大きい）にも高齢者（余剰になると失うものが大きい）にも企業への献身（コミッ

トメント）を生み出しているが、将来的にはこの年功給はコスト問題を生み出すだろうと予

測され、事業主は高齢者の雇用を余剰と考えがちになる、と日本でもよく耳にする議論を展

開していることである。 

 このように、従業員の高齢化の影響を後ろ向きにとらえる事業主が、オランダでもまだま

だ多いが、経済が比較的堅調で労働力不足基調にあるため、年齢障壁の軽減など高齢者の活

用の必要性の認識は着実に浸透しつつある。 

 

３．政府における年齢差別是正への取り組み３．政府における年齢差別是正への取り組み３．政府における年齢差別是正への取り組み３．政府における年齢差別是正への取り組み    

    オランダ憲法は、宗教・人生観・政治的信念、人種、性を除くと、「他のあるゆる事由によ

る」との一般的文言で差別を禁止している。労働市場における年齢差別につき憲法に基づき、

これまで数十の訴訟が起こされているという2。    

                                                      
1 Lei Delsen, “Aging and work in the Netherlands”, in ‘Ageing and work in Europe’, eds by Hartmut Buch, Bernd 

Dworschak, 2003 
 
2 Hornstein(2001)。憲法規定に基づき年齢差別を立証することはきわめて難しいが、勝訴の事例もあるという（同
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 オランダでは、高齢化の進行と人手不足という労働市場の変化の中で、1990 年代後半に政

治家や国民の間で年齢差別に対する認識が急速に高まったとされる。早期引退を若年失業な

どの「解決策」ではなく、高齢化の進展などを考えると、「是正すべき問題」とする見方に変

わってきた。1996 年初めまで年齢差別は、高齢者自身の広範な「差別経験」に深く根ざした

政治問題だとは思われていなかった。しかし、1995 年に、「高齢者政策に関する包括的行動

計画 1995―98 年」が発表され、なかでも年齢差別の問題に重点が置かれたこと、1996 年 2

月 29 日、1994 年に設立され政府の助成を受けている NGO「全国年齢差別対策局（Landelijk 

Bureau Leeftijdsdicriminatie）」が「年齢差別に関する苦情申し立て全国デー」を設け、合計 2,538

人もの者が年齢差別を受けたと報告したことなどから、にわかに政策論議になり、メディア

にも取り上げられた。年齢差別（特に労働における年齢差別）が予想以上に広がっているの

ではないか、という見方が急に浮上したという3。 

 その後、政府によるキャンペーンなどの諸政策が行われた他、年齢差別を禁止する法律の

制定が何度も試みられた。 

 

 

４．４．４．４．EUEUEUEU一般雇用機会均等指令の年齢関係部分への対応一般雇用機会均等指令の年齢関係部分への対応一般雇用機会均等指令の年齢関係部分への対応一般雇用機会均等指令の年齢関係部分への対応4444    

年齢差別禁止法に関しては、1997 年末に政府が「従業員の採用や選考に関して年齢差別を

してはならない」旨の法案を議会に提出したが、これは禁止範囲が採用・選考面に限定され

ているとの批判の一方で、明確な例外規定がない（「客観的に正当化できなければ年齢に基づ

く違いは禁止される」と規定されていた。）との批判も受け、撤回を余儀なくされた。第２の

法案、「雇用・職業における年齢差別を禁止する法案」は、1999 年末に議会に出された。こ

れは募集、採用、職業訓練・教育、昇進に関する年齢差別を禁止し、明示的な７つの例外規

定を有するものであった。しかし、例外規定が不明確との批判を受けた5他、国会審議中の

2000 年 12 月に、「雇用・職業における均等待遇の一般的枠組を設定するＥＵ指令」がＥＵ委

員会から出され、この指令を満たすため再検討を迫られた。この指令を満たすための第３の

法案が、解雇、就業環境、就業条件を含んだものとして、2001 年 12 月に国会に上程された。

2002 年中には法律となるはずであったが、2002 年を通じオランダは政治的に不安定状態で推

移し、2003 年 12 月にやっと成立した。発効日は 2004 年 5 月である。 

                                                                                                                                                                          
書 p80）。 
3 日本労働研究機構（2002）所収デ・ヴルーム論文 p230～1。申し立て者のうち、62.8％は雇用に関して差別を受

けたとし、雇用の中では、応募時に年齢を理由に受理されなかったが 40.5%、採用広告に年齢制限が記載されて

いたが 19.6%であった。 
4 本節は、日本労働研究機構（2002）所収デ・ヴルーム論文、European Employment Observatory 所収の Wilthagen
論文、IDS/Employment Europe507、p20-21(March 2004)及びジェトロ在アムステルダム事務所松浦宏氏からの情報

などを基に記述した。 
5 例えば、例外規定の１つは、「バランスの取れた年齢構成が企業に取ってきわめて重要な場合」であったが、最

大手企業の経営幹部の大半が担当部門は理想的な年齢構成を取っていると報告していた（上記デ・ヴルーム論文

p231）。 
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新法のポイントを整理すると次のようになる。 

１）①募集・採用、②雇用条件、報酬、③教育・訓練、④昇進、⑤退職、など雇用の各面

が広く対象とされ、上限・下限年齢はない。 

２）以下の例外規定がある。 

① 公的年金受給対象年齢（65 歳）に達した者の雇用終了（但し、労働社会大臣は、こ

の例外を今後も認めるか労使等の意見を聴取したいと表明している。） 

② ある年齢層を特別に対象とした雇用政策 

③ 真正の職業的要件 

  差別が、合法的な目的（legitimate aim）や、その目的の達成に使われる「適切で必

要な」手段によって客観的に正当化される場合 

３）一時的な例外 

① 早期引退制度に基づく 65 歳未満の定年年齢の設定は、2006 年 12 月まで許容される。

それ以降、当該制度を維持しようとする場合は、正当理由を提示しなくてはならない。 

② 軍隊の年齢制限は、2008 年 1 月まで継続される。 

４）いくつかの論点 

①若年者（23 歳未満）の雇用を促進するための特別最低賃金規定（通常の最低賃金より

低く設定）は維持される6が、オランダ国内では議論があるという。 

②労働協約で多くの年齢関係規定がある。高齢者のための特別年次有給休暇、残業・深

夜労働の免除、年齢給、年齢とリンクした解雇基準、早期引退制度などである。 

 今後、労働協約でこうした規定を残すとすれば、客観的に正当化されなくてはならな

くなる。 

③他の差別要因との関係 

  オランダには、1994 年に成立した一般雇用機会均等法があり、2003 年 4 月に成立し

た障害による雇用差別禁止法とともに、年齢差別禁止法も、将来的にはこの一般法に

統合しようと、オランダ政府は考えている。 

 

企業の対応については、従業員の高齢化の影響を後ろ向きといまだとらえる経営者が多い

が、対処の必要性の認識は浸透しつつあるとされる。 

 

                                                      
6 新法第７項の１a)で許容されている。 
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[[[[資料資料資料資料] ] ] ] 雇用における均等待遇（年齢差別）法雇用における均等待遇（年齢差別）法雇用における均等待遇（年齢差別）法雇用における均等待遇（年齢差別）法    

2003 年 12 月に成立した「雇用における均等待遇（年齢差別）法」の筆者による仮訳を、

参考までに掲載する。翻訳に当っては、藤本隆史氏（労働政策研究・研修機構リサーチフェ

ロー）の協力を得た。 

 

Equal treatment irrespective of age in employment, occupation and vocational training Act    

(Equal Treatment in Employment (Age Discrimination) Act) 

雇用、職業、職業訓練における年齢に関する均等待遇法雇用、職業、職業訓練における年齢に関する均等待遇法雇用、職業、職業訓練における年齢に関する均等待遇法雇用、職業、職業訓練における年齢に関する均等待遇法    ( 雇用における均等待遇〔年齢差雇用における均等待遇〔年齢差雇用における均等待遇〔年齢差雇用における均等待遇〔年齢差

別〕法別〕法別〕法別〕法 ) 

 
§1 概要概要概要概要 

 

差別の定義差別の定義差別の定義差別の定義 

第１項第１項第１項第１項 

１．この法律では、差別は年齢やその他の性質を理由とした差別、あるいは年齢を理由とし

た差別に結果としてつながる行為を意味する。 

２．上記で言及された理由における差別の指示は、第１項１の意味における範囲において差

別と見なされる。 

 

年齢を理由とした嫌がらせ（ハラスメント）年齢を理由とした嫌がらせ（ハラスメント）年齢を理由とした嫌がらせ（ハラスメント）年齢を理由とした嫌がらせ（ハラスメント） 

第２項第２項第２項第２項 

１．この法律で規定する差別の禁止には、ハラスメントの禁止も含まれる。 

２．前節で言及されたハラスメントは、個人の威厳を侵害し、威圧的、敵対的、下劣的、屈

辱的あるいは攻撃的環境を醸成する目的もしくは影響のある、年齢に関する行為を意味す

る。 

 

 

§ 2 禁止の範囲禁止の範囲禁止の範囲禁止の範囲（Scope of the prohibition） 

 

雇用雇用雇用雇用 

第３項第３項第３項第３項 

以下の事柄に関する差別は違法とされる。 

a) 募集、採用、任命 (the recruitment, selection and appointment of personnel) 

b) 仕事の配置 (job placement) 

c) 雇用関係の開始と終了 (entering into or terminating an employment relationship) 
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d) 公務員の任命と罷免 (the appointment and dismissal of public servants) 

e) 雇用条件 (conditions of employment) 

f) 雇用関係中および雇用に先立つ教育訓練  (education and training during or prior to an 

employment relationship) 

g) 昇進 (promotion) 

h) 労働条件 (working conditions) 

 

独立専門職独立専門職独立専門職独立専門職（The liberal profession） 

第４項第４項第４項第４項 

独立専門職の入職や入会条件（admission）に対して、またそのような職業を営む、あるい

はその職業の専門的技能を高める機会に関して差別することは違法とされる。 

 

職業訓練職業訓練職業訓練職業訓練 

第５項第５項第５項第５項 

以下の事柄に関する差別は違法とされる。 

a) キャリア形成への支援や職業指導の利用や提供 

b) 労働市場への参入や労働市場でより有効に機能する（functioning）ことに向けた訓練や、

そのような訓練の修了に関連した試験の利用や提供 

 

各種団体への加入各種団体への加入各種団体への加入各種団体への加入 

第６項第６項第６項第６項 

使用者の組織や労働組合あるいは専門的、職業的団体の加入あるいは関与に関する差別は違法と

される。これは、そのような組織や団体への加入から生じる利益にも適用される。 

 

 

§ 3 差別禁止の例外差別禁止の例外差別禁止の例外差別禁止の例外 

 

客観的に正当化される取り扱い客観的に正当化される取り扱い客観的に正当化される取り扱い客観的に正当化される取り扱い (Objective justification) 

第７項第７項第７項第７項 

１．差別の禁止は以下の場合には適用されない。 

a) 差別が、法令によってあるいは法令に準じて策定された、特定の年齢集団の雇用を推進

する、雇用あるいは労働市場政策に基づく場合。 

b) 差別が、当該個人が、一般老齢年金法（AOW）に基づいて受給開始年齢（65 歳。筆者

注）に達したこと、あるいは、法令によってあるいは法令に準じて策定された、もしく

は労使間で合意された、公的年金受給開始年齢以上に設定された年齢以上に到達したこ
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とを理由とした、雇用関係の終了に関係する場合。 

c) 差別が、合法的な目的（legitimate aim）や、その目的の達成に使われる適切で必要な手

段によって客観的に正当化される場合。 

２．前節は、第２項で言及されたハラスメントのケースには適用されない。 

 

（職域）年金（職域）年金（職域）年金（職域）年金 

第８項第８項第８項第８項 

１．この項の目的における「年金制度」は、企業や産業分野、職業、公務で１人以上の人が

行う活動のみに関連して適用される年金制度を意味する。そしてこの制度は、法定の社会

保障制度を補完するもので、適用対象者によって個人的には条件設定が可能ではないもの

を指す。 

２．年金制度において規定された加入（admission）年齢や受給開始年齢、もしくは被雇用者

あるいは被雇用者の集団もしくはカテゴリーに対する加入（admission）や資格付与

（entitlement）に異なる年齢を設定していることは、差別の禁止とみなされない。 

３．年金数理上の計算において年齢基準を用いることは年齢差別に当たらない。 

 

 

§ 4 年齢制限の明記年齢制限の明記年齢制限の明記年齢制限の明記 

第９項第９項第９項第９項 

欠員を募集する際に、年齢を理由とした区別がなされる場合は、その根拠が明白に述べられなけ

ればならない。 

 

§ 5 法的保護法的保護法的保護法的保護 

 

不当被害防止不当被害防止不当被害防止不当被害防止 （Protection against victimisation ） 

第第第第10項項項項 

この法律に依拠した法的ないしその他の手段における個人の行動への敵対的取扱い

(adverse treatment) あるいはそれに関連する支援の提供は、禁止されるものとする。 

 

解雇に対する保護解雇に対する保護解雇に対する保護解雇に対する保護 

第第第第11項項項項 

１．第３項に違反している使用者による雇用の終了は無効とされる。 

２．この法律に依拠した法的ないしその他の手段における個人の行動への敵対的取り扱い

(adverse treatment) あるいはそれに関連する支援の提供による、使用者からの雇用の終了は

無効とされる。 
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３．一般行政法（General Administrative Law Act） の第８章に拘らず、本項の１と２．で言

及されている根拠に基づき発動される被雇用者の権利は、雇用の終了の日から２ヵ月後に

失効する。民法典の第 3 編の 第 55 条は適用されない。 

４．解雇無効に関する法的請求に関する期限は、雇用が終了した日から６ヵ月後に失効する。 

５．第１節と第２節で言及されている雇用の終了は、使用者に損害賠償支払いの責任がある

と見なされない。 

 

挙証責任挙証責任挙証責任挙証責任 （Burden of proof ） 

第第第第12項項項項 

１．この法で言及されているような差別によって不当な扱いを受けたと見なされたある個人

が、差別が生じたと推定される事実を裁判で受け入れさせた(establishes before a court)場合、

被告が、当該の行為がこの法に違反していなかったことを証明(prove)しなくてはならない。 

２．本項１の規定は、民法典第 3 編の 305 条 a で言及されている法的行為（legal action）や、

一般行政法１：２項第３節の意味の範囲内における利害関係者によって実施された請求

（appeal）に、必要な変更を加えて適用される。 

 

無効無効無効無効 （Invalidity ） 

第第第第13項項項項 

この法に違反している条件は無効とされる。 

 

均等待遇委員会均等待遇委員会均等待遇委員会均等待遇委員会 (Equal Treatment Commission) 

第第第第14項項項項 

均等待遇法(The Equal Treatment Act)の第 11 項で言及された均等待遇委員会は、本法の意味

範囲内で差別があったかどうかを調査する権限を持つ。均等待遇法の第 12、13、14、15 項、

第 20 項の第 2、第 33 節が、必要な変更を加えて適用される。 

 

 

§ 6    経過規定経過規定経過規定経過規定とととと最終条項最終条項最終条項最終条項 （Transitional and Final provisions ） 

 

評価評価評価評価 

第第第第15項項項項 

司法省大臣、内務･宮内省大臣そして教育文化科学省大臣、社会問題雇用大臣と協議の上、この

法律が有効となって５年以内に、その有効性と実施の影響に関して、オランダ議会に報告書を提出

しなくてはならない。 
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                            引退のための経過規定引退のための経過規定引退のための経過規定引退のための経過規定 （Transitional provision for retirement ） 

第第第第16項項項項    

雇用契約、私的年金事業ないし行政当局により発せられた命令に、本法が発効する前に、年金支

給開始年齢が規定されている場合、関係者が、AOW（一般老齢年金法）の受給開始年齢より低いそ

の受給開始年齢に達した時における、雇用契約ないし公務員の任用の終了に関する差別には、2006

年12月までは、本法の差別禁止規定は適用されない。 

 

軍隊への経過規定軍隊への経過規定軍隊への経過規定軍隊への経過規定 

第第第第17項項項項 

この法は、1931年制定の軍人法で言及されている軍人、徴兵枠組法(Compulsory Military Service 

Framework Act)の第１項で言及されている徴兵された兵士、軍隊（予備役）法の第２項で言及され

ている予備役兵には、2008年1月まで適用されない。 

 

他の法規定の改定他の法規定の改定他の法規定の改定他の法規定の改定 

第第第第18項項項項 

国家審議会第５項での「35歳以上の者」は、削除される。 

 

第第第第19項項項項 

政府会計法（The Government Accounts Act）42 項 1 節での「35 歳以上の者」は、削除される。 

 

発効日発効日発効日発効日 

第第第第20項項項項 

この法律は、勅令により決定された日に発効される。 

 

法律名法律名法律名法律名 

第第第第21項項項項 

この法律の名称は、雇用における均等待遇（年齢差別）法とする。 

 

 

 

（追記）本稿の作成にあたっては、松浦宏氏（ジェトロ在アムステルダム事務所）の多大な

協力を得た。記して謝意を表したい。 
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第８章 スウェーデンの状況 

 

１．スウェーデンの「労働第一主義」と高齢者の高い就業率１．スウェーデンの「労働第一主義」と高齢者の高い就業率１．スウェーデンの「労働第一主義」と高齢者の高い就業率１．スウェーデンの「労働第一主義」と高齢者の高い就業率    

スウェーデンの高齢者就業と政策の特徴を挙げると次のようになろう。 

（１）高齢者就業率が EU 諸国のなかでは、ひときわ高い。2001 年における高齢者（55 歳～

64 歳）の就業率は男 69.4%、女 64.0%と、女性は世界でもトップクラス、男性も日本の

78.4%よりは低いものの、EU 諸国の中では一番である（EU15 カ国平均は男 48.9%、女

29.1％。第２章第２－４表を参照）。就業者の労働市場からの平均退出（引退）年齢も、

2001 年で、男 62.2 歳、女 61.9 歳とかなり高い(ＥＵ計では、男 60.5 歳、女 59.1 歳)。 

（２）こうした高齢者の高い就業状況を政府の政策が支えている。スウェーデンでは、金銭

給付より、教育・訓練などの積極的雇用政策による通常引退年齢までの就業促進(福祉よ

り就労を重視するワークフェアないし労働第一主義 work principle）が戦後一貫した政策

となっている。雇用保護法も、従来から 65 歳未満の定年を禁止していたが、2001 年の

改正で、67 歳に引き上げられた。 

 

２．最近の就業促進方策２．最近の就業促進方策２．最近の就業促進方策２．最近の就業促進方策    

スウェーデンも、1991 年から 93 年の経済危機で高齢者の就業率は大きく落ち込んだ（男 

性 55～64 歳で、1991 年は 73.7%、93 年は 65.9%、95 年は 64.4%）。その後、2002 年には 70.7%

にまで回復したが、政府は人口構成の変化による社会保障費用の増大などへの対応から、次

のような方策で、高齢者就業率の一層の向上に努めている。 

 

(1) (1) (1) (1) 障害者年金の見直し障害者年金の見直し障害者年金の見直し障害者年金の見直し    

従来、スウェーデンにおいては、高齢者の障害者年金の受給が多かった（第２章第２－1

図を参照）。しかし、1997 年 1 月以降、障害者の認定基準が変わり、労働市場要因（労働市

場で職を探すのが著しく困難）が除かれ、医学的要因だけとなった。一方、障害者年金の見

直しも 2000 年１月に導入され、就業後 3 年間は、障害者年金の権利を失うことなく、就業復

帰が可能になった。 

    

（（（（2222））））    長期病気休暇制度の受給者の減少長期病気休暇制度の受給者の減少長期病気休暇制度の受給者の減少長期病気休暇制度の受給者の減少    

    障害者年金の見直し後は、直接年金生活に入らない場合は、失業給付か疾病給付を通じて

の引退が主となった。平均疾病休暇日数は増加しており、特に 55 歳～59 歳女性では、1998

年の 26.9 日から 2001 年の 44.0 日へと大きく増加している。しかもこの数字は病気の最初の

14 日を含まない数字である（最初の 14 日は、事業主負担）。障害者年金から疾病給付への一
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定の代替があったと推測されている1。政府は、2008 年までの疾病給付平均受給日数を半減

させる目標を設定している。特に、職場環境の改善により受給者減少を図ろうとし、「就業生

活での健康増進のため実行すべし 11 ポイント計画」を始めた。その中では、病気後の職場復

帰を早めること、健康・医療への関与を強めることは事業主の明確な義務と書かれている。

そして、事業主の職場環境改善の動機付けを高めるため、事業主負担を最初の 14 日分より増

やすことを計画している。 

 

(3) (3) (3) (3) 失業保険、長期失業者対策失業保険、長期失業者対策失業保険、長期失業者対策失業保険、長期失業者対策    

 2001 年２月に行われた失業保険制度の見直しで、受給開始後 100 日を過ぎると給付額の上

限が低くなった（多くの受給者の給付額が削られるようになった）。また、長期失業者に、少

人数からなる訓練や再就職支援プログラムなどからなる個別にデザインされた行動計画を提

示することで、就業復帰を強力に支援する「活動保証」（アクティビティ・ギャランティー）

が展開されている。2000 年 8 月には、56 歳以上の高齢者で「活動保証」に 3 ヶ月以上参加し

た者を対象とした「特別雇用支援方策」が導入された。これは, 労働コストの 75％（上限 525

スウェーデンクローネ）を 24 ヶ月負担する制度である。但し、高齢者だけを対象としていな

い他の雇用支援プログラムも高齢者の参加率が高い。 

 

(4) (4) (4) (4) 高齢市民高齢市民高齢市民高齢市民 2005200520052005    

 スウェーデンでは、「高齢市民 2005―Senior Citizen 2005」と称する国会委員会が設置され、

2005 年以降における高齢者の社会生活をめぐる政策提言をまとめている最中である。この委

員会は、国会における政治的構成を反映した１７人に委員で構成され、関連政府機関などの

専門家の助言を受けながら検討している。政府からは、以下のことを確保する方策の提言を

要請されている。①高齢者の独立を維持しながら安全に不安なく年を取ること、②積極的生

活を送り、彼らの日常生活だけでなく、自治体全体に影響する決定に参画すること、③尊敬

の念で待遇されること、④高水準のケアと社会サービスを受け得ること。こうした要望を踏

まえ、職業生活面では、50 歳から 64 歳の高齢者の就業率の野心的引上げ方策の検討などが

行われている。（http://www.senior2005.gov.se/） 
 

 
３．雇用保護規制と退職年齢３．雇用保護規制と退職年齢３．雇用保護規制と退職年齢３．雇用保護規制と退職年齢    

雇用保護も強く、勤続年齢の短い順での解雇(ファーストイン・ラストアウト・ルール)が原

則（雇用保護法）となっている。労働組合との合意で変更できるが、割増年金又は退職金支払

いが必要となる。但し、10人未満事業所では、２名を例外とできる。 

また、2001年５月に成立雇用保護法改正で、法定定年年齢を65歳から67歳に変更された。 

                                                      
1 European Employment Observatory Review, 2003, p154。 



 84

これは、主要労使の反対を押し切って国会で可決されたもので、従来のスウェーデン政治では

考えられないこととされている。2001年10月より発効したが、退職年齢が65歳である既存の労

働協約については、2002年末以降無効とされることになった。但し、失業保険と病気休暇制度

については、従来通り65歳までの者が対象となる。 

 

４．公的年金制度４．公的年金制度４．公的年金制度４．公的年金制度    

公的年金は、何度か改正され、1998 年までの制度は、定額の基本年金と被保険者の課税対

象年収からポイント制で計算される補足年金で構成されていた。98 年６月に制度改正が行わ

れ、99 年 1 月（一部は 2000 年から）から実施されている(給付は 2001 年から)。新制度では、

61 歳以上で個人の選択に委ね、給付額を生涯所得に基づく拠出立てとし、制度の長期的安定

化、負担と給付を明確に関連づけるというものである。この制度は、1954 年以降に生まれた

者には全面的に適用されるが、1938 年～53 年に生まれた者には制度の一部が、38 年以前に

生まれた者には以前の制度が適用される。  

拠出は、勤労所得者全員が行い、雇用者の場合は労使折半である。保険料は 18.5%で、そ

のうち、16%は、「確定拠出建て賦課方式」により毎年の給付費にあて、2.5%は、「プレミア

ム年金」と呼ばれ、積立方式で個人が勘定を持ち、自ら運用するか、公的機関に運用を託す

ことになっている。 

給付は、報酬比例の 1 階建て年金で、一定の最低保障額が設定され、給付額がこれを下回

る低所得者には、その差額が全額国庫負担により支給される。61 歳から受給可能であるが、

支給年齢は個人の選択に委ねられ、65 歳以前に受給を開始すれば減額、それ以降に受給を延

期すれば増額される（増額措置は 70 歳まで）。但し、受給開始時期は 61 歳以降いつでもよく、

給付額の引き出し方も、４分の１、２分の１、４分の３、全額と選択でき、70 歳を超えても

支払い保険料総額に応じ給付額も増加するので、スウェーデンの新年金制度は「エイジフリ「エイジフリ「エイジフリ「エイジフリ

ー年金」ー年金」ー年金」ー年金」と称されている。 

給付額は 16 歳以上の全収入（保険料の総計）および保険料の運用実績によって決定される。

その際、各世代の平均寿命を勘案し、世代間で不公平にならない設計がされている。 

 なお、スウェーデンには、労働協約で決められた職域年金があり、勤労者のほぼ９割が対

象となっている。代表的な職域年金としては、公的部門には、国家公務員（国家の経常収入

から支払われる）、地方公務員（地方政府の経常収入を財源、内部年金基金の形で資金を留保

している自治体もある）を対象とする制度があり、現業労働者も含め、全職員が対象となっ

ている。民間部門では、ホワイトカラーとブルーカラーの２つの制度がある。伝統的には､

最終給与にリンクする確定給付制度であったが、国家公務員を対象とした制度以外は、拠出

保険料によりリンクした制度に移行した。国家公務員についても近く移行予定である。 
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５．ＥＵ一般雇用機会均等指令への対応 

スウェーデン政府は、年齢関係以外の分野では大変積極的である。性、民族、障害、性的志

向の各分野における差別予防を監督するオンブズマンがそれぞれ任命されている。また、既に

以下のような法律が施行されている。 

― 男女均等法（1991年） 

― 職業生活における民族差別減殺措置法（1999年） 

― 障害者の職業生活における差別禁止法（1999年） 

― 性的志向による職業生活における差別禁止法（1999年） 

― 高等教育就学生に対する均等待遇法（性、民族、障害、性的志向）（2001年） 

 2000年、EU委員会は２つの指令を採択した。Directive implementing the principle of equal 

treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin(人種、民族を理由とする差別を禁止

する指令)と、Directive establishing a general framework for equal treatment in employment and 

occupation（年齢だけでなく、宗教や信条、障害、性的志向による雇用差別を禁止する一般雇

用均等指令）である。 

既存の法ではこの２指令に対応できない領域も多く、指令実施のため、スウェーデンでは、

今回（2003年7月1日発効）、既存の上記各法を統合し、１つの法にした。 

但し、年齢差別関連は、すぐに結論は出ないとし、国会に設置された委員会で検討し、2005

年夏までに報告を出すこととなっている。 

 

年齢差別関係では、政府、労使の対応が遅い。スウェーデン労働市場庁の各種調査では、使

用者は55歳以上の者の採用に一般的に消極的である、との結果が出ている。一方で、高齢者の

雇用は他国以上に進んでいるとの自負もある。そして、被用者の年齢に関する問題は、現行の

雇用保護と労働協約の枠組みで対応するのが一番いいとの考え方が未だ強いという2。結局、

2003年中のＥＵ指令対応は困難なため、対応の延長をＥＵ委員会に申請し、上記のように、国

会に設置された委員会で検討し、2005年夏までに報告を出すことになった。 

 

                                                      
2 Annika Berg (Thematic feature –implementation of the EU framework equal treatment Directive, Sweden,2003) 
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第９章 アイルランドの状況 

 

１．年齢差別禁止に関する法規制――１．年齢差別禁止に関する法規制――１．年齢差別禁止に関する法規制――１．年齢差別禁止に関する法規制――    1998199819981998 年雇用均等法年雇用均等法年雇用均等法年雇用均等法 

 アイルランドでは、1998 年雇用均等法(Employment Equality Act, 1998)において、年齢を含

め、包括的な雇用上の差別禁止が行われている。EU の一般雇用機会均等指令が出される前

の立法であるが、この指令自体、アイルランドの雇用均等法の草案を大変参考にしたと言わ

れており、構成・内容とも非常に似通ったものとなっている。 

 

(1)(1)(1)(1)    1998199819981998 年雇用均等法の内容年雇用均等法の内容年雇用均等法の内容年雇用均等法の内容    

(a) (a) (a) (a) 概要概要概要概要    

アイルランドの雇用均等法は、その成立経緯から見る限り、特定層の雇用促進というより

は、９つの分野（性、配偶関係、家族的地位、性的志向、宗教、年齢、障害、人種、非定住

民族）での差別を是正するという、人権保護的な観点から行われた立法であり、直接的差別

の禁止だけでなく、間接差別や嫌がらせの禁止、差別的広告の禁止など、幅広い分野での均

等取扱いが行われている1。ただし年齢差別に関しては、下記のような大きな適用除外がある。 

• 年齢差別禁止の対象者が、原則的に 18 歳以上 65 歳未満（職業訓練は 15 歳以上 65 歳

未満）に限定されている。 

• 自発的であれ、強制的であれ、被用者間ないし被用者クラス間で異なった退職年齢を

設定することは、年齢差別の対象外とされている。 

• 相対的年功（又は勤続年数）により異なる取扱いをすることが、一律に年齢差別の対

象外とされている。 

 

(b) (b) (b) (b) 年齢差別禁止の適用対象年齢差別禁止の適用対象年齢差別禁止の適用対象年齢差別禁止の適用対象    

 適用対象は、以下の通り。 

・ 被用者（個人家庭での雇用を除く） 

・ 派遣労働者および派遣に備える訓練生 

・ 労働組合ないし専門家組織のメンバー 

・ 使用者 

・ 派遣業者 

・ 労働者ないし使用者の組織体 

・ 専門家、ないし職業的組織 

                                                      
1 1998 年に、アイルランドで雇用差別禁止法が成立したのは、多分に国内の政治的理由によると言われている。

当時、包括的差別禁止立法を主張していた労働党が、1993 年に与党（フィアナ・フォイル）と連立政権を組んだ

ことが契機となり、労働党出身の均等・司法改革大臣（Mervyn Taylor）により、この法案の起草作業が始められ

た。当時の大統領（Mary Robinson）も憲法学者出身で、平等問題への造詣が深く、法案の成立を後押しした（牧

野、2003、ｐ４）。 
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・ 差別的方法で他の者を調達（procure）ないし調達しようとする者 
 

 しかしながら、年齢を根拠とする差別禁止は、18 歳以上 65 歳未満の被用者（ただし職業

訓練に関しては 15 歳以上 65 歳未満）に限定されている。（第 6 条第(3)項、第 12 条第(3)項） 

 年齢差別に関し、65 歳という上限を定めた理由は、65 歳はアイルランドにおいて一般的な

退職年齢であるため2とされている。アイルランドでは事実上 65 歳から公的年金が支給され

るため、退職年齢を 65 歳に定めている企業は実際多い。なお、EU の一般雇用機会均等指令

への対応のための法改正を参照されたい（３を参照）。 

 

(c) (c) (c) (c) 差別の定義（第差別の定義（第差別の定義（第差別の定義（第 6666 条）条）条）条）    

 差別は、雇用均等法上定義された９つの差別の根拠（性、配偶関係、家族的地位、性的志

向、宗教、年齢、障害、人種、非定住民族 (Travellers Community)3）のうちいずれかに基づ

き、「ある者がもう一方の者より不利に取り扱われている(treated less favourably)か、過去に取

り扱われた、あるいは将来に取り扱われるであろう」ときに生じるとされている。 

 

(d) (d) (d) (d) 禁止される差別的行為禁止される差別的行為禁止される差別的行為禁止される差別的行為    

(i) (i) (i) (i) 雇用上の差別禁止に関する一般的規定（第８条第雇用上の差別禁止に関する一般的規定（第８条第雇用上の差別禁止に関する一般的規定（第８条第雇用上の差別禁止に関する一般的規定（第８条第(1)(1)(1)(1)項）項）項）項）    

 以下のいずれかの事項に関して、使用者は被用者、又は被用者になろうとする者を差別し

てはならないとされている。 

• 採用 (access to employment)：例えば、使用者が誰を採用するかについての取決めを行

うことや、一方の者だけに特別な入職要件を定めることは、差別と解される（第８条

第(5)項）。 

• 雇用条件 (conditions of employment) ：この「雇用条件」には、報酬及び年金権は含ま

れない（第 2 条第(4)項）。一方、解雇や退職は含まれる4。例えば､労働環境や時間外勤

務、解雇の条件等が異ならない 2 者間において、特定の雇用条件を一方の者だけに提

供する（しない）ことは、差別と解される（第８条第(6)項）。 

 

                                                      
＊ 本稿作成にあたっては、アイルランドにおける関係行政機関からのヒアリング、メール交換を通じた情報収

集を行った。対応していただいた、アイルランド均等局 Greg Heylin 氏(Head of Development)、Carol Ann Woulfe
氏（Solicitor）、アイルランド均等審査局 Ruairi Gogan 氏(Head of Mediation)、アイルランド訓練雇用局 Roger W.B. 
Fox 氏(Planning and Research Manager)、Linda Conway 氏(Social Inclusion and Equality Project Co-ordinator)、Camel 
Meade 氏、Brian McCormick 氏に謝意を表したい。 
2 アイルランド議会における司法･均等･法改革大臣の発言。（Official Report - Dáil Éireann (下院) - Vol.507 1/7/1999 
Written Answers. – Employment Equality.） 法適用の上限年齢の設定を求める労働組合側の主張が反映されたもの

である。(均等局からの聴取結果) 
3 「一般的に Travellers と言われ、アイルランド島において、歴史的に定住しない生活様式を含め、共通する歴史、

文化、伝統を持つ人々として（自他双方により）特定可能な人々の共同体」(2001 年平等地位法第２条)。ジプシ

ーに似たアイルランド特有の人々のこと。 
4 均等局からの聴取結果。 
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• 雇用に関する訓練又は経験：例えば、特定の訓練等を、一方の者だけに提供しないこ

とは、差別と解される（第８条第(7)項）。 

• 昇進又は再格付け：例えば､一方の者だけに昇進機会を提供しない、あるいは異なる方

法で提供することは差別と解される（第８条第(8)項）。 

• 職階(classification of posts) 

 

(ii)  (ii)  (ii)  (ii)  差別的な規則・慣行の適用等の禁止（第差別的な規則・慣行の適用等の禁止（第差別的な規則・慣行の適用等の禁止（第差別的な規則・慣行の適用等の禁止（第 8888 条第条第条第条第(4)(4)(4)(4)項）項）項）項）    

 使用者は、被用者や雇用に関して、以下のいずれかに該当するようなことをしてはならな

いとされている。 

• 被用者（又は被用者クラス）に対し、上記(1)に列挙した事項（採用を除く）に関する

差別のいずれかになるような規則を定めたり、指示をすること。 

• そのようなことをしなくても、そのような差別のいずれかになっている、あるいはな

りそうな慣行を適用又は運用すること。 

 

(iii) (iii) (iii) (iii) 同一報酬規定（第同一報酬規定（第同一報酬規定（第同一報酬規定（第 29292929 条）条）条）条）    

 報酬については、(i)とは別に規定が置かれている。すなわち、被用者は、雇用契約の条件

として、その業務を行っている時点から前後各 3 年の間に類似の仕事(like work)5を行う他の

被用者がいるときは、その被用者と同額の報酬を受ける資格を常に与えられなければならな

いとされている。これによると、年齢給制度は、類似の仕事を行う者同士でも賃金が年齢に

より違うこととなるため、違法となる。 

 

(iv) (iv) (iv) (iv) 間接差別間接差別間接差別間接差別((((第第第第 31313131 条条条条))))    

 雇用に関する何らかの規定(慣習等も含む)が、被用者に適用された結果、ある特定の性質

(例えば、特定の年齢層など)の者に不利に作用し、実際にその性質の者の割合が少なくなる

可能性がある場合で、それを全て正当化することができない場合には、使用者はその特定の

性質を持つ被用者に対し、差別をしていると解される。 

 

(v) (v) (v) (v) 嫌がらせ嫌がらせ嫌がらせ嫌がらせ ( ( ( (第第第第 32323232 条条条条))))    

 被用者の職場、又は雇用の過程で、他の個人（他の被用者だけでなく、使用者自身や、取

引先･顧客なども含まれる）が、被用者の特定の性質(例えば年齢など)について嫌がらせ

(harassment)をする場合、それは使用者による差別であると解される。嫌がらせの態様は、発

言、身振り、書面や写真の展示や回覧など、その行為が合理的に見て、被用者の特定の性質

に関して攻撃的、屈辱的、威圧的なものであれば全て含まれる。 

                                                      
5 仕事が同一であるか、仕事の違いの重要性が小さい、あるいは仕事が同一価値である場合に、これらを「類似

の仕事」という。（第 7 条） 
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 ただし使用者は、嫌がらせの防止措置を講じていた場合には免責される。 

 

(vi) (vi) (vi) (vi) 差別的な広告の禁止（第差別的な広告の禁止（第差別的な広告の禁止（第差別的な広告の禁止（第 10101010 条）条）条）条）    

 雇用に関する広告のうち、①差別する意図を示しているか、又は、②合理的に見てそのよ

うな意図を示していると理解される広告は、出版・展示することも、またそうさせることも

禁止されている。 

 なお、年齢関係では、望ましい応募者の要件として「若い(young)」という言葉を用いた募

集広告が、具体的な年齢を示さなかったにもかかわらず、年齢差別にあたるとされた決定例

がある6。 

 

(vii) (vii) (vii) (vii) 職業紹介機関における差別の禁止（第職業紹介機関における差別の禁止（第職業紹介機関における差別の禁止（第職業紹介機関における差別の禁止（第 11111111 条）条）条）条）    

 職業紹介機関は、職業紹介や、キャリアガイダンス、職業訓練の受講に関する指導などの

サービス提供に関して、求職者に対する差別を行ってはならないとされている。ただし、差

別的行為が、紹介先の使用者側に原因がある場合は免責される。 

 

(viii) (viii) (viii) (viii) 職業訓練における差別の禁止（第職業訓練における差別の禁止（第職業訓練における差別の禁止（第職業訓練における差別の禁止（第 12121212 条）条）条）条）    

 いかなる者も、職業訓練コースや関連する設備の提供にあたっては、その提供の条件や、

提供の有無、提供の方法について差別をしてはならないとされている。ただし、職業訓練機

関が、特定の範囲の者に対し、伝統的又は歴史的な配慮から一定の援助措置（奨学金､奨励金

等）を講じることは、年齢又は人種による差別とはならない。 

 

(ix) (ix) (ix) (ix) 労使団体への加入等に関する差別の禁止（第労使団体への加入等に関する差別の禁止（第労使団体への加入等に関する差別の禁止（第労使団体への加入等に関する差別の禁止（第 13131313 条）条）条）条）    

 労働者団体、使用者団体、専門職組織（professional association）、業界団体（trade association）、

又は特定の専門や職業による入会制限や運営を行っている団体は、その団体への個人の入会

や利益提供等において、差別をしてはならないとされている。 

 

(e) (e) (e) (e) 年齢差別禁止の適用除外年齢差別禁止の適用除外年齢差別禁止の適用除外年齢差別禁止の適用除外        

(i) (i) (i) (i) 一般的正当化事由一般的正当化事由一般的正当化事由一般的正当化事由    

 もし差別が認められなかったら、結果的にコストが明らかに増加するであろうという明確

な保険数理上その他の証拠があることが示されている状況においては、いかなる行為も年齢

差別とはならない（第 34 条第(3)項）。なおこの適用除外規定は、EU の一般雇用機会均等指

令への対応のための法改正により削除された（３を参照）。 

 

                                                      
6 Equality Authority v. Ryanair (DEC-E2000-014) 



 91 
 

(ii) (ii) (ii) (ii) 退職年齢の設定に関する適用除外退職年齢の設定に関する適用除外退職年齢の設定に関する適用除外退職年齢の設定に関する適用除外    

 被用者（又は被用者の階級や種類）について、「(自発的であれ強制的であれ) 異なる退職

年齢を定めることは、年齢差別とならない」（第 34 条第(4)項）。 

 

(iii) (iii) (iii) (iii) 採用の上限年齢設定に関する適用除外採用の上限年齢設定に関する適用除外採用の上限年齢設定に関する適用除外採用の上限年齢設定に関する適用除外    

 以下のことを考慮して採用の上限年齢を定めることは、年齢差別とならない（第 34 条第(5)

項）。 

• 採用者を訓練して、仕事を効果的に遂行できる水準にするためのコストやそれに必要

な時間、及び 

• 引退年齢になる前に、採用者が仕事を効果的に遂行できる合理的な期間が残されてい

る必要性 

 

(iv) (iv) (iv) (iv) 年功年功年功年功((((勤続期間勤続期間勤続期間勤続期間))))に基づく取扱いに関する適用除外に基づく取扱いに関する適用除外に基づく取扱いに関する適用除外に基づく取扱いに関する適用除外    

 相対的な年功（又は勤続期間）に基づいて、使用者が異なる者に異なる給与額や雇用条件

を提供することは、年齢差別とならない（第 34 条第(7)項）。ただし、あまりにも極端な要件

（例えば、「勤続 40 年以上」など）は、間接差別となる場合がありうる7。 

 

(v) (v) (v) (v) 真性真性真性真性職業資格に関する適用除外職業資格に関する適用除外職業資格に関する適用除外職業資格に関する適用除外    

 生理学的理由、あるいは娯楽目的の真実性の追求という理由により、特定の性質が、職業

上の資格となっているような職務については、年齢･障害･人種を根拠とする差別に関する規

定は適用されない(第 37 条(3)項)。具体例としては、モデルや俳優が考えられている8。 

 

(vi) (vi) (vi) (vi) 特定の職務における適用除外特定の職務における適用除外特定の職務における適用除外特定の職務における適用除外    

 航空機・列車・船舶の運転資格や、国防軍、警察及び刑務所業務における雇用については、

年齢・障害を根拠とする差別に関する規定は適用されない (第 17 条第(3)項、第 37 条(6)項)。 

 

(vii(vii(vii(vii))))    高齢者に対するポジティブ・アクション高齢者に対するポジティブ・アクション高齢者に対するポジティブ・アクション高齢者に対するポジティブ・アクション((((第第第第 33333333 条条条条(1)(1)(1)(1)､､､､(2)(2)(2)(2)項項項項))))    

 雇用への統合を促進するために、50 歳以上の者に対する差別の影響を減らしたり、なくす

ことを意図した手段(国による訓練、職業経験プログラムなど)を講じることは妨げられない。 

 

(viii) (viii) (viii) (viii) 年齢給制度に対する経過措置年齢給制度に対する経過措置年齢給制度に対する経過措置年齢給制度に対する経過措置    

 年齢に関連した給与についての合意（年齢給制度についての労使合意）が発効しており、

その合意が法施行後 3 年以内に終了する場合、その合意を遵守することは年齢差別とならな

                                                      
7 均等局からの聴取結果。 
8 均等局からの聴取結果。 
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労働者 

均等審査局(ODEI)

労働裁判所 (Labour Court) 

巡回裁判所 (Circuit Court)

高等法院 (High Court) 

最高裁判所 (Superior Court)

相談 

・情報提供､アドバイス、
相手方との交渉 
・審査申立の代理 

申立

申立 

申立 

・決定

・決定

・調停、決定

労働組合 均等局 弁護士

上訴 (42 日以内) 

 (法解釈に関する判断のみ)

 (法解釈のみ)

 (解雇以外、6 ヶ月以内)

 (解雇関係、
6 ヶ月以内) 

 (性差別関係、
6 ヶ月以内) 

上訴 (42 日以内) 

い（第 34 条第(6)項）。 

 

(ix) (ix) (ix) (ix) 家族給付等に対する適用除外家族給付等に対する適用除外家族給付等に対する適用除外家族給付等に対する適用除外    

 被用者の家族に関する出来事や家族の区分に関連した給付等については、年齢を含む各種

の差別規制の適用対象とならない（第 34 条第(1)項）。 

 

(2)(2)(2)(2)    雇用均等法の運用雇用均等法の運用雇用均等法の運用雇用均等法の運用    

(a) (a) (a) (a) 雇用均等法に関する紛争処理の流れ雇用均等法に関する紛争処理の流れ雇用均等法に関する紛争処理の流れ雇用均等法に関する紛争処理の流れ    

 雇用均等法上の差別を受けた労働者は、差別が行われた時点から６ヵ月以内に、準司法機

関である「均等審査局 (ODEI)」に訴えを提起することができる（第 77 条第(1)､(5)項）。ただ

し、解雇に関わる事案は「労働裁判所(Labour Court)」に最初から提訴する必要がある（第 77

条第(2)項）9 10。またその前段階では、機会均等推進の総合的機関である「均等局(Equality Authority)」

が、相談から訴訟手続の代理まで、踏み込んだ紛争解決援助を行っている。 

紛争処理の全体の流れを概観すると、第９－１図のとおりである。 

第９－１図第９－１図第９－１図第９－１図    アイルランドの雇用均等法違反に関する紛争処理の流れアイルランドの雇用均等法違反に関する紛争処理の流れアイルランドの雇用均等法違反に関する紛争処理の流れアイルランドの雇用均等法違反に関する紛争処理の流れ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 均等審査局は、均等法違反のときは、均等給与紛争事案の場合は３年間を超えない範囲での差額を、その他の

事案では均等取扱いと２年間の給与を超えない範囲での補償金の支払いを、それぞれ命令する。労働裁判所は、

金銭的解決策の他、職務復帰、再雇用を命じることができる。また、解雇事案の場合は、調停も行う。 
10 2004 年の法改正により、均等審査局は「均等審判所」(Equality Tribunal)と改称し、解雇事案の取扱いも始める

予定である。これに伴い、労働裁判所は解雇事案の取扱いを終了する。 
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(b) (b) (b) (b) 紛争処理の実施状況紛争処理の実施状況紛争処理の実施状況紛争処理の実施状況    

(i(i(i(i) ) ) ) 均等局における紛争処理の実施状況均等局における紛争処理の実施状況均等局における紛争処理の実施状況均等局における紛争処理の実施状況    

 2001 年 4～5 月の調査では、1998 年雇用均等法を知っている国民の割合は未だ 37%である

11が、均等局に持ち込まれる紛争の件数は年々増加している。2002 年に均等局に寄せられた

雇用均等法関係の質問は 3,474 件であり、2003 年に紛争解決援助（訴訟代理を含む）が行わ

れた事案も、雇用均等法全体では 561 件（2002 年は 489 件）、年齢差別関係では 50 件（2002

年は 48 件）となっている(第９－２表)。 

 

(ii)  (ii)  (ii)  (ii)  均等審査局及び労働裁判所におけ均等審査局及び労働裁判所におけ均等審査局及び労働裁判所におけ均等審査局及び労働裁判所における紛争処理の実施状況る紛争処理の実施状況る紛争処理の実施状況る紛争処理の実施状況    

 均等審査局における雇用均等法関係の申立て事案数も、年ごとに増加している。申立て事

案のうち約１割が年齢差別関係の事案となっている (第９－３表)。均等審査局で取り扱われ

た年齢差別事案の内容は、半数以上が昇進に関するものである。 
    

第９－２表第９－２表第９－２表第９－２表    均等局による紛争解決援助件数均等局による紛争解決援助件数均等局による紛争解決援助件数均等局による紛争解決援助件数((((雇用均等関係）雇用均等関係）雇用均等関係）雇用均等関係）    
   

      2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

合計     202 405 489  561

  年齢関係 計 22 46 48  50

    雇用へのアクセス 5 16 17  25  

    昇進 8 14 11  7

    訓練 0 1 1  3

    就業環境 4 1 6  24

    嫌がらせ 1 0 3  11

    解雇 1 1 4  16

    給与 2 4 4  1

    広告 1 3 2  0

(注)件数には、前年からの持ち越し事案も含む。     

資料出所：Annual Report (Equality Authority)    
    

第９－３表第９－３表第９－３表第９－３表    均等審査局における取扱い事案数、決定数（雇用均等関係）均等審査局における取扱い事案数、決定数（雇用均等関係）均等審査局における取扱い事案数、決定数（雇用均等関係）均等審査局における取扱い事案数、決定数（雇用均等関係）    
  

    2001 年 2002 年 200３年 

    （件数） （人数） （件数） （人数） （件数） （人数） 

申し立て事案数 計 182  260 254 182 244  361  

  年齢関係 22  23 34 23 32  32 

決定数   42  - 56 - 60  113 

  年齢関係 1  - 13 - -  -

資料出所：ODEI ホームページ      
 
第９－４表第９－４表第９－４表第９－４表    均等審査局決定における補償金額（雇用均等関係）均等審査局決定における補償金額（雇用均等関係）均等審査局決定における補償金額（雇用均等関係）均等審査局決定における補償金額（雇用均等関係）     

    2001 年 2002 年 2003 年 

補償額の範囲 1,270～107,928 ﾕｰﾛ 500～70,000 ﾕｰﾛ 0～40,000 ﾕｰﾛ 

補償額平均 19,469 ﾕｰﾛ 10,419 ﾕｰﾛ 1,936 ﾕｰﾛ 

（注）2003 年の数値は、１～９月分の集計。 

資料出所：ODEI ホームページ       
                                                      
11 ‘Annual Report 2001’ (Equality Authority, 2002) 
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 調停については、2003 年の申し立て件数は 53 件（2002 年 55 件）、終了件数は 54 件で、い

ずれも２割近くが年齢関係の事案となっている(第９－５表)。 

 労働裁判所で取り扱われる雇用均等法違反に関する解雇関係の事案のうち、決定が出され

た数は、2001 年 5 件、2002 年 16 件（うち年齢関係は各年１件）、2003 年 22 件となっている。 

 

２．その他の年齢に関する法制度等２．その他の年齢に関する法制度等２．その他の年齢に関する法制度等２．その他の年齢に関する法制度等    

 年齢差別禁止立法が施行されているアイルランドでも、他の法制度等において「年齢基準」

が完全になくなっているわけではない。以下、高齢者の就業･退職行動に影響があると思われ

る制度について概観する。 

 

(1) (1) (1) (1) 労働法関係労働法関係労働法関係労働法関係    

 不公正解雇法(Unfair Dismissals Acts, 1977 to 2001)では、年齢を主な理由とする解雇は不公

正解雇として違法とされている（第 6(2)条）が、この法律は、同一の使用者による同種の雇

用における通常退職年齢に達した者、及び 66 歳以上の者には適用されない12。  

 また、剰員整理手当法(Redundancy Payments Acts, 1967 to 1973)においては、66 歳以上の者

に剰員整理手当の請求権が与えられていない。 

 

((((2222) ) ) ) 均等地位法均等地位法均等地位法均等地位法    

2000 年制定の均等地位法（The 2000 Equal Status Act）は、雇用均等法で定義された９つの

差別根拠（性、配偶関係、家族的地位、性的志向、宗教、年齢、人種、非定住民族）に基づ

く、物品購入、サービス受給、宿泊・施設入所、教育機関の受講での差別を禁止した。雇用

面だけを対象とする「雇用均等法」を補完するものとなっている。 

 

((((3333))))    企業向けガイドラインの策定企業向けガイドラインの策定企業向けガイドラインの策定企業向けガイドラインの策定    

 アイルランドでは労使関係が非常に安定しており、雇用均等の実現に向けても政府を加え

                                                      
12 2004 年の法改正により、66 歳以上の者への適用除外は撤廃され、かわりに 16 歳未満の者への適用除外が新た

に設けられる予定である。 

第９－５第９－５第９－５第９－５表表表表    均等審査局による調停の実施状況均等審査局による調停の実施状況均等審査局による調停の実施状況均等審査局による調停の実施状況

(Employment Equality Act, 1998(Employment Equality Act, 1998(Employment Equality Act, 1998(Employment Equality Act, 1998 関係関係関係関係、、、、2003200320032003 年年年年))))    

  （件）  

終了事案数計 54  

調停による解決   30  

  年齢関係 7  

調停不調   24  

  年齢関係 7  

資料出所： ‘Mediation Review 2003' (ODEI)) 

第９－６表第９－６表第９－６表第９－６表    調停による合調停による合調停による合調停による合意内容意内容意内容意内容    

(Employment Equality Act,1998(Employment Equality Act,1998(Employment Equality Act,1998(Employment Equality Act,1998 関係、関係、関係、関係、

2003200320032003 年年年年))))))))    

  （件）

解決事案数計 30
補償なし   8
補償あり   22
補償額 100～99,000 ﾕｰﾛ

資料出所： ‘Mediation Review 2003’ 
(ODEI） 
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た協力体制が敷かれている。その一つとして、1998 年雇用均等法の趣旨を企業レベルで浸透

させるための「国家的枠組委員会(National Framework Committee)」が、均等局(議長)、政府諸

機関、労使代表を構成員として 2001 年 11 月から開催されており、その成果として、以下の

ガイドラインが作成されている。 

• 「企業の雇用均等方針に関するガイドライン」：企業内での均等問題への認識を高める

ために、均等問題の担当者を置くことや、均等問題専門の労使委員会を設けること等

が例示されている。 

• 「企業レベルでの均等･多様性についての訓練に関するガイドライン」：特に管理職層

を対象として、雇用均等に関する法律や政策のほか、職場での固定観念や偏見、年齢

差別の影響等について学ぶ場を設けることの必要性が強調されている。 

 

((((4444))))「高齢者に関する均等問題諮問委員会」の開催「高齢者に関する均等問題諮問委員会」の開催「高齢者に関する均等問題諮問委員会」の開催「高齢者に関する均等問題諮問委員会」の開催    

 高齢者の均等政策を前進させることを目的として、高齢者に関する均等問題諮問委員会

(Advisory Committee on the Equality Agenda for Older People)が、均等局(議長)、労使代表、高齢

者団体を構成員として開催され、2002 年 6 月には報告「高齢者のための均等の推進

(Implementing Equality for Older People )」をとりまとめている。この報告の内容は多岐にわた

るが、雇用関係では、①高齢者がその希望に合わせて、パートタイム労働その他の非定型労

働を選択できるよう、柔軟な労働条件を整備すること、②雇用均等法上の年齢差別の適用の

上限（65 歳）を撤廃すること等が提言された。 

 

((((5555) ) ) ) 広報・啓発活動広報・啓発活動広報・啓発活動広報・啓発活動    

 均等局では、雇用均等法の周知のため、メディアを通じた意識啓発活動、会議・セミナー

の開催､ウェブサイト・各種出版物による情報提供等を積極的に行っている。また、「国家的

枠組委員会」では、労使向けのセミナーを開催したり、労使団体による均等問題への自主的

取り組みに対する資金提供を行ったりしている。 

 

３．３．３．３． EU EU EU EU 一般雇用機会均等指令への対応一般雇用機会均等指令への対応一般雇用機会均等指令への対応一般雇用機会均等指令への対応        

アイルランドでは、1998 年雇用均等法において、年齢を含めた包括的な雇用上の差別禁止

が行われ、2000 年の EU 指令発出時点ですでにほぼ指令内容を実行していた。ただし多少の

手直しが必要とされたことから、2004 年１月に当該指令に対応するための改正法案が国会に提

出され、７月に通過した。 

年齢差別に関連する雇用均等法の主な改正点は以下のとおりである。 

・ 法の適用対象となる「被用者」の範囲が拡大され、個人間の合意 (individual agrees) に
基づき何らかの仕事やサービスを行う者も対象に含まれることになった。ただし、個人

                                                      
13 Quarterly National Household Survey - First Quarter 2002- (Central Statistics Office, 2002) 
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の家で、個人や家族の生活に影響のあるサービスを行う者については除外されている。 

・ 年齢差別規制の適用対象年齢（原則 18 歳以上 65 歳未満）が見直され、義務教育の対象

となる最高年齢（15 歳）を超えた者すべてに対して適用されることになった。ただし採

用に関しては、18 歳以下の最低年齢を設けることができる。 

・ 強制退職年齢を超えた者に対して有期の雇用機会を提供することは、年齢差別とされな

いことが新たに明記された。 

・ 年齢差別の一般的正当化事由についての規定（１(e)(i)を参照）が削除された。 

・ 年金制度において支給開始年齢を設けることや、退職金の計算において年齢を考慮する

こと等については、年齢差別とされないことが新たに明記された。 

・ 警察、刑務所業務に関しては、年齢差別の全面適用除外が見直され、職員の年齢構成が

業務遂行上支障を生じうると判断された場合にのみ、採用における年齢差別禁止を適用

しないこととされた。 

他方、退職年齢の設定や年功的処遇に対する年齢差別規制の適用除外(１(1)(e)(ii),(iv)を参

照)については、特段の見直しは行われなかった。 

 

４．４．４．４．    社会保障関係社会保障関係社会保障関係社会保障関係    

(1)(1)(1)(1)公的年金公的年金公的年金公的年金    

アイルランドの公的年金は所得審査がない保険給付年金と、社会扶助年金とがある。前者

は、週 38 ユーロ以上を稼ぐ雇用者と年 3,174 ユーロ以上を稼ぐ自営業者が対象で、260 週保

険料を払い込んだ者に支給される。給付額は、週 113.8～147.3 ユーロの範囲で、扶養児童 1

人当り 19.3 ユーロの加算がある。後者の社会扶助年金は、88.5～134 ユーロの範囲で、扶養

児童 1 人当り 16.8 ユーロの加算がある。 

 66 歳以上の者に支給される「老齢年金」は、就労の有無に関わりない。「退職年金」は 65

歳から受給できるが、週 38 ユーロ以上の雇用就労ないし年間 3,174 ユーロ以上の自営業収入

がある場合は受給できない。但し、現政府は、この退職要件の撤廃を検討している。後者の

社会扶助年金は、所得審査付きで、財源は税である。保険給付年金は、パートタイマー、自

営も対象となるなど大変包括的で、対象者は、50％（90 年）から 60％（2000 年）に増加し

ている。政府は、2016 年には 86％を予測している。 

保険給付年金、社会扶助年金とも、扶養者給付、単身世帯給付、80 歳以上者への給付、電

気代、冬季の燃料費、電話、テレビ代補助が付加される。66 歳以上の者には、公共交通手段

の利用が無料となる。 

 

(2) (2) (2) (2) 職域年金ないし個人年金職域年金ないし個人年金職域年金ないし個人年金職域年金ないし個人年金    

 アイルランドの職域年金は登録制で、その運用方法等については 1990 年年金法等により規

制される。それによると、年金支給開始年齢は、60～70 歳の間で各職域年金により自由に設
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定できるが、実際には 65 歳に設定されていることが多い。 

イギリスと同様、公的年金の支給水準が低く、職域年金や個人年金が重要な役割を果たし

ている。2002 年の調査14によると、職域年金又は個人年金に加入している被用者の割合は全

体の 50.7%である。政府は、税優遇などで、職業ないし個人年金の加入を奨励しており、30

歳以上の労働者の加入率を現在の 50％強から 70％に引き上げることを狙っている（典型的な

保険料は、従業員 5％，使用者 10～20％）。また、2003 年 4 月から、イギリスのステークホ

ルダー年金に似た「個人退職積立預金(Personal Retirement Savings Account (PRSAs))」制度が

導入されている。 

 

(3) (3) (3) (3) 失業給付・雇用政策失業給付・雇用政策失業給付・雇用政策失業給付・雇用政策    

失業給付には、保険給付と税金による失業扶助給付がある。保険給付は一定額で、週 118.8

ユーロを最高 390 日支給。所得審査付きの失業扶助給付も週 118.8 ユーロで、日数制限はな

く年金が受給できる 66 歳までが対象となる。 

なお、55 歳以上の者が、上記のいずれかの失業給付を 390 日間受給した後、早期退職する

ことを選択した場合には、所得審査つきで「退職前手当」（最高週 124.8 ユーロ）が 66 歳ま

で支払われることになっており、求職活動をしなくても、失業給付と同様の手当が受給でき

る仕組みになっている。 

 

５５５５．その他の高齢者雇用政策．その他の高齢者雇用政策．その他の高齢者雇用政策．その他の高齢者雇用政策    

 アイルランドでは、①人口における若年者比率が EU 諸国で最も高いことや、②経済成長

が著しく近年人手不足気味であること、また③高齢者の就労意欲がそれほど高くないことな

どから、高齢者の雇用促進を明確なターゲットとした政策は今まで展開されてこなかった。

職業訓練施策の中で、中高年齢者を主に念頭に置いたプログラム15が一部行われている程度

である。 

 しかし今後は、高齢化の進展に伴う年金問題の深刻化、労働市場における人手不足への対

応、均等理念の一層の浸透やアクティブ･エイジングによる個々人の生活の質の向上などの観

点から、高齢者の就業率を引き上げることが重要であると考えられている。そのための手段

としては、①使用者における均等意識の一層の浸透、②高齢者をターゲットとした訓練の強

化、③労働条件の柔軟化（フルタイム雇用から労働時間や責任の少ない仕事への「ダウンシ

フティング」）、④柔軟な引退を可能にし、より長く働く意欲を引き出すための年金･社会保障

制度の見直しなどが提言されている16。 

                                                      
14 Quarterly National Household Survey - First Quarter 2002- (Central Statistics Office, 2002) 
15 ‘CONNECTIONS’プログラム。長期失業者を対象に、キャリア･アドバイス、ニーズにあった職業訓練、就業体

験などを組み合わせて提供するもの。雇用訓練局（FÁS）のコーディネーターが援助する。 
16 The Irish Labour Market Review 2002 (FÁS, 2002), Implementing Equality for Older Workers (Equality Authority, 
2002), Labour Market Issues for Older Workers (National Economic and Social Council, 2003) 
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＜参考＞アイルランドの＜参考＞アイルランドの＜参考＞アイルランドの＜参考＞アイルランドの高齢者の退職に関する実態高齢者の退職に関する実態高齢者の退職に関する実態高齢者の退職に関する実態    

 アイルランド経済社会研究所が 55～69 歳の者約 800 名を対象に行った調査17 によると、

強制退職年齢（定年）の規定の対象となっていた者は全体の 40%であり、平均定年年齢はお

おむね 65 歳である。 

 一方で、既に退職した 65～69 歳の者に実際の退職年齢を尋ねると、約 55%が 64 歳以前に、

また約 30%が 65 歳で退職しており、平均退職年齢は 61.6 歳となっている。 

 早期退職した者にその理由を尋ねると、病気・障害という理由が最も多く(31.3%)、次いで、

企業の設定した早期退職制度等の利用（19.7%）、仕事がきつい(10.0%)の順となっている。ま

た、早期退職者のうち「使用者がもっと環境を整備してくれていたら、仕事を続けていただ

ろう」という考え方に賛成の者が 25.0%いる。 

ヨーロッパ全体にみられる高齢者の早期引退志向はアイルランドも例外ではないものの、

その内実をみると一様に早期引退に肯定的とはいえず、様々な考えを持っている者がいるこ

とがうかがえる。 
 
 
＜主な参考文献＞（本文脚注に掲げたもの以外に、以下のものがある。） 

岩田克彦「アイルランドの雇用政策」、労働政策研究・研修機構『先進諸国の雇用戦略に関す

る研究』、2004 年 

牧野利香「アイルランドの雇用における年齢差別禁止法制」、日本労働研究機構、JIL Disscution 

Paper Series03-002、2003 年 6 月 

Dobbins,Tony,(IRN), European Industrial Relations Observatory “ Thematic feature – implementation 

of the EU Framework equal treatment Directive – Ireland ”, 2003.8 

Sexton, J.J and Casey Barra ,European Employment Observatory Review: Spring 2003, “Thematic 

Report on Older Workers - Ireland” 

Hornstein, Zmira ed. “Outlawing age discrimination – Foreign lesson, UK choices”, 2001 

 

 

                                                      
17 Tony Fahey and Helen Russell ,‘Older People’s Preferences for Employment and Retirement in Ireland’ (The Economic 
and Social Research Institute, 2001) 
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第１０章 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた日本の課題 

 

    本章の課題は、日本における年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、欧州各国政府

の取り組み状況と日本の現状を踏まえて、総合的に問題を提起することにある。まず、日本

での高齢者雇用就業政策を概観した後、日欧比較に基づきその特徴を挙げる。その上で、年

齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題を、「年齢にかかわりなく働ける社会に関

する有識者会議報告」や EU 一般雇用機会均等指令などを踏まえながら整理し、最後に、政

策課題を８つの提案として提示する。 

 

１．日本における高齢者雇用就業政策の体系１．日本における高齢者雇用就業政策の体系１．日本における高齢者雇用就業政策の体系１．日本における高齢者雇用就業政策の体系    

 日本における現在の高齢者雇用就業政策は、高年齢者雇用安定法に基づき、①定年の引上

げ、継続雇用制度の導入などによる 65 歳までの雇用の確保、②中高年齢者の再就職の援助・

促進、③就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保などを柱として展開している。 

第１０－１表第１０－１表第１０－１表第１０－１表    高齢者雇用就業政策の体系高齢者雇用就業政策の体系高齢者雇用就業政策の体系高齢者雇用就業政策の体系    

 

①①①①    知識､経験を活用した知識､経験を活用した知識､経験を活用した知識､経験を活用した 65656565 歳までの雇用の確保歳までの雇用の確保歳までの雇用の確保歳までの雇用の確保    

 ○ 60 歳未満定年の禁止 

○  定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進 

・ 事業主への指導及びきめ細やかな相談・援助 

・ 定年の引上げ、継続雇用制度の導入を行った事業主に対する助成措置（継続雇用定着促進助成金） 

○  その他の援助（高齢者向け職場改善の援助） 
 

②②②②    中高年齢者の再就職の援助・促進中高年齢者の再就職の援助・促進中高年齢者の再就職の援助・促進中高年齢者の再就職の援助・促進    

 ○ 定年退職者及び離職を余儀なくされる中高年齢者の再就職の援助を行う事業主等に対する指導・援助 

・ 再就職援助計画制度の普及、活用の促進 

・ 中高年齢者の再就職の援助を行う事業主等に対する助成（在職者求職活動支援助成金）を通じた在職求職活動の支援 

○ 公共職業安定所等における職業相談・職業紹介 
 

③③③③ 就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保 

 ○ シルバー人材センター事業の拡充 

○ シニアワークプログラム事業（事業主団体の参画の下、技能講習、合同面接会等の実地） 

○ 短時間雇用、自営開業（高年齢者等共同就業機会創出支援事業）の推進 
 

④④④④    年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組の推進年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組の推進年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組の推進年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組の推進    

○ 募集・採用時の年齢制限の緩和 
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(1)  65(1)  65(1)  65(1)  65 歳までの継続雇用の推進歳までの継続雇用の推進歳までの継続雇用の推進歳までの継続雇用の推進    

65 歳までの雇用については、60 歳定年の定着を受けて、①60 歳プラスα方式（60 歳定年

を維持したまま 65 歳までの雇用継続に向け、αを増やしていく方式）、②65 歳マイナスβ方

式（定年年齢を 65 歳に引き上げ、個々人が引退年齢を決める方式）、③エイジフリー方式の

3 つの方式が議論されている。現時点では、人事管理制度の抜本的見直しを伴わない①の 60

歳プラスα方式が広く受け入れられている。 

2000 年の高年齢者雇用安定法改正により、事業主は、定年が 65 歳未満の場合、定年の引

上げや継続雇用制度の導入あるいは改善などにより、65 歳までの雇用を確保するための措置

を講ずることに努力しなければならないとされた。こうした規定にもとづき政府は、①事業

主への指導及びきめ細かな相談援助、②定年の引上げ、継続雇用制度の導入を行った事業主

に対する助成措置、などに力を入れている。 

    

(2) (2) (2) (2) 中高年齢者の再就職者の援助・促進中高年齢者の再就職者の援助・促進中高年齢者の再就職者の援助・促進中高年齢者の再就職者の援助・促進    

 中高齢期において雇用がいったん中断した場合、再就職環境は厳しい。離職した高齢者に

ついては、可能な限り短期間の失業で再就職を実現することが重要であり、そのため離職前

からの積極的な再就職支援が必要である。公共職業安定所では、必要な場合、事業主に再就

職援助計画作成を要請するとともに、再就職援助措置を講じた事業主、再就職援助計画対象

者の再就職促進を図るための体制整備を行った中小企業事業主団体及び再就職援助計画対象

者を受け入れた事業主に対し、在職者求職活動支援助成金を支給している。さらに、2000 年

度から、雇用情勢が悪化した場合（全国の完全失業率 5%以上）において、中高年（45 歳以

上 60 歳未満）の非自発的失業者及び職業訓練受講者を雇い入れる事業主に対し、１人当り

30 万円を支給する緊急雇用創出特別奨励金事業を実施している。また、公共職業安定所（人

材銀行、キャリア交流プラザを含む。）における情報提供・相談機能の強化に努めている。 

 

(3) (3) (3) (3) 就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保    

 高齢者は、一般的には、就業機会が確保されれば 70 歳まででも働く意欲を持っているが、

健康状態をはじめ様々な理由から 60 歳までと全く同じ働き方をすることは難しい。60 歳以

降の就業機会の確保に当たっては、必ずしもフルタイム勤務に限らず、短時間勤務、在宅勤

務など、多様な雇用形態を開発していくことが重要である。また、引退過程にある高齢者に

対し、臨時的かつ短期の就業など地域社会での日常生活に密着した仕事の提供を行うシルバ

ー人材センターを推進している。また、中高年齢者が共同して事業を開始し労働者を雇入れ

て継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、経費の補助（高年齢者等共同就業機会

創出助成金の支給）、相談、情報の提供その他の援助を行っている。 
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(4) (4) (4) (4) 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組み年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組み年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組み年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組み    

2001 年、雇用対策法が改正され、事業主の募集・採用における年齢制限緩和の努力義務が

規定される（2001 年 10 月施行）とともに、その実効を担保するため「年齢指針」を制定し、

その周知活動、公共職業安定所窓口における求人年齢の緩和指導を通じ、募集・採用時の年

齢制限撤廃を目指すこととなった。具体的目標として、政府は、公共職業安定所で受理する

年齢不問求人の割合を 2002 年 11 月の 12.8％から、2005 年度には 30％に引上げる方針を示し

ている。 

 

(5) (5) (5) (5) 「高年齢者等雇用安定法」の「高年齢者等雇用安定法」の「高年齢者等雇用安定法」の「高年齢者等雇用安定法」の 2004200420042004 年改正年改正年改正年改正    

2004 年 6 月 5 日の国会で、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法

律」が成立した。「65 歳までの定年の引上げや継続雇用制度の導入等を求める。」とし、以下

のような内容を規定している。 

① 労使協定で継続雇用制度の対象労働者基準を定めたときは、希望者全員を対象としな

い制度も可能とする。また、2006 年 4 月の施行日より、当面（大企業３年間、中小企業

５年間）は、労使協定でなく就業規則等に基準を定めることも可能とする。 

② 対象年齢は年金支給年齢に合わせ、2013 年度までに段階的に引上げる。 

③ 労働者の募集・採用時に上限年齢を置く場合にはその理由の提示が必要。 

④ 事業主都合で離職を余儀なくされる高年齢者等に対して、事業主がその職務経歴や能

力等を記載した書面を交付することを求める。 

⑤ シルバー人材センターが臨時的かつ短期的な又は軽易な業務に係る労働者派遣事業

を行う場合について、特例（許可を届出とする）を設ける。 

 

２．関連する社会保障制度２．関連する社会保障制度２．関連する社会保障制度２．関連する社会保障制度    

    高齢者雇用就業政策の理解のためには、雇用保険、公的年金制度の基本的知識が不可欠で

ある。簡単に紹介する。 

 

(1) (1) (1) (1) 雇用保険制度雇用保険制度雇用保険制度雇用保険制度    

 日本の雇用保険は、失業等給付―欧米諸国における失業保険に相当する求職者給付及び失

業者ないし労働者に対するその他の個人給付―と事業主に対する給付を中心とした雇用安定

等３事業を同一の保険制度の下で行っている。失業等給付部分の保険料は労使折半負担で、

３事業部分の保険料は事業主のみの負担となっている。基本手当給付日数は、2001 年４月以

降、中高年層を中心に倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者により多くの給付日数が

確保されるように再編された。また、2003 年 5 月以降、早期再就職の促進、多様な働き方へ

の対応、再就職の困難な状況に対応した給付の重点化と制度の安定的運営の確保の観点から、

①基本手当の給付率、上限・下限の改正、②就業促進手当の創設、③通常労働者とパートタ



 102

イム労働者との基本手当などの所定給付日数の一本化などの制度改正がされた。 

 60 歳台前半層の就業支援策としては、継続雇用、再就職した者に支給される高年齢雇用継

続給付制度がある。また、特定求職者雇用開発助成金（高齢者や障害者など就職困難な求職

者の雇い入れを促進する助成金）や継続雇用定着促進助成金（65 歳以上の年齢まで継続して

雇用する制度の導入ないし定着、高齢者の多数雇用を促進する助成金）などがある。 

     

(2) (2) (2) (2) 公的年金制度公的年金制度公的年金制度公的年金制度    

 公的年金制度は、国民年金、厚生年金及び共済年金からなる。民間被用者及び公務員の年

金給付は２階建てとなっており、１階が定額年金（基礎年金）、２階が報酬比例年金となって

いる。被用者以外の者は１階だけの給付となっている。１階の定額部分（基礎年金）は、受

給開始年齢が 60 歳から 65 歳への引上げ過程にあり、現在 62 歳である。民間企業の男性被用

者と公務員は 2013 年に、民間企業の女性は 2018 年に 65 歳になる。モデル受給額は、現在１

人月額６万６千円である。２階の報酬比例部分の受給開始年齢は、1999 年改正で、民間企業

の男性被用者と公務員は 2013 年から 2025 年の間に、民間企業の女性被用者は 2018 年から

2030 年の間に、それぞれ 60 歳から 65 歳に引上げられることになった。1 階、２階部分を合

わせた受給モデル額（夫厚生年金 40 年加入、妻専業主婦で、夫婦とも 65 歳以上の場合）は、

23.2 万円（2004 年度価格）となっている。なお、60 歳台前半層の給与所得者が公的年金受

給後も働き続けると、老齢（または退職）年金受給額が減額されたり支給が停止される在職

老齢年金制度があるが、2002 年 4 月以降、60 歳台後半層の高額所得稼得者にも実施された。 

 2004 年 6月に国会成立した新年金制度改革法では、社会経済と調和した持続可能で、また、

多様な生き方、働き方に対応した制度の構築が目指されている。 

 具体的には、次のような措置がなされた。 

 ① 厚生年金および国民年金の将来の保険料水準を固定した上で、その収入の範囲内で給

付水準を自動的に調整する仕組みとする。 

 ② 社会全体の保険料負担能力の伸びを年金改定率に反映させることで、給付水準を調整

（マクロ経済スライド）する（ただし、調整は名目額を下限とし、名目額を維持）。 

 ③ 60 歳台前半の被用者の在職老齢年金については、在職中の一律２割支給を廃止すると

ともに、65 歳以降の老齢厚生年金について繰下げ制度を導入し、高齢期の就労を促す。

一方で、70 歳以上の被用者の構成年金給付については、60 歳台後半の被用者と同様、

賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的収入を上回る場合には、老齢

厚生年金の全部または一部の支給停止を行う（保険料負担を求めない）。 

 ④子が３歳に達するまでの間、育児休業期間について保険料を免除する。 

 ⑤離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意または裁判所の決定があれば分割で

きる（当事者双方の婚姻期間中の合計額の半分を上限）。また、遺族厚生年金を見直し、

自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族厚生年金とし



 103

て支給する仕組みに改める。 

 

３．日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題３．日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題３．日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題３．日本の高齢者雇用就業政策の特徴と課題    

(1) (1) (1) (1) 日本では、高齢化がとりわけ急激で、高齢者の就業促進がきわめて重要日本では、高齢化がとりわけ急激で、高齢者の就業促進がきわめて重要日本では、高齢化がとりわけ急激で、高齢者の就業促進がきわめて重要日本では、高齢化がとりわけ急激で、高齢者の就業促進がきわめて重要    

高齢化と経済活動との関連で、サポート率が使われることが多い。勤労世代人口を高齢扶

養世代人口で割った値である。高齢者一人を何人の勤労者で支えることになるかを示してい

る。勤労世代を、60 歳までとするか、65 歳までとするか、70 歳までとするかで、サポート

率は大きく異なる。サポート率の推移を、日本、EU 計、アメリカで比較してみると、日本

では高齢化が急激なため、欧米各国以上に、できるだけ多くの高齢者が社会に支えられる側

から社会を支える側へ回ることが必要であることがよくわかる。例えば、2020 年の日本では、

勤労者世代を 70 歳までとしても、勤労者 2.89 人で１人の高齢者を支えないとならない。こ

の数字は、同年の EU で、勤労者世代を 65 歳までとした 2.78 人とほとんど変わらず、日本

の方が５歳長く働いてちょうど EU 平均と同じになる（第１０－２図）。近年各種国際会議に

おいて、高齢者が雇用をはじめ、さまざまな形で社会に参加することをめざす「活力ある高

齢化（アクティブ・エイジング）」の実現が提唱されるにいたっている。日本は、他の国以上

に率先して「活力ある高齢化」を追求していく必要がある。EU 諸国は 65 歳までの就業促進

に乗り出しているが、日本は 70 歳程度までの就業促進を積極的に図ってちょうど見合う計算

になる（あくまで EU 平均の数字との比較である）。 

 

第１０－２図 サポート率（勤労世代人口÷高齢扶養世代人口）の国際比較 
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－－－－    ＥＵＥＵＥＵＥＵ    －－－－    
 

－－－－ アメリカアメリカアメリカアメリカ －－－－ 
 

資料出所：日本は国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口（平成 12 年 1 月推計）』（中位推計）。EU、

アメリカは、国際連合, World Population Prospects: 1998 版 （中位推計）より。 

 

(2) (2) (2) (2) 高齢者の就業率は高いが、就業内容高齢者の就業率は高いが、就業内容高齢者の就業率は高いが、就業内容高齢者の就業率は高いが、就業内容面では課題が多い面では課題が多い面では課題が多い面では課題が多い    

日米欧各国とも、高齢者の引退延期が課題となっているが、日本と欧州とでは内容が異な

る。 

欧州の場合、公的年金受給開始年齢や早期引退促進制度対象年齢で、労働力率や就業率は

大きく下がる。欧州の高齢者雇用対策を概観すると、1970 年代後半から 90 年代半ばまで続

いた早期引退促進政策を見直し、50 歳代後半層の就業率の拡大に努めている国（オランダ、

ドイツ）、公的年金制度及び強制退職年齢の規制見直し（67 歳以下に定年退職を設定してい

る労働協約は本年末から無効）により 60 歳代の就業拡大に努めているスウェーデン、公的年

金受給開始年齢が 60 歳で、それ以前の早期引退がいまだ広汎に見られるフランスなど様々で

ある。各国とも、労働市場からの引退延期を課題に挙げており、例えば、一部の国では、パ

ートタイム就業と組み合わせた部分退職を奨励している。 

1.87

3.72

3.32

2.78

5.70

4.26

3.42

1.211.26

1.43

2.24
2.54

1.76
2.16

1.68

2.40

2.61

4.97

0

1

2

3

4

5

6

2000 2010 2020 2030 2040 2050

20-59歳／60歳以上 20-64歳／65歳以上 20-69歳／70歳以上

1.81

4.70

2.57

7.27

5.94

3.753.42
3.01

2.31
1.92 1.88

2.602.74

3.62

4.80

6.97

4.27
3.69

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2010 2020 2030 2040 2050

20-59歳／60歳以上 20-64歳／65歳以上 20-69歳／ 70歳以上



 105

一方、日本ではこうした数字だけを見ると、少なくとも男性については高齢者の就業は進

んでいるように見える。漸進的引退がすでに実現しているとも言える。第１０－３図では、

高齢男性の年金受給と就業状況の関係を年齢別にみた。まず、日本では 60 歳代全体を通じて

年金受給者でも働いている人が多いことが特徴的である。これは在職老齢年金制度により、

年金を部分的に受給しつつ働くことができるためであろうと考えられる。またスウェーデン

においても 60 歳代において年金受給者で働いている人が一定程度みられるが、65 歳～69 歳

になるとその割合は小さくなる。アメリカでは 60 歳代前半において非年金受給者で働いてい

る人の割合が比較的高い。一方、ドイツ・オランダでは年金受給に関わらず働いていない高

齢者の割合が高い。またドイツ・オランダでは 50 歳代後半、60 歳代前半で失業保険を受給

しながら就業していない者が少なからずみられることが注目される。 

しかし、日本においては、賃金、職種、就業形態などが 60 歳前後で大きく変化している。

また、世代内、世代間の所得、資産、年金の格差が懸念される。こうした就業内容面を含め

た高齢者の本格就業の実現が、各年齢層を通じた女性の就業促進と並んで日本の課題といえ

よう。但し、現段階では、各個人の就業ニーズを活かした、多様な形での雇用就業（雇用形

態、働き方、賃金形態）の継続が喫緊の課題となっている。アメリカは日欧の中間で、長年

のまたは本格的な職業生活からすっぱり引退する者が多い一方で、つなぎのパートタイム就

業を経て引退する者も少なくない。アメリカでも、パートタイム就業の魅力向上、正式な段

階的引退制度の導入が課題とされている。 
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図4　高齢男性の就業と年金・失業給付の状態
（1990年代半ば、人口比率による）

非年金受給者で働いている 年金受給者で働いている 失業保険受給者で働いていない

失業保険非受給者で働いていない 年金受給者で働いていない

注：　年金には私的年金も含む

出典：OECD "Ageing and Income" (2000)
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(3) (3) (3) (3) 高齢者に限定した特別対策が多く、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みが高齢者に限定した特別対策が多く、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みが高齢者に限定した特別対策が多く、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みが高齢者に限定した特別対策が多く、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みが

課題課題課題課題    

高齢者雇用就業政策は、ⅰ）高齢者に限定した施策、ⅱ）就職困難者など対象を広く取っ

た中で高齢者も扱う施策、ⅲ）年齢差別の是正を目指す施策に分類できる。 

日本の場合、ⅰ）が中心で、ⅱ）が補完している。いわゆる高齢者雇用就業政策の３つの

柱― ①知識経験を活用した 65 歳までの雇用の確保（60 歳以下定年の禁止、定年の引き上げ

や継続雇用制度の導入促進、高齢者向け職場改善の援助）、②中高年齢者の再就職の援助・促

進（定年退職者及び離職を余儀なくされる中高年齢者の再就職の援助を行う事業主等に対す

る指導・援助など）、③就業意欲や体力の多様化に応じた就業機会の確保（シルバー人材セン

ター事業の拡充など）－の諸施策はおおむねⅰ）にあたる。ⅱ）に入るのは、職業紹介・相

談、就職困難者を広く対象とする特定求職者雇用開発助成金、多くの職業訓練（高齢者だけ

に限定した訓練もあるが）などである。ただし、2001 年以降、ⅲ）の年齢差別の是正を目指

図表 3図表 3第１０－３図
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す施策（募集・採用時の年齢制限の緩和措置、年齢に関わりなく働ける社会に関する有識者

会議の設置）も重視されつつある。 

アメリカは、市場メカニズムと機会均等の国で、高齢者雇用就業政策でもⅲ）の年齢差別

の是正を目指す施策が中心である。ただし、低所得高齢者にパートタイムの仕事を提供する

「高齢者地域社会サービス雇用プログラム」はⅰ）の高齢者に限定した施策に相当するし、

職探しの支援や技能訓練を包括的に提供する「1998 年労働力投資法」はⅱ）に相当する。 

欧州は国により相違が大きいが、ⅰ）高齢者に限定した施策に相当するのは、イギリスの

ニューディール 50 プラスやドイツの 50 プラスアルファ、スウェーデンの 67 歳以下の強制退

職を無効とする雇用保護法、フランスの「デラランド分担金」（50 歳以上の労働者を解雇す

る場合、失業補償基金に拠出が必要）などであり、ⅱ）就職困難者など対象を広く取った中

で高齢者も扱う施策は、各国の労働市場プログラムの多くがこれに相当する。 

ⅲ）の年齢差別の是正を目指す施策は、近年欧州でも取り組みが盛んになっており、イギ

リスの「雇用における多様な年齢層に関する行動規範」などが相当する。そして、今回の EU

指令への対応である。すなわち、EU 委員会は、2000 年 11 月に、「一般雇用機会均等指令」

を採択した。この指令は、宗教または信条、障害、年齢・性的嗜好による雇用差別を禁止す

る全体的枠組みを設定したもので、2003 年 12 月までに各国に法制定ないし全国レベルの労

働協約の締結を求めるもの（ただし、年齢、障害については３年延長できる）で、各国とも

新たな法制定ないし法改正をしたか、それを目指して検討中である。 

 

４．年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題４．年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題４．年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題４．年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題    

(1)(1)(1)(1)    ３つの転機と年金受給開始年齢との「３つの転機と年金受給開始年齢との「３つの転機と年金受給開始年齢との「３つの転機と年金受給開始年齢との「橋渡し」対策橋渡し」対策橋渡し」対策橋渡し」対策    

高齢者雇用就業政策を考える場合、転機となる時期は３つであろう。 

第 1 の転機は、本年 2004 年であり、公的年金法と高年齢者雇用安定法の改正が実現する

とともに、基礎年金部分の受給開始年齢が 62 歳に引き上がった年である。 

第 2 の転機は、2007 年である。この年に、団塊の世代（昭和 22 年～24 年生まれ）が、60

歳に到達するし、EU 諸国における雇用における差別禁止立法の出揃うのが、前年末であり、

わが国も何らかの対応を迫られよう。 

 第 3 の転機が 2013 年である。公的年金の報酬比例部分の受給開始年齢の段階的引き上げが

いよいよ開始され、この年に 61 歳となる。 

このように、公的年金の受給開始年齢の引き上げ予定がスケジュール化されており、60 歳

定年と受給開始年齢との「橋渡し」をどう実現していくかが大きな課題となっている。「橋渡

し」としての選択肢としては、大きく分けると以下の５つとなろう（もちろん、細かなヴァ

リエーションが考えられる）。 
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１）（上限なし、または 65 歳までの）エイジフリー 

２）（最終的には 65 歳まで、中途においては年金受給開始年齢までの）定年延長 

３）事業主への指導援助を伴いながらの、65 歳までの（受給開始年齢までの）再雇

用・勤務延長の推進や再就職の円滑化 

４）失業給付の延長、その他の何らかの高齢者に対する個人給付で対処 

５）（最後は生活保護を前提に、）市場メカニズムで対処 

 

 ５）の市場メカニズムに任せる選択はとり難い。４）の高齢者に対する個人給付の追加も、

高年齢雇用継続給付などむしろ削減方向にあることを考えると難しい。となると、初めの３

つの方策となる。 

 この３方策とも、実現のためには、年功賃金・処遇システムの大きな見直しが必至である。

ただし、その程度が、１）、２）、３）の順にドラスティックとなるのである。例えば、第１０
 

－７図は、男性標準労働者（学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務している

者）の年齢別賃金カーブである。賃金カーブはここ 20 年ほどで中高年齢者を中心にフラット

化が進行していることがわかる。高齢者の雇用を促進するためには、このカーブをさらに寝

せる必要がある。そして、年齢にかかわりなく働ける社会の実現を本格的に推進しようとす

るならば、人的能力が勤続に応じて大きく上昇する 35 歳程度までを超えると、個人差はある

がほぼ水平になる、といったドラスティックな改訂が必要となろう。 

ともあれ、60 歳以降はこれまでの業務から外して補助的な役割や軽易な仕事でよい、との

固定観念は払拭しなくてはならない。企業の高齢者に対する低い評価を変えていくことが重

要である。 

 

(2) (2) (2) (2) 年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題年齢にかかわりなく働ける社会の実現の必要性と課題    

(a) (a) (a) (a) 「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議報告」の問題整理「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議報告」の問題整理「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議報告」の問題整理「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議報告」の問題整理    

(i) (i) (i) (i) 年齢にかかわりなく働ける社会づくりの必要性年齢にかかわりなく働ける社会づくりの必要性年齢にかかわりなく働ける社会づくりの必要性年齢にかかわりなく働ける社会づくりの必要性    

「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議報告」（2003 年 1 月）では、必要性に

ついて、「働く場の確保が必要な中高年齢者、競争力の強化を図らなければならない企業経営、

自己の能力を発揮できる多様な働き方を志向する個人、幅広く支え手を確保しなければなら

ない社会全体、それぞれの要請を勘案すれば、持続的な経済成長の実現を図りつつ、ワーク

シェアリングを含めた雇用面での総合的な対応を通じて雇用機会を維持･増大させるととも

に、過度に年齢に偏った我が国の雇用システムを見直し、意欲と能力を持つ誰もが年齢にか

かわりなく能力を発揮して働ける社会を作り上げていかなければならない。」(p.2)と整理して

いる。 

(ii) (ii) (ii) (ii) 年齢にかかわりなく働ける社会づくりの難しさ年齢にかかわりなく働ける社会づくりの難しさ年齢にかかわりなく働ける社会づくりの難しさ年齢にかかわりなく働ける社会づくりの難しさ    

 一方、年齢にかかわりなく働ける社会づくりの難しさも指摘し、「年齢にかかわりなく働け
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る社会や雇用システムのあり方を考える場合には、採用や退職というシステムの一部のみを

取り上げて検討するだけでは不十分である。採用時の年齢制限や定年延長等の問題は、処遇

や働き方などと密接に関連しており、雇用システム全体の見直しを進めなければ抜本的な解

決は難しい。このため、採用、能力開発、処遇、働き方、退職など雇用システム全体を問い

直し、今後の在り方を総合的に検討することが不可欠である」とする(同 p.2)。 

(iii) (iii) (iii) (iii) 必要な条件整備必要な条件整備必要な条件整備必要な条件整備    

必要な条件整備として、①職務の明確化と社会的能力評価システムの確立、②能力・職務

重視の賃金・人事処遇制度の確立など賃金・人事処遇制度の見直し、③能力を活かした多様

な働き方を可能とする環境整備、④採用と退職にかかわる条件整備（募集・採用時における

年齢制限の是正に向けた一層の取組、定年の引上げや継続雇用制度の導入・改善の推進など）、

などが提言されている。 

以下、年齢にかかわりなく働ける社会を実現するために特に課題となっている３点――①

募集・採用時の年齢制限、②退職時の年齢制限、③年功処遇――の現状を、「今後の高齢者雇

用対策に関する研究会報告書」（2003 年７月）などに基づき概観する。 

 

(b) (b) (b) (b) 募集・採用時の年齢制限の現状募集・採用時の年齢制限の現状募集・採用時の年齢制限の現状募集・採用時の年齢制限の現状    

年齢不問求人の割合は、2004 年 4 月現在で 18％程度、年齢制限の上限は平均して 47 歳程

度となっている(厚生労働省職業安定局調べ、第１０－４図)。また、年齢制限を設けている

理由としては、体力、視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務

の遂行に不可欠であるとするものが 52％程度で最も多く、次いで、技能・ノウハウ等の継承

の観点から、労働者の年齢構成の維持・回復を図るためとするものが 28％程度となっている

(第１０－５表)。 

(c) (c) (c) (c) 退職時の年齢制限の現状退職時の年齢制限の現状退職時の年齢制限の現状退職時の年齢制限の現状    

65 歳までの雇用については、①60 歳プラスα方式（60 歳定年を維持したまま 65 歳までの

雇用継続に向け、αを増やしていく方式）、②65 歳マイナスβ方式（定年年齢を 65 歳に引き

上げ、個々人が引退年齢を決める方式）、③エイジフリー方式（定年年齢を廃止して、年齢に

関わりなく働ける社会をめざす方式）の 3 方式が議論されている。現時点では、人事管理制

度の抜本的見直しを伴わない①の 60 歳プラスα方式が広く受け入れられている。2003 年 1

月時点で、65 歳定年企業 6.9%、定年制を有しない企業 7.8％で、定年後の継続雇用制度を入

れて少なくとも 65 歳まで働ける場を確保している企業は 71.8％である。その中で、原則と

して希望者全員を 65 歳まで雇用する企業は 28.8％となっている（第１０－６図）。 
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第１０-４図 求人年齢制限の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）求人における平均制限年齢 
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第１０-５図 年齢制限理由別割合 

平成 16 年 4 月 新規求人          
            

指針理由
番号 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 

割合 3.04% 28.01% 7.49% 2.00% 4.29% 0.05% 0.80% 52.27% 1.82% 0.23% 100%

［参考］            
            
１ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等である特定の年齢層の労働者を対象とし

て募集及び採用する場合 
２ 企業の事業活動の継続や、技能・ノウハウ等の継承の観点から、労働者の年齢構成を維持・回復させ

るために、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合 
３ 定年年齢または継続雇用の最高雇用年齢と、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要

とされる期間又は当該業務に係る職業能力を形成するために必要とされる期間との関係から、特定の
年齢以下の労働者を対象として募集及び採用を行う場合 

４ 年齢を主要要素として賃金を定めている就業規則との関係から、既に働いている他の労働者の賃金額
に変更を生じさせることになる就業規則の変更を要する場合  

５ 商品やサービスの特性により顧客等との関係から業務を円滑に遂行する要請がある場合 

６ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合 
７ 労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保の観点から特に考慮する必要がある

場合 
８ 体力、視力等加齢に伴い機能が低下するものに関し、採用後の勤務期間を通じ機能が一定水準以上
であることが業務の円滑な遂行上不可欠な業務の場合 

９ 行政の施策を踏まえて中高年齢者に限定した募集及び採用を行う場合 

10 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7.8%

28.8%

<97.5%>
(100%) 60～64歳定年企業

うち原則として希望者
全員を対象とする企業
（16.4%）

92.2%
<100%>

 <　　> 内は定年制を有している企業を100%とした場合の割合
（　　）内は一律定年制を有している企業を100％とした場合の割合
　※　事業規模30人以上の企業が調査対象

　　〔注１〕　職種別その他の定年制を採用している企業についても、６５歳までの雇用を確保する企業が若干存在する。

　　〔注２〕　65歳を超える定年企業も若干存在する。　

　（資料出所）厚生労働省「雇用管理調査」（２００３年）より算出

定年制を
有しない
企業

少なくとも65歳
まで働ける場を
確保する企業

原則として希
望者全員を対
象とする企業65歳定年企業

(6.9%〔注２〕)
一律定年
制採用し
ている企
業

71.8%

少なくとも65歳までの勤務延
長制度、再雇用制度を有する

企業（64.3%）

<2.5%〔注１〕>

定年制を
有してい
る企業

(91.9%)

職種別、その他の定
年を採用している企業

第１０－６図 ６５歳までの雇用を確保する企業割合 
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(d) (d) (d) (d) 年功処遇の現状年功処遇の現状年功処遇の現状年功処遇の現状    

65 歳までの本格的就業を実現しようとすれば、企業内の年齢別に見た労働者構成がピラミ

ッド型であることを想定した年功的賃金・処遇制度を見直す必要があり、各企業とも賃金カ

ーブのフラット化などの賃金・退職金制度の見直しを進めている。厚生労働省「賃金構造基

本統計調査」により 1971 年、1981 年、1991 年、2001 年の男性標準労働者（学校卒業後直ち

に企業に就職し、同一企業に継続勤務している者）の賃金カーブを比較してみると、賃金カ

ーブは特にここ 20 年ほどで中高年齢者を中心にフラット化が進行していることがわかる（第

１０-７図）。また、今後の人事管理の方針は、終身雇用慣行にこだわらないという企業が約

半数、処遇については主として能力主義を重視という企業が半数以上に上っているなど、変

化の兆しがうかがえる。（第１０-８表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１　標準労働者の賃金プロファイルの推移（大卒男性）
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図４－２－２　標準労働者の賃金プロファイルの推移（高卒男性）
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第１０-７図 男子標準労働者の年齢別賃金カーブ 

①大卒   

（資料出所）厚生労働省「2002 年版厚生労働白書」 

（注１）賃金は、所定内給与額×12＋前年の年間賞与その他特別給与額 

（注２）企業規模、産業計 

②高卒   
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（雇用慣行）（雇用慣行）（雇用慣行）（雇用慣行） （％）

終身雇用慣行を重
視

終身雇用慣行にこ
だわらない

どちらともいえない 無回答

総　　数 8.5 48.6 39.9 3.0

５０００人以上 14.2 43.8 38.8 3.2

１０００～４９９９人 10.5 47.4 41.4 0.7

３００～９９９人 11.0 48.1 39.6 1.3

１００～２９９人 9.4 48.5 40.2 1.9

３０～９９人 7.9 48.7 39.8 3.6

（処遇）（処遇）（処遇）（処遇） （％）

主として年功序列
主義を重視

主として能力主義
を重視

両者の折衷 どちらともいえない 無回答

総　　数 0.8 55.9 28.3 12.5 2.6

５０００人以上 - 79.1 11.0 6.7 3.2

１０００～４９９９人 - 77.2 18.5 3.9 0.4

３００～９９９人 0.5 69.0 23.6 6.0 0.9

１００～２９９人 0.8 61.8 26.6 9.6 1.1

３０～９９人 0.8 52.2 29.6 14.2 3.2

（出典）厚生労働省「雇用管理調査」（２００２年）

図４－３　今後の人事管理の方針

 
 

 なお、第７章「オランダの状況」で、オランダ・ナイメヘン大学のデルスン教授の論文を

紹介したが、上記論文で面白いのは、オランダにおいても、賃金カーブは年齢とともに上昇

するが、45 歳前後で労働生産性のピークが来る。そして、この仕組みは若年者（長期雇用さ

れるとメリットが大きい）にも高齢者（余剰になると失うものが大きい）にも企業への献身

（コミットメント）を生み出しているが、将来的にはこの年功給はコスト問題を生み出すだ

ろうと予測され、事業主は高齢者の雇用を余剰と考えがちになる、と日本でもよく耳にする

議論を展開していることである。高齢者雇用を推進するためには年功処遇の改善が必要だが、

この問題は日本だけでなく、程度の差はあれ欧州の多くの国に共通するもののようだ。 

 

(3) EU(3) EU(3) EU(3) EU 一般雇用機会均等指令と日本一般雇用機会均等指令と日本一般雇用機会均等指令と日本一般雇用機会均等指令と日本    

(a) EU(a) EU(a) EU(a) EU 一般雇用機会均等指令一般雇用機会均等指令一般雇用機会均等指令一般雇用機会均等指令    

 2000 年 11 月に EU の一般雇用機会均等指令が採択されたが、EU 各国政府の対応が注目さ

れている。第３章で説明したように、この EU 指令には、年齢を理由とした取り扱いの相違

が、国内法の文脈において、合法的な雇用政策や労働市場及び職業訓練目的を含む合法的な

目的によって客観的かつ合理的に正当化され、かつその目的を達成する手段が適切で必要な

ものである場合には差別を構成しないとする規定がある。長期雇用慣行と年齢差別禁止の理

念を調和させるための均衡点を EU 各国政府がどのように判断するのか、日本では非常に注

目されている。 

  

第１０-８表
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日本では、雇用における年齢差別禁止法を制定すべしとの主張は、まさに出始めたばかり

である。報告書末に、雇用における年齢差別禁止法制の比較表を掲載した（参考資料 5）。EU

指令、アイルランドの「1998 年雇用均等法」、英国の新立法に向けた協議案、そしてアメリ

カの「雇用における年齢差別禁止法」を比較した。年齢差別禁止法とはどのようなものか、

その理解に役立つことを期待したい。但し、各国における、年齢にかかわりなく働ける社会

の実現に向けた取組みは、年齢差別禁止法だけでなく、解雇規制、失業保険制度その他の雇

用政策、年金制度などと合せて総合的に評価すべきであろう。また、労使の対応、従業員と

使用者間等での差別禁止の例外規定の解釈などについての個別紛争に対して、裁判所その他

の準司法機関が今後具体的にどのように対処するかなどにも十分留意する必要がある。 

 

(b) (b) (b) (b) 日本の年齢指針日本の年齢指針日本の年齢指針日本の年齢指針    

日本においても、近年、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取り組みが始まっ

ている。すなわち、2001 年、雇用対策法が改正され、事業主の募集・採用における年齢制限

緩和の努力義務が規定される（2001 年 10 月施行）とともに、その実効を担保するため「年

齢指針」を制定し、その周知活動、公共職業安定所窓口における求人年齢の緩和指導を通じ、

募集・採用時の年齢制限撤廃を目指すこととなった。 

ただし、例外措置も多く、①長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを

募集採用する場合、②定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者

の十分な能力発揮がなされる前なり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなる

ような場合に、特定の年齢層以下の者を募集・採用する場合、③採用された者に賃金を支払

うために、年齢を主要要素として定められている既存の労働者の賃金額を就業規則の改正に

よって変えなければならない状況で、特定の年齢以下の者を募集・採用する場合、など 10

項目の例外規定（第１０－５図を参照）に該当し、事業主がその旨を官民の職業紹介機関、

求職者等に説明した時には年齢制限が認められる。 

2004 年 6 月の高年齢者雇用安定法の改正で、労働者の募集・採用にあたって事業主が上限

年齢（65 歳以下）を設定する場合には、求職者に対しその理由を提示しなくてはならなくな

った（努力義務規定から義務規定になった）。この効果が注目される。 

 ここで、思考実験として、日本政府が、EU 指令に準じた雇用における年齢差別禁止法の

制定を試みた場合の問題点を考えてみよう。欧米諸国と比べ、以下のような相違ないし課題

が挙げられる。 

 ① 雇用管理における年齢基準が強く、能力・職務重視の賃金・人事処遇制度が確立して

いない。その結果、賃金、職種、就業形態などが 60 歳前後で大きく変化する場合が多

くなっている。 

    ② 「職場における年齢の多様性」（年齢均衡の取れた職場作り）への取り組みがほとん

どされていない。エイジフリーというと、高齢者だけの問題と思われがちである。 
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 ③ 差別是正に対処する独立した本格的救済機関がない。 

 ④ いったんキャリアが中断した場合でも何歳からでもやり直しのきく、複線型の人生設

計が可能となるような、社会保障制度、外部労働市場となっていない。 

 ⑤ 人権意識は日本ではまだまだ弱い。性、障害、フルタイマー・パートタイマーの均等

処遇の一定の進展が、年齢面での均等処遇進展にもつながる。 

 なお、日本の年齢指針にある１０項目のうち、①長期勤続によるキャリア形成を図る観点

から、新規学卒者等である特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用する場合、②企

業の事業活動の継続や、技能・ノウハウ等の継承の観点から、労働者の年齢構成を維持・回

復させるために、特定の年齢層の労働者を対象として募集及び採用を行う場合、④年齢を主

要要素として賃金を定めている就業規則との関係から、既に働いている他の労働者の賃金額

に変更を生じさせることになる就業規則の変更を要する場合は、ＥＵ諸国では認められそう

もない。他の項目は認められる余地が十分あるのではないか、と筆者は考えている。 

 

５．８つの政策提案５．８つの政策提案５．８つの政策提案５．８つの政策提案    

    厚生労働省の年齢に関わりなく働ける社会に関する有識者会議は、2003 年 1 月、報告書「誰

もが年齢にかかわりなく能力を発揮して働くことができる社会の実現に向けて」を公表した。

その中で、①職務の明確化と社会的能力評価システムの確立、②能力・職務重視の賃金・人

事処遇制度の確立など賃金・人事処遇制度の見直し、③能力を活かした多様な働き方を可能

とする環境整備、④採用と退職にかかわる条件整備（募集・採用時における年齢制限の是正

に向けた一層の取組、定年の引上げや継続雇用制度の導入・改善の推進など）などが提言さ

れている。 

 こうした提言等1を踏まえ、また、今回の調査研究で知りえた欧州各国での取り組み事例等

を参考としつつ、今後の政策課題を８つの提案としてまとめた。 

                                                   
1 藤村博之法政大学教授も、行政が重点的に取り組むべき点として、①高齢者に対する偏見を打破すること、②

先進事例を広く宣伝すること、③高齢者雇用を推進するコーチ役としての「高齢者雇用アドバイザー」の活用、

④高齢者雇用を促進する制度の影響を正確に把握して対応すること、⑤個人が困ったり迷ったりしたときに支援

する仕組みを作ること、の５点を挙げている。（労働政策研究研修機構「労働力の高齢化と日欧政府・企業の対

応」、2003、ｐ135） 
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第１の提案 「年齢にかかわりなく働ける社会づくり戦略」では、アメリカだけでなく欧州

の事例も十分に参考にすること。 

 欧州の例をみても、65 歳定年制と年齢にかかわりなく働ける社会の実現は必ずしも矛盾し

ない。65 歳程度までの間で、採用、能力評価､処遇、働き方、退職などできるだけ年齢にか

かわりない職場、しかも、年齢基準ではなく、勤続年数等を基準とした雇用保障・社会保障

等の相違は認める─このようなエイジフリー化を欧州の多くの国では追求しているように見

える。一定の解雇規制も各国とも残そうとしている。「定年までの雇用保障機能が強く残る間

は、雇用における年齢差別禁止は日本ではできない。」との議論はいかがであろうか。但し、

日本においては、60 歳定年と言いつつ、①一定年齢での役職ポストからの一律的降格（役職

定年制）とそれに伴う賃金引下げ、②50 歳台での関連会社等への出向退職、が広く実施され

ている。こうした仕組みは、育成期を越えた年齢以後においても続く年功的昇進、昇給シス

テムとともに、見直しが必要となろう。ともあれ、エイジフリーといえば即アメリカという

のではなく、欧州の取組み事例も十分に参考にして、日本の実情に即した「新たな高齢者就

業戦略日本モデル」の構築を積極的にめざすべきであろう。 

なお、他国にとってもモデルとなる新たな「日本モデル」とは、雇用保障と年齢障壁是正

とのバランスが取れ、かつ、第１０－９図で示したような漸進的引退を含みながら、平均的

引退年齢が高い社会であろう、と筆者は考える。 

 

第２の提案 新たな「日本モデル」の構築をめざして、数回に分けた段階的改革を考えるこ

と。 

高齢者雇用就業政策を考える場合、本章第４節の冒頭で述べたように、今後３つの転機が

予測される。人口の高齢化、公的年金受給開始年齢の引上げスケジュール、EU 諸国の高齢

化対応（特に､①雇用における差別禁止立法の具体的内容､②EU 平均で 2010 年までに 55～64

歳就業率を 50％に引上げ、平均引退年齢を 5 歳引上げる目標の達成状況）等の展望を踏まえ、

第１の提案 「年齢にかかわりなく働ける社会づくり戦略」では、アメリカだけでなく欧

州の事例も十分に参考にすること。 

第２の提案 新たな「高齢者就業戦略日本モデル」の構築をめざして、数回に分けた段階

的改革を考えること。 

第３の提案 多様な形での雇用延長を推進すること。 

第４の提案 総合的アプローチを取ること。 

第５の提案 若年雇用との両立を積極的に考えること。 

第６の提案 実践的なグッド・プラクティスの開発と普及を図ること。 

第７の提案 国民の間で幅広いコンセンサス形成を図ること。 

第８の提案 政策評価を積極的に実施すること。 
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新たな「日本モデル」の構築をめざして、目標を定めた以下のようなアクションプランを設

定すべきである。とくに日本の場合は、アメリカはもちろん欧州と比べても雇用管理におけ

る年齢基準が強く、能力・職務重視の賃金・人事処遇制度が確立していない。したがって、

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組みは、時間をかけ、段階的にかつ着実に

行う必要が一層大きい（目標時期の設定には慎重な配慮が必要である）。 

 
（新たな「日本モデル」構築を目指したアクションプラン試案）（新たな「日本モデル」構築を目指したアクションプラン試案）（新たな「日本モデル」構築を目指したアクションプラン試案）（新たな「日本モデル」構築を目指したアクションプラン試案）    

第１局面第１局面第１局面第１局面    雇用と年金とが接続する仕組みの構築雇用と年金とが接続する仕組みの構築雇用と年金とが接続する仕組みの構築雇用と年金とが接続する仕組みの構築 
雇用と年金の接続を確保し、少なくとも年金支給開始年齢まではその雇雇用と年金の接続を確保し、少なくとも年金支給開始年齢まではその雇雇用と年金の接続を確保し、少なくとも年金支給開始年齢まではその雇雇用と年金の接続を確保し、少なくとも年金支給開始年齢まではその雇

用する労働者を年齢を理由としては離職させないというルール作り等用する労働者を年齢を理由としては離職させないというルール作り等用する労働者を年齢を理由としては離職させないというルール作り等用する労働者を年齢を理由としては離職させないというルール作り等 
（（（（今回の高年齢者雇用安定法の改正に基づく、喫緊の課題）今回の高年齢者雇用安定法の改正に基づく、喫緊の課題）今回の高年齢者雇用安定法の改正に基づく、喫緊の課題）今回の高年齢者雇用安定法の改正に基づく、喫緊の課題） 
 

 
第２第２第２第２局面局面局面局面    60 歳から歳から歳から歳から 70 歳までにおける漸進的引退の仕組みの構築歳までにおける漸進的引退の仕組みの構築歳までにおける漸進的引退の仕組みの構築歳までにおける漸進的引退の仕組みの構築 
                        事業主への雇用継続関連助成金の対象年齢を事業主への雇用継続関連助成金の対象年齢を事業主への雇用継続関連助成金の対象年齢を事業主への雇用継続関連助成金の対象年齢を 70 歳までに引上げる。歳までに引上げる。歳までに引上げる。歳までに引上げる。 

また、また、また、また、60 歳代を通じた漸進的引退を一層促進する誘因を公的年金制度に導歳代を通じた漸進的引退を一層促進する誘因を公的年金制度に導歳代を通じた漸進的引退を一層促進する誘因を公的年金制度に導歳代を通じた漸進的引退を一層促進する誘因を公的年金制度に導

入する。その他、労働・社会保障制度全般の見直しにより、入する。その他、労働・社会保障制度全般の見直しにより、入する。その他、労働・社会保障制度全般の見直しにより、入する。その他、労働・社会保障制度全般の見直しにより、60 歳代の多様歳代の多様歳代の多様歳代の多様

な就業機会を確保する。な就業機会を確保する。な就業機会を確保する。な就業機会を確保する。 
     
 

第３局面第３局面第３局面第３局面    「現役としての」「現役としての」「現役としての」「現役としての」65 歳までの就業継続が一般化する仕組みの構築歳までの就業継続が一般化する仕組みの構築歳までの就業継続が一般化する仕組みの構築歳までの就業継続が一般化する仕組みの構築 
事業主に対する、募集・採用時における年齢制限の禁止、ないし年齢制事業主に対する、募集・採用時における年齢制限の禁止、ないし年齢制事業主に対する、募集・採用時における年齢制限の禁止、ないし年齢制事業主に対する、募集・採用時における年齢制限の禁止、ないし年齢制

限理由の説明の義務化を早急に実施する。その効果も踏まえ、限理由の説明の義務化を早急に実施する。その効果も踏まえ、限理由の説明の義務化を早急に実施する。その効果も踏まえ、限理由の説明の義務化を早急に実施する。その効果も踏まえ、上限付き（さ上限付き（さ上限付き（さ上限付き（さ

らに、らに、らに、らに、育成期を配慮した下限付きも考えられる）、雇用保障を一定の範囲で育成期を配慮した下限付きも考えられる）、雇用保障を一定の範囲で育成期を配慮した下限付きも考えられる）、雇用保障を一定の範囲で育成期を配慮した下限付きも考えられる）、雇用保障を一定の範囲で

残しながらの年齢にかかわりなく働ける雇用システムを法制化する。残しながらの年齢にかかわりなく働ける雇用システムを法制化する。残しながらの年齢にかかわりなく働ける雇用システムを法制化する。残しながらの年齢にかかわりなく働ける雇用システムを法制化する。 
 

第３の提案 多様な形での雇用延長を実現すること 

高齢者の再雇用に積極的に取り組んでいる企業では、多様な形で就業の場作りに取り組ん

でいる。60 歳代の多様な雇用の場を確保するとともに、エイジフリー社会づくりの前提とし

て、こうした企業努力を促進することが重要である。そのためには、パートタイム雇用、世

代間ワークシェアリングを推進する必要がある。後者は、働き盛り世代の一層の時間短縮に

より、労働・教育・家事・余暇が共存する生活を実現するとともに、短時間勤務により高齢

者の就業環境を改善し、高齢者の就業率を維持・向上させる方策である。また、労働者派遣

の高齢者に対する特例、雇用以外の就労形態での社会保険制度の整備なども重要である。 

さて、バブル崩壊後の不況の長期化で、中高年を中心に早期退職誘導での雇用調整が広が

った。高齢者雇用には、勤務形態の配慮や労働環境の整備などの企業努力が不可欠であるが、

一部の企業がこのような努力を怠ると、その企業の労働者は定年年齢で退職して年金生活に

入る。この費用は努力して高齢者を雇用した企業も含めて負担することになる。こうした不

公平を解消する必要があり、雇用保険ないし公的年金制度にいわゆるメリット制を導入し、
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55 歳～64 歳について平均的水準しか雇用していない企業からは、付加的な保険料を徴収（平

均水準以上の企業には保険料を軽減）することも検討されていい。アメリカ、フランスでは

同様の仕組みが取り入れられており、オランダでも検討されている。当面、この付加的保険

料算定対象の雇用者は当面 55～64 歳までとするが、近い将来 60～69 歳にスライドさせ、エ

イジフリー社会が実現した時点で解消することが適当であろう。 

 

第４の提案 総合的アプローチを取ること。 

近年 EU では、活力ある高齢化（アクティブ・エイジング）実現のため、雇用と健康、社

会保障、教育、住宅など総合的な取り組みの必要性が強調されている。また、1997 年以降、

EU 雇用ガイドライン→各国雇用行動計画→各国実地状況報告→EU 委員会による改善報告の

総合的雇用政策改善手続きが毎年繰り返されているが、この雇用ガイドラインの中でも、活

力ある高齢化と、社会保障・税制、生涯教育等との関係が重視されている。 

例えば、英国では、2000 年の内閣府報告「世代間競争に勝つ」（Winning the Generation Game）

が５０～６５歳の人々を取り巻く問題を包括的に分析した上で、政府に対し、４つの目標（①

文化を変えて高齢者の期待感を高め、真の価値や潜在能力ではなく年齢に基づいて判断する

のをやめること、②50 歳以上の人々が働き続けられるようにし、それを奨励すること、③解

雇された労働者の再雇用を援助・奨励すること、④高齢労働者がより幅広い地域社会のため

に自分の技能・経験を利用するのを手助けすること）とそれを達成するための７５項目の具

体的勧告と詳細な実施計画を示している。 

日本においても、高齢者雇用就業政策を推進するためには、一層の総合的な戦略樹立が必

要である。 

第１に、労働政策以外の政策（マクロ経済政策、年金、医療等の社会保障、教育）との連

携である。まず総量としての雇用需要が確保されていることが不可欠である。高齢者の働き

やすいサービス産業の振興も重要である。 

社会保障政策との密接な連携を図ることはとりわけ重要である。「継続雇用等で年齢にか

かわりなく働ける社会づくり」の視点からは、高齢者の就業促進と年金政策を一体的に運営

する必要がある。特に、年金制度が労働市場からの引退時期を大きく左右するような仕組み

は望ましくない。現在の在職老齢年金制度は、多くの欧州諸国で採用されている「退職年金

構成（退職すれば年金を全額支給するが、在職中は支給しない）」とまではいたっていないが、

在職高齢者は、年金を支給しつつ年金や賃金の額に応じてその一部を支給停止する仕組みを

取っている。６０歳代の就労に対してできるだけ中立的な仕組みの検討が必要である。この

点で、スウェーデンのいわゆるエイジフリー年金に関心を持つ者が日本でも多い。 

健康と就業との関係も強い。例えば、男性の場合、健康な限り 65 歳までは働こう、と考

えている者が多い。高齢者の就業を促進するためには、健康予防方策との連携を強化し、加

齢に伴う身体機能低下の防止とともに職場の環境改善や作業条件の改善によって、労働能力

 



 119

を維持できるような対策を立てる必要がある。この面でも、スウェーデンやフィンランドに

おける健康増進と就業能力（ワーカビリティ）向上を結びつける取組みは大変参考となろう。 

第２に、（狭義の）雇用政策以外の多様な就業、人口工学・職務設計的取り組みとの連携

である。欧州でも、アイルランド、フィンランドなど成長率が高い国ほど高齢者対策、年齢

差別禁止法への取組みが進んでいる。安定した経済成長、職場再設計による高齢者の職域拡

大などにより、雇用の厳しい高齢者を中心とした多様な就業の場（特に雇用需要）の創出に、

社会を挙げて取り組むべきである。 

第３に、雇用政策内でも、60 歳前、特に 50 歳代高齢者への取り組みと連続した取組みが

重要である。むしろ切実なのはこの年齢層であり、60 歳代前半層の就業内容を改善するため

には、60 歳前からの連続的対応が不可欠である。 

第４に、若年者雇用対策との関係の整理である。（第５の提案参照） 

なお、アメリカでの、雇用における年齢差別禁止法の運用の実態をみると、年齢差別禁止

立法が、中高年における再就職の困難さの緩和に必ずしもつながっていない（退職差別には

一定の効果がある、との調査報告が多い）。年齢差別禁止立法だけに過度の期待を寄せてはな

らない（他の方策との併用ではじめて効果が上がる）ことに留意する必要がある。 

 

第５の提案 若年雇用との両立を積極的に考えること。 

EU 諸国においては、1970 年代以降、雇用失業情勢が厳しくなり、とくに若年失業が深刻

視された。多くの国は、高齢者の早期引退促進により若年者の雇用機会改善を図ったが、結

果は伴わず、失業という緊急の経済問題に対する一時的解決策に終わった。また、多くの予

期せぬ結果（労働市場における高齢者の価値低下、経験・技能・ノウハウの喪失）をもたら

したとの反省から 1990 年代半ば以降、活力ある高齢化（アクティブ・エイジング）が推進さ

れるようになっている。 

日本においても、企業における採用の抑制が続く中で、新規学卒者の就職環境は厳しい状

況が続いている。こうした中で、「中高年がその既得権としての雇用機会を維持するため、若

年から仕事の機会を奪うといった状況が強まっている。」―玄田有史『仕事のなかの曖昧な不

安―揺れる若年の現在』（中央公論新社、2001 年）ｐ245―との主張もなされている。 

世代間対立を超えた建設的政策論議を引き起こすためには、今後とも若年者に対する良質

的な雇用の場の確保と高齢者雇用との両立を積極的に考えるべきで、若年、中高年を一緒に

考える生涯を通じた就業促進戦略が求められている。さらには、働き盛り世代の一層の時間

短縮により、労働・教育・家事・余暇が同時並立した生活の充実を実現するとともに、短時

間勤務制度により高齢者の就業環境を改善し、高齢者の就業率を維持・向上させる「世代間

ワークシェアリング」を目指し、積極的な検討が望まれる。筆者のイメージは以下のような

ものである（第１０－９図）。60 歳代を通じた漸進的引退方策についても、本格的検討が望

まれる。 
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日本では、いまだ賃金体系の中に生活費的要素が色濃く残っている。大企業労組の想定す

る生活費の中には、専業主婦、大学生の子供２人の生活費負担も入っている。再就職賃金を

年齢別にみると、長期勤続者の離職前の賃金水準は 50 歳代前半までは年を経るごとに大きく

上昇するが、再就職賃金は 30 歳代後半以降ほぼ横ばいとなる。40 歳代、50 歳代では、子供

の教育費や住宅ローンなど生計費が高いことから労働者が期待する賃金水準が高い一方で、

それに見合った求人が極めて少ないため、失業が長期化しがちである（第１０－１０図）。欧

米では、妻も働くし、大学入学後は自立して、自分で稼ぐか奨学金・ローンで生活費をまか

なう場合が多い。住宅ローンの負担も何とかしたいものである。日本においても、勤労者の

生計費（教育費、住宅費）の軽減方策を積極的に考えるべきである。それにより、年功賃金、

退職金の見直しが容易になり、高齢者の継続雇用や再就職もしやすくなる。 
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(資料出所) 清家 篤「生涯現役社会をめざして」（ＮＨＫ人間講座 2003 年 6～

7 月）Ｐ109 の図に筆者が修正を加えたもの。 

従来型の職業人生 

第１０－９図  今後の高齢者就業のイメージ 

60 歳定年
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最近、日本経団連では、年齢や性にこだわることのない「多様性のマネジメント（ダイバ

シティ・マネジメント）」を言い出しているが、多くの企業で、第５章「ドイツの状況」で紹

介したケヒリング氏の論文にあるように、①年齢・世代間の相違に注意を払うこと、②年齢

に基づくあらゆる排斥的措置を除去すること、③地位の平等と相互の尊重からなる職場文化

を創造すること、④高齢者と若年の長所と弱点をつり合わすこと、からなる年齢均衡の取れ

た人事政策を是非追求してほしいものである。 

 

第６の提案 実践的なグッド・プラクティスの開発と普及を図ること  

（グッド・プラクティス― 優れた実践事例 ― とは） 

 近年、EU 諸国では、EU 委員会のイニシアティブにより、雇用の各分野でグッド・プラク

(円)700,000
離職企業での月収

600,000 生計費

年金受給額

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
29歳以下 30～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

資料出所

（注） 1)

2)

3)

労働省「賃金構造基本統計調査」（2000年）、「高年齢者就業実態調査」（2000年）、総務庁統計局「家計調査」（2000
年）から試算。

再就職企業での月収

「離職企業での月収」は、「賃金構造基本統計調査」の、学歴計男性労働者平均の所定内給与額と前年の年間賞
与その他特別給与額の12分の1との和。ただし、60～64歳については、勤続年数30年以上の月収（勤続30年以上
労働者平均の所定内給与額）と前年の年間賞与その他特別給与額の12分の1との和。

「生計費」は勤労者世帯についてみたものであり、「家計調査」の「消費支出」に「土地家屋借金返済」（住宅ローン
等）を加えている。

「再就職企業での月収」は、「賃金構造基本統計調査」による、学歴計男性勤続0年労働者平均の所定内給与額と
前年の年間賞与その他特別給与額の12分の1との和。したがって、あくまで再就職当初の月収であることに留意さ
れたい。
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ティス作りが積極的に行われており、高齢者雇用関係でも、1990 年代後半には欧州生活労働

条件改善財団の支援により、EU 各国をまたがったグッドプラックティス調査が実施された

他、各国で実践的なグッド・プラクティスの開発に取り組んでいる（以下の詳細は、①『ミ

レニアム・プロジェクト、諸外国における高齢者の雇用・就業の実態に関する研究報告書』、

2002 年、②アラン・ウォーカー「高齢化する労働者を管理するために・・グッドプラックテ

ィスのためのガイド」（Managing an Aging Workforce: A Guide to Good Practice, European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1999 を参照されたい）。 

 さて、高齢者雇用のグッド・プラクティスとは、英国シェフィールド大学ウォーカー教授

によると、「一度ぽっきりの達成ではなく、大なり小なり高齢者と組織の利益増進に寄与する

幅広い諸介入」のことである。年齢障壁との闘い（Combating Age Barriers）及び、年齢によ

る不利益を受けることなく、各個人がその潜在能力を発揮できる環境を提供する、そのよう

な一般的な雇用管理ないし人事労務管理からなる。但し、組織全体の年齢管理方式を変える

まではいかなくとも、採用面での年齢上限を撤廃するなど、一部局面での取り組みも含まれ

る。 

 

（グッド・プラクティスの分類）（グッド・プラクティスの分類）（グッド・プラクティスの分類）（グッド・プラクティスの分類） 

 グッド・プラクティスは、ウォーカー教授論文によると、以下の５つの局面で分類できる。 

1）採用 

採用候補者を、年齢により直接・間接に差別しないよう保証することを意味し、例えば、

広告やその他の採用方法に、年齢制限などの差別的要素を組み入れないことである。 

  2) 訓練、能力開発、昇進 

訓練やキャリア開発（career development）において高齢労働者を軽視せず、労働者の生

活全体を通して学習機会を提供し、過去の差別を補償する必要がある場合には、積極的措

置を講じるよう保証することを意味する。 

  3) 柔軟な労働慣行 

労働時間や退職の時期・性質に関して、高齢労働者にもっと柔軟性を与えることを意味

する。 

  4) 人間工学・職務設計 

病気、障害を予防するための措置ないし体力の衰えを補完するための措置を意味する。

予防的措置としては実に様々な方法があり、体力の衰えを感じている高齢労働者のために、

職務再設計や職場の労働条件を部分修正することで、生産性を維持できるよう支援し、そ

れによって雇用を継続させることができる。 

  5) 組織内における取り組み姿勢の変更 

管理者、採用担当者、その他の雇用業務担当者など、組織内における主要人物の高齢労

働者に対する取り組み姿勢を変えること、これが、高齢労働者のための優れた実践には欠



 123

かせない。 

 

（グッド・プラクティス導入のポイント）（グッド・プラクティス導入のポイント）（グッド・プラクティス導入のポイント）（グッド・プラクティス導入のポイント） 

 ウォーカー教授によると、グッド・プラクティスを導入するためには以下の４つのポイントが

あると言う。 

  1）上級管理者、特にトップからの支援 

  2）グッドプラックティスを支援する人事管理環境 

   人材を重視し、訓練や仕事の質を重視する組織風土が望ましいとする。 

  3）高齢者の積極的関与 

  4）注意深く柔軟な実施 

そして、次の 9 つのステップを挙げる。ⅰ）注意深い準備、ⅱ）開かれた意思疎通、 

ⅲ）労働組合の早い段階からの関与、ⅳ）高齢者自体の早い段階からの関与、ⅴ）ライン管理者

の教育・意識改革、ⅵ）段階的な実施、ⅶ）定期的な評価作業、ⅷ）全従業員との定常的な意思

疎通、ⅸ）骨の折れる作業など就業環境への注意 

（日本の実情に合ったグッド・プラクティスの積極的開発）（日本の実情に合ったグッド・プラクティスの積極的開発）（日本の実情に合ったグッド・プラクティスの積極的開発）（日本の実情に合ったグッド・プラクティスの積極的開発） 

 日本においても、高齢者雇用アドバイザーによる高齢者雇用改善への取組み、高齢者雇用好事

例集の作成など同様の取組みがなされている。今後、日欧のグッド・プラクティスを掘り下げて

比較するとともに、欧州の取組みを参考にして、「日本の実情に合ったグッド・プラクティス」

を積極的に開発普及していくことが必要である。 

 

第７の提案 国民の間で幅広いコンセンサス形成を図ること。 

欧州の中で高齢者雇用が進展している諸国（イギリス、スウェーデン、オランダなど） 

では、関係者が参画した審議会ないし委員会で今後の高齢者政策のあり方につき活発な意見

交換がなされるとともに、国民から幅広く意見を聴取している。 

 イギリスでは、EU 指令を受け年齢差別禁止立法の策定に向け顧問ｸﾞﾙｰﾌﾟを結成し、英国

産業連盟、英国労働組合会議、年齢に関する使用者フォーラムなど、関係する団体の代表者

を入れて検討が重ねられた。2003 年 7 月には、立法方針について協議文書を広く一般に公開

し意見を募集した。 

オランダでは、2001 年６月、高齢者雇用政策を政労使その他のトップレベルで協議する「高

齢者と雇用タスクフォース」が設立された。この「高齢者と雇用タスクフォース」の議長は、

フリースランド州知事エッド・ナイペルス氏で、オランダ経団連、オランダ労働組合総連合

（FNV）など政労使のリーダーや有力マスメディア関係者などがメンバーとなっているが、

検討にあたり国民からの意見聴取を重視している。第１回中間報告”Rather honey than vinegar

（強制よりは誘導で）”を 2002 年４月に、第２回中間報告”Count yourself lucky”（自分を幸福

と思え）を 2003 年２月に出し、2003 年 12 月に最終報告を提出した。第１回中間報告（強制
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よりは誘導で）では、年齢制限の除去のため、特に、高齢者に働きやすい就業環境の改善と

漸進的引退の奨励が挙げられている。また、強制退職の是正では、本人が希望すれば、65 歳

の時点で、使用者との間で雇用継続するか新たな契約に入るか協議できる労使合意を結ぶべ

きだ、との提案をしている。第 2 回中間報告（自分を幸福と思え）では、より長く働くこと

の重要性が強調されている。最終報告では、①企業の年齢構成をバランスさせること（年齢

の多様性の管理）、②高齢者にキャリアを継続させるよりよい可能性を提供すること、③45

歳以上の労働力率を高めること、④好事例(good practice)、最良の実践事例(best practices)作り

を促進し、広め、意識を喚起し、議論を活発にし、世論を新しい考え方に向けること、の４

つの目標が提示されている。 

スウェーデンでは、「高齢市民 2005―Senior Citizen 2005」と称する国会委員会が設置され、

2005 年以降における高齢者の社会生活をめぐる政策提言を検討中である。この委員会は、国

会における政治的構成を反映した１７人に委員で構成され、関連政府機関などの専門家の助

言を受けながら検討している。年金法の改正でもそうであったが、スウェーデンはコンセン

サス重視社会であり、国会内の委員会等で党派の利害を超えた議論集約がなされる。 

 年齢にかかわりなく働ける社会の実現は、わが国にとっても重要な政策課題であるが、一

方大変な難題でもある。欧州諸国以上に、国民間でのコンセンサス形成努力が必要となろう。 

 

 

第８の提案 政策評価を積極的に実施すること。 

利用しうる財源に限界がある以上、国民本位の効率的で質の高い行政を目指さなくてはな

らない。その基本条件として政策の効率性、有効性などの評価は今後ますます重要となって

こよう。高齢者雇用についても、様々な角度から定期的に政策評価をし、政策の効果を明ら

かにする必要がある。英国での政策評価事例 －年齢差別への取組みの方向性を示した「雇

用における年齢の多様性に関する実践規範」に対する評価、年齢差別禁止規制に向けた事前

便益費用分析（第４章―イギリスの状況 を参照）など －が大いに参考となる。高齢者雇

用就業政策の政策評価の詳細については、日本労働研究機構の調査研究報告書№160「実践的

な労働政策評価のあり方、手法を求めて － 高齢者雇用就業政策を題材として」（2003 年 9

月）をご参照いただきたい。 
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（参考資料１）雇用及び職業における均等待遇の一般的枠組を設定するＥＵ指令（2000／78／EC）（抄） 

 

前文（略） 

 

第1部 総則 

第1条（目的） 

本指令の目的は、宗教若しくは信条、障害、年齢又は性的志向に関わりなく全ての者に、雇用及び

職業（昇進、職業訓練、雇用条件及び特定の組織の成員権を含む）へのアクセスに関する均等待遇の

原則が加盟国において効力を有するようにすることである。この原則は以下「均等待遇の原則」と称

する。 

 

第2条（差別の概念） 

1 本指令の目的にとって、均等待遇の原則は、第1条にいういかなる根拠によるものであれ、人々の

問に直接又は間接のいかなる差別も存在しないことを意味するものとする。 

2 第1項の意味において、 

 a）直接差別は、第1条にいういかなる根拠によるものであれ、ある者が他の者よりも不利に扱われ

るか、取り扱われてきたか又は取り扱われるであろう場合に発生したと見なされるものとする。 

 b）間接差別は、外見上は中立的な規定、基準または慣行が、第1条にいういかなる根拠が適用され

る者又は人々に不利に影響することがありがちである場合であって、当該規定、基準または慣行

が合法的な目的により客観的に正当化されかつそれを達成する手段が適当かつ必要であるのでな

い限り、発生したものと見なされるものとする。 

3 第1条にいういかなる差別的根拠又は領域に関連して、脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的又は攻撃

的な環境を作り出す目的又は効果を有するような人への嫌がらせ（ハラスメント）は、第1条の意味

における差別と見なされるものとする。但し、ハラスメントの概念は国内法と慣行に従って定義す

ることが出来る。 

4 第1条にいういかなる根拠に基づく差別のそそのかしも第1項の意味における差別と見なされる。 

5 本指令は、民主社会において、公共の安全、公共の秩序の維持、犯罪の予防、健康の保護及び他

の人々の権利と自由の保護のために必要な国内法に基づく措置を妨げない。 

 

第3条（適用範囲） 

１ 本指令は以下に関し、公共機関も含め、公的私的の両分野の全ての人に適用する。 

 

a）活動の分野又は部門に関わらず、かつ職業的階梯のすべての段階（昇進を含む）において、雇用、
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自営業及び職業へのアクセスの条件（選抜基準及び採用条件を含む） 

b）全ての形態及び全ての水準の職業指導、職業訓練、高等職業訓練及び再訓練（就労体験を含む）

へのアクセス 

c）雇用条件及び労働条件（解雇及び賃金を含む） 

d）労働者組織若しくは使用者組織又はその成員が特定の職業を実行する他のいかなる組織への成員

権及び関与並びにそのような組織によって提供される便宜 

２ 但し、国籍による取り扱いの違いはカバーしない。 

３ 本指令は、社会保障又は社会保護制度を含む国家制度による給付には適用しない。 

４ 加盟国は、年齢と障害に基づく差別に関しては、軍隊には適用しないことが出来る。 

 

第4条（職業的要請） 

１ 第2条第1項及び第2項に関わらず、加盟国は、関係する特定の職業活動の性質またはそれらが遂

行される文脈の理由により、宗教、信条、障害、年齢、性的志向といった特徴が純粋かつ決定的な職

業的要請を構成する場合には、その目的が合法的でかつ要請が相当であることを条件として、それら

の特徴に基づく取り扱いの相違が差別を構成しないと規定することができる。 

2 加盟国は、教会及びその他のその基本理念（ethos）が宗教または信条に立脚している公的または

私的な組織における職業活動の場合にあっては、それら活動の性質またはその活動が遂行される文脈

の理由により、個人の宗教または信条が当該組織の基本理念を考慮すると純粋、合法的かつ正当な職

業的要請を構成する場合には、個人の宗教または信条に基づく取り扱いの相違は差別を構成しないと

いう指令採択時点の現行国内法制を維持することができ、指令採択時点に存在する慣行を将来法制化

することもできる。この取り扱いの相違は、他の理由に基づく差別を正当化するものではない。 

 本指令は、教会及びその基本理念が宗教または信条に立脚している公的または私的組織が、国内憲

法及び法律に従い、それらのために働く個人が当該組織の基本理念への正直さと忠親心をもって行動

するように要求する権利を妨げない。 

 

第5条（障害者のための合理的な便宜） 

 障害者との関係における均等取り扱い原則への服従を確保するため、合理的な便宜が提供されるも

のとする。これは、使用者は、特定の場合に必要であれば、それが使用者に不釣り合いな負担を課す

ことにならない限り、障害者が雇用にアクセスし、参加しもしくは発展することまたは訓練を受ける

ことを可能にする適当な措置を執るものとすることを意味する。 

 

この負担は、加盟国の障害者政策の枠組みの中で存在する措置によって十分に救済されているならば

不釣り合いではないものとする。 



 131

第6条（年齢を理由とした取り扱いの相違の正当化） 

1 加盟国は、年齢に基づく取り扱いの相違が、国内法の文脈において、合法的な雇用政策、労働市

場及び職業訓練目的を含む合法的な目的によって客観的かつ合理的に正当化され、かつその目的を

達成する手段が適切で必要なものである場合には、差別を構成しないものとすることができる。そ

のような取り扱いの相違には次のものが含まれる。 

 a）若年者、高齢労働者及び介護責任を有する者について、その職業的統合を促進しまたはその保

護を確保するために、雇用ならびに職業訓練へのアクセス、雇用及び職業の条件（解雇及び賃金

を含む）に特別の条件を設定すること 

 b）雇用へのアクセスまたは雇用とリンクした特定の便益について、年齢、職業経験または年功の

最低条件を設定すること 

 c）採用について、問題のポストに要求される訓練または退職の前に合理的な雇用期間が必要であ

ることを根拠として、最高年齢を設定すること 

2 加盟国は、職域社会保障制度において、退職給付または障害給付への加入要件または受給資格に

年齢を設定することが、そのことが性を理由として差別する結果とならない限り、年齢を理由とす

る差別を構成しないと規定することができる。これには、労働者、グループまたは労働者カテゴリ

ーによって異なった年齢を設定すること、年金計算において年齢基準を用いる．ことが含まれる。 

 

第7条（ポジティブアクション） 

1 本指令は、加盟国が第1条にいういかなる差別的根拠が適用される人々に関する不利益を防止し又 

は補償するための措置を維持し又は採用する権利を妨げないものとする。 

2 障害者に関しては、均等待遇原則は、加盟国が職場における安全衛生の保護に関する規定を維持 

しまたは採択する権利、または障害者の労働環境への統合を保護し促進するための規定または施設 

を創設しまたは維持することを目的とした措置、を妨げない。 

 

第8条（最低要件） 

1 加盟国は、本指令に規定されたよりも均等待遇原則の保護に有利な規定を導入し又は維持するこ

とができる。 

2 本指令の施行は、本指令によってカバーされる領域において、加盟国によって既に提供されてい

る差別からの、一般的保護水準の低減の十分な根拠を構成することは決してない。 

 

 

第2部 救済と執行 

第9条（権利の防衛） 

1 加盟国は、本指令の下の義務の執行のための司法的又は行政的手続きが、均等待遇原則が適用さ

れないことによりその権利が侵害されたと考える全ての者に、たとえ雇用関係が終了した後であっ
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ても、利用可能であるように確保するものとする。 

2 加盟国は、団体、組織又はその他の法的実体が、本指令の下の義務の執行のために規定されたい

かなる司法的又は行政的手続きをも遂行することを確保するものとする（原告本人の了解の下に原

告のためにする場合を含む）。 

3 前2項は均等待遇原則に関する争訟に出訴期間を限定する国内規定を妨げない 

 

 第10条（挙証責任） 

1 加盟国は、国内の司法制度に従い、均等待遇原則が自らに適用されなかったために権利が侵害さ

れたと考える者が、裁判所又はその他の権限ある機関の前に、直接又は間接の差別があったことが

それによって推定される事実を立証するときに、均等待遇原則のいかなる侵害もなかったことを証

明するべきは被告であることを確保するのに必要な措置をとるものとする。 

2 第1項は、加盟国が原告により有利な証拠法則を導入することを妨げない。 

3 第1項は刑事手続きには適用しない。 

4 これらの規定は、第9条第2項に基づき団体等が関わる法的手続きにも適用される。 

5 ただし、加盟国は、事件の事実を調査するのが裁判所または権限ある機関である場合には挙証責

任を転換する必要はない。 

 

第11条（迫害） 

加盟国は、均等待遇原則への適合を執行することを目的とした苦情又はいかなる法的手続きに対す

る反応としての使用者による解雇又はその他の不利な取り扱いに対して、個人を保護するのに必要な

措置をその国内法制度に導入するものとする。 

 

第12条（広報） 

1 加盟国は、本指令に従って採択された規定に関する十分な情報が職業訓練及び教育機関に提供さ

れ、かつ職場において十分に広報されることを確保するものとする。 

2 加盟国は、本指令に従って執られた全ての国内措置に関して権限ある公的機関が適当な手段によ

り情報提供されることを確保するものとする。 

 

 

第13条（労使対話） 

1 加盟国は、職場慣行の監視、労働協約、行為規範、調査又は経験及び優れた実践事例（good 

practices）の交換を通じて均等待遇原則を助長する観点から労使間の対話を促進する十分な措置を

執るものとする。 

2 加盟国は、その自治を侵害することなく、労使が適当なレベル（企業レベルを含む）で、団体交
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渉範囲に含まれる第3条にいう領域において反差別規則を規定する協約を締結することを奨励する

ものとする。これらの協約は本指令に規定された最低要件を尊重するものとする。 

 

第14条（非政府組織との対話） 

 加盟国は、国内法及び慣行に従い、均等待遇原則の促進の観点から、第1条に規定するいかなる理

由に基づく差別との戦いに貢献することに合法的な利益を有する適当な非政府組織との間の対話を

奨励するものとする。 

 

第3部 特別規定 

第15条 北アイルランド（略） 

 

第4部 雑則（抄） 

第16条（指令への適合） 

 加盟国は次のことを確保する必要な措置を執るものとする。 

 a）均等待遇原則に反するいかなる法律、規則及び行政規定も廃止されるべきこと 

 b）労働協約、個別雇用契約、企業の内部規則又は独立する職業、労働者組織及び使用者組織の規

則に含まれる均等待遇原則に反するいかなる規定も無効であると宣言され、かつ修正されるべき

こと 

 

第17条（制裁） 

 加盟国は、本指令の施行するため制定された国内規定への違反の場合における、制裁のルールを定

めるとともに、その執行を確保するための全ての必要な手段を執るものとする。これらの制裁は効果

的、比例的かつ思いとどまらせるようなものでなければならない。 

 

第18条（施行） 

1 加盟国は、2003年12月2日以内にこれに適合する法律、規則及び行政規定を採択するものとする。 

 特定の状況を考慮に入れ、加盟国は、年齢及び障害差別に係る規定の施行を、2003年12月2日から

さらに3年間延期することが出来る。 

 

以下（第19条～第21条）略 
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（参考資料３） アメリカの年齢差別禁止法について 

（1）概  要 

   民間労働者及び公務員について年齢を理由とする雇用に関する差別を禁じたもので、連邦公務

員以外については当初は40～65歳が保護の対象となっていたが、1978年の改正により保護対象年

齢の上限が70歳に引き上げられ、1986年の改正により、上限が撤廃された。連邦公務員について

は70歳が上限であったが、1978年の改正により上限が廃止されている。 

（2）内  容 

 イ 禁止される差別待遇 

  40歳以上の労働者を、企業規模20人以上の使用者、労働組合及び職業紹介機関は、 

  年齢を理由として以下の差別待遇をしてはならない。 

 ① 年齢を理由とする雇入れ、解雇、賃金、昇進、労働条件等に関する差別 

 ② 年齢に基づく組合員の加入拒否、除名、その他の差別 

 ③ 年齢を理由とする職業紹介の拒否、その他の差別 

 ④ この法律に基づく訴訟、調査等に参加したことを理由とする差別 

 ⑤ この法律で禁止される差別を表示する広告の記事、印刷及び出版 

 ロ 除外される行為 

  ① 真正の職業上の資格に基づく場合 

   年齢が特定の業務の正常な遂行のため合理的に必要とされる真正の職業上の資格である場合

に、高年齢者を解雇し、その雇入れ又は昇進を拒否すること等。 

 〔具体例〕 

  労働省の解釈例規……俳優、マネキン、航空機操縦士 

  判例……バスの運転士、航空機操縦士 

② 年齢以外の合理的理由に基づく場合 

 〔具体例〕 

   高齢者が最も非能率的な場合に、人員整理に当たりこれを解雇対象者として選ぶこと。 

   高齢者について、年齢を理由としてでなく、怠惰を理由として解雇すること。 

③ 真正の労働者福利制度に基づく場合 

 〔具体例〕 

   高齢者に対する福利費が割高で、使用者が高齢者に低い給付を支給することを認めなければ、

高齢者を雇用する意欲が阻害される場合。ただし、年齢を理由とする自由意志によらざる退職を

義務付け、又は許容する制度はあたらない。 

 

 ④ 正当な理由に基づくこと 

   年齢以外に正当な理由がある場合には、年齢が解雇の要素の１つとなっていない限り好ましく
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ない労働者の解雇、懲戒は認められる。 

 ⑤ 労働長官が認めた場合 

   労働長官が公の利益のため必要かつ適切と考えるところに従い、合理的な例外を定めることが

できる。 

   〔具体例〕 

     長期失業者、身体障害者、少数集団の人々、高齢者、若年者など特別な雇用問題を有する

者の雇用を促進する為の給付金。 

 ハ 救済機関及びその権限 

   労働長官 

 ① 公正労働基準法の権限及び手続きに従って検査を行い、記録の保持を要請する。 

 ② 非公式に調停、相談、説得を行うことにより差別的行為であると申し立てられた行為を除去し、

この法律に自発的に従うよう要請する。 

 ③ 差別を受けた労働者に対する使用者の損害支払い義務について監視する。 

   労働者は、この支払いにつき自ら訴訟を提起できるが、文書による要求を労働長官に出したと

きは、長官は要求に係る金額の回復のための訴えを提起することができる。 

 ニ 苦情処理手続 

 ① 違法な差別を申し立てる告発が長官に提出されたとき、長官は、調停、相談、説得により非公

式に違法行為排除の努力をする。 

 ② 差別を受けた者は、法律上衡平法上の救済を裁判所に提起する（但し、告発が長官になされて

いるときは60日間は訴訟開始が不可）。 

 ③ 裁判所は、雇用、復職の促進を強制する判決、又は損害額の支払いを命ずる判決その他衡平法

上の救済を与える権限を有する。 

（3）改  正 

 イ 改正経緯 

   定年を設定すること自体を禁止する内容の改正案が民主党より提案され、1986年9月末に下院

で可決、10月17日には上院で可決され、1987年1月より施行されている。改正理由としては、いか

なる年齢（とりわけ高齢者）であろうとも生活の糧を得る権利は保証されるべきであり、それは

極めて重要な市民権であるとしている。 
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